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第１章 はじめに 

 

１ 計画の趣旨等 

 

（１）計画の趣旨 

 

この計画は、「市町村の合併の特例に関する法律」第５条に基づく法定計画と

して策定するもので、鴨川市と天津小湊町が合併した場合における合併後の新

市（以下、単に「新市」とします。）のソフト・ハード両面を含めたまちづくり

計画となるものです。すなわち、この計画は、合併後の２市町の速やかな一体

化を促し、住民福祉の一層の向上と新市全体の均衡ある発展を目指すことを目

的とするものであり、新市が進めることとなるまちづくりの詳細かつ具体的な

内容については、新市において策定する基本構想、基本計画、実施計画に委ね

ることとします。 

 

（２）計画の名称 

 

この計画の名称は、「鴨川市・天津小湊町新市まちづくり計画」とします。 

 

（３）計画の構成 

 

この計画は、合併後の新市がまちづくりを進めていくために必要な指針とし

ての「基本方針」、基本方針を実現するための「新市の施策」及び計画期間中の

財政状況を推計した「財政計画」その他まちづくりに必要な事項等を明らかに

するものです。 

 

（４）計画の期間 

 

この計画の期間は、合併後おおむね 20 年間とします。 
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２ 合併の必要性 

 

（１）合併の時代背景 

 

21 世紀初頭を迎えた今、市町村合併の動きが全国的に活発化しています。私

たちの住む鴨川市・天津小湊町においても、人口の減少や少子・高齢化の進行

をはじめ、直面する様々な課題に的確に対応し、個性豊かで魅力的な地域づく

りを進めていくための有効かつ適切な方策として、市町村合併を進めるべき時

期を迎えています。 

そこでまず、今、なぜ市町村合併が必要なのか、その代表的な時代背景をま

とめると、以下のとおりです。 

 

[背景１] 地方分権時代の到来と地方主導の地域づくりへの移行 

 

地方分権とは、国や県が行っている行政の権限を住民に身近な市町村にでき

るだけ移し、地域の創意工夫による行政運営を推進することです。わが国では、

従来の国主導型の行政から、住民に密着した市町村レベルでの個性的で総合的

な行政に転換させる重要性が叫ばれ、平成 12 年の地方分権一括法の施行を契

機に、様々な分野で地方分権はまさに実行段階を迎えています。 

このため、これからの市町村には、自らの責任と判断で自らの進むべき方向

を決め、具体的な施策を自ら実行することのできる行政能力と財政基盤の確立

(自主・自立)が強く求められることになります。 

また、こうした流れの中で、住民自らの手による特性を活かした地域づくり

や、社会問題の解決に向けた住民活動が活発化してきているなど、全国的に各

種の住民団体やボランティアなどの活動が一層広がりをみせています。 

このような住民活動は、地方分権時代における自主・自立の新たな地域社会

づくりに必要不可欠なものであり、合併により創出される、より大きな枠組み

の中で「住民力」の発揮や住民と行政との協働環境の整備を効果的に進めてい

く必要があります。 
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[背景２] 国・地方の財政状況の著しい悪化 

 

現在、わが国の財政は極めて厳しい状況にあり、景気の低迷による税収の落

ち込みや、社会福祉、経済対策などに伴う公債の大量発行により、巨額の債務

を抱えています。国と地方とを合わせた債務は、平成 15 年度末で 686 兆円程

度、うち地方分は 199 兆円程度と見込まれています。 

このような危機的状況を立て直すため、国は財政構造改革を進めており、全

国の市町村の財政を支える地方交付税などがすでに削減されてきています。し

かも、今後もさらに大きな改革を進めることが見込まれ、地方交付税や補助金

等が重要な財源となっている市町村は、特に今後一層厳しくなっていくことが

予想されます。 

したがって、こうした財源を中心に歳入が減少していくことが予想される中

で、市町村が今後も各種の行政サービスを維持していくためには、財政規模の

拡大を図る一方で、より簡素な組織で、かつ財政的にも投資効率のより高い行

政体制を構築していく必要があります。 

 

[背景３] 日常生活圏の一層の拡大と行政ニーズの広域化 

 

道路・交通網及び情報通信網や車社会の一層の進展、生活様式の多様化等を

背景に、住民の日常生活の範囲は、住んでいる市町村の行政区域を越えてます

ます広がっています。 

これに伴い、行政ニーズも広域化、多様化し、すでに単独の市町村では効果

的な対応が困難な課題や広域的な整合性が必要な課題が生じてきています。特

に、土地利用をはじめ、都市計画や道路・交通網の整備等の都市基盤整備、産

業の振興など、既存の市町村のワクを越える総合的な取り組みが必要な分野に

ついては、より一層現実的な視点に立った施策展開を進めていく必要がありま

す。 
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[背景４] 少子・高齢化の急速な進行、人口減少時代の到来 

 

わが国では、出生率の低下や平均寿命の伸びを背景に、予想を上回る速度で

少子化、高齢化が進行しており、本格的な少子・高齢社会が到来しつつありま

す。また、これに伴い、総人口も平成 18 年頃をピークに減少に転じることが

予想されています。 

このような現象は、社会経済の仕組みそのものに大きな影響を及ぼし、特に

保健・医療及び福祉分野における行政の果たす役割や財政支出が極めて大きく

なることが見込まれます。このため、これらに対応した行財政基盤の強化や、

質の高いサービスを安定的に提供できる体制づくりが喫緊の課題となっていま

す。 

 

[背景５] 環境保全への取り組み 

 

海洋の汚染や河川、湖沼の水質汚濁に加え、近年ではダイオキシンや環境ホ

ルモン問題など従来見られなかった環境問題も発生するなど、人々の環境保全

に対する意識が急速に高まっている中で、市町村においても環境を総合的にと

らえた施策の展開が極めて重要な課題となっています。 

しかしながら環境問題への取り組みは、単独の市町村では対応が困難な課題

も多く、これまでの枠組みを越えた広い範囲での一体的な環境施策の推進が必

要となっています。 

 

[背景６] ＩＴ時代の到来 

 

ＩＴ（情報技術）の飛躍的な進歩等により高度情報化は一層進展しつつあり、

パソコンや携帯電話等の情報機器とインターネット（世界規模の通信ネットワ

ーク）が急速に普及し、情報ネットワーク社会が加速度的に拡大しています。

市町村においても、各種行政サービスをインターネット等を通じて提供する「電

子自治体」の構築を目指し、高度情報通信基盤の整備促進や住民のインターネ

ット利用環境の整備、行政情報のデジタル化など、様々な取り組みを進めてい
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ます。 

このような高度情報化の流れは、今後とも、社会のあらゆる分野で大きな効

果をもたらすことが予想されることから、行政においても、住民の生活圏や経

済圏の実態に即した情報のネットワーク化をさらに進め、行政サービス、行政

情報提供の一層の推進を図っていく必要があります。 

 

 
（２）鴨川市・天津小湊町地域 

 

鴨川市と天津小湊町の合併の必要性について、これまでみてきた時代背景と

ともに２市町の現状や地域条件等を踏まえてまとめると、以下のとおりとなり

ます。 

 

[地域性１] 住民の実際の生活圏・経済圏に即した一体的かつ効率的なまちづ

くりのために 

 

２市町は古来より結びつきが強く、すでに一体的な生活圏、経済圏を形成し

ていることから、合併して現状に即した一体的かつ効率的なまちづくりを進め

る必要があります。 

鴨川市と天津小湊町は、山間・丘陵地を背に、太平洋に臨む地勢上の一体性

と、「長狭郡（ながさごおり）」として連綿と続く永い歴史を共有し、これまで

文化、経済、生活など多くの面で強い共通性と結びつきを持ってきました。 

特に通勤・通学、買物及び通院等の住民の日常生活や民間の経済活動は、現

在その多くが２市町の範囲で行われており、すでに一体的な日常生活圏・経済

圏が形成されているといえます。 

また、行政面においても、２市町が連携して長狭地区衛生組合を設置し環境

衛生分野で共同事業を行っているほか、２市町を含めた安房郡市広域市町村圏

事務組合においても多様な広域施策を展開するなど、連携、一体化を進めてき

ました。 

このように２市町は古来より結びつきが強く、住民の日常生活圏・経済圏は
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すでに一体化し、また行政面でも連携と一体化が進みつつある状況の中で、現

在の行政区域があることは、土地利用や都市計画、道路整備等の都市基盤整備

をはじめ、地域一体となった総合的な取り組みが必要な分野においては、効率

面や整合性の面で逆に障害になっているともいえます。 

このため、２市町は、住民の生活や経済活動の実態に見合った枠組みで合併

し、住民ニーズに即した一体的かつ効率的なまちづくりを進めていく必要があ

ります。 

 

[地域性２] 自立性の高い産業構造を構築し、地域活力を維持、強化するため

に 

 

地域経済が停滞傾向にある中で、南房総の中核都市として一層発展していく

ため、２市町は今こそ合併し、特色ある地域資源を活かした自立性の高い産業

構造を構築し、地域活力をより強化していく必要があります。 

鴨川市と天津小湊町は、温暖な気候と美しい海岸線に代表される豊かな自然

環境や全国レベルの集客力と知名度を誇る観光・交流資源に恵まれ、全国有数

の観光・リゾート地として、また農林水産業のまちとしても発展してきました。

さらに、外房の商業拠点としての商業機能の集積も進んでいます。 

しかし、依然として人口減少が続いているほか、地域経済は総体的に伸び悩

み傾向にあり、これに伴い雇用環境も厳しさを増し、将来的な地域活力の低下

も懸念されています。 

このような中で、鴨川市と天津小湊町が南房総地域における中核的な都市を

目指し、今後とも活力ある地域として持続的に発展していくためには、全国レ

ベルの観光・交流資源をはじめとする特色ある地域資源を一体的かつ有効に活

用して自立性の高い産業構造を構築し、競争力を一層強化することが必要です。 

このため、今こそ２市町は合併して、生産規模、市場規模の拡大効果を活か

すとともに、それぞれの市町が培ってきた資源や技術の共有化や一体的な各産

業基盤の整備など、単独の市町から脱却した総合的な産業振興施策を構築して

いくことが必要です。 
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[地域性３] 地方分権時代のまちづくりのために 

 

これから本格化する地方分権の時代に備え、２市町は合併して確固たる行

財政体制の確立を図るとともに、住民参画、住民と行政との協働によるまちづ

くりを一層推進する必要があります。 

地方分権が実行段階を迎え、これからの市町村には、国や県の誘導による受

動的行政から自らの責任と判断で自らの進むべき方向を定め、具体的な施策を

自ら実施していく能動的行政への脱却が不可欠です。そのためには、多様な人

材の発掘、育成や組織体制の再編整備など、行政に携わる人材及び行政組織両

面にわたる政策立案能力、行政執行能力の大幅な強化が必要です。 

同時に、国の財政構造改革により、今後も鴨川市、天津小湊町ともに財政状

況はさらに厳しさを増すことが予想されることから、現行の行政サービス水準

を今後も維持していくためには、財政基盤の大幅な強化が必要です。 

さらに、財政の状況如何にかかわらず、個性豊かで魅力あるまちづくりを進

めていくことは行政の本質の一つであり、そのためには行政側の対応に加え、

住民参画と協働による効果的なまちづくりが必要不可欠な要素となります。 

このため、２市町は合併し、人口規模の拡大による経費削減効果及び国県の

財政支援措置の活用を図るとともに多分野にわたる住民参画と協働により、地

方分権の受け皿にふさわしい確固たる行財政体制の確立を図っていくことが必

要です。 
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新市の位置 

第２章 新市の概況 

 

１ 位置と地勢 

 

新市は、千葉県・房総半島の南東部、太平洋側に位置し、北縁部から首都東

京都まで約 70 ㎞、県都千葉市まで約 55 ㎞の距離にあります。東は勝浦市に、

西は和田町、丸山町、富山町及び鋸南町に、また北は大多喜町、君津市及び富

津市に接しています。 

上総丘陵及び清澄山系、また嶺岡山系の山間地及び丘陵地が大部分を占め、

平坦地は比較的少なく、これらの山間丘陵地に挟まれるように米どころとして

有名な長狭平野が広がり、また、市街地は海岸部を走る国道 128 号とＪＲ外房

線・内房線沿いの平地を中心に形成されています。 

新市の面積は 191.30ｋ㎡で、千葉県全体（5,156.41ｋ㎡）の 3.7％を占める

ことになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大多喜町 

富津市      君津市 

勝浦市 

鋸南町 

富山町 

丸山町 

和田町 

 
千葉県 

千葉市 

北

新市（鴨川市・天津小湊町） 
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２ 人口と世帯 

 

（１）総人口、世帯数等 

 

平成 12 年の国勢調査結果によると、新市の総人口は 37,653 人と４万人弱の

規模の市となります。昭和 60 年以降の推移をみると、一貫して減少傾向を示

しており、15 年間で 3,312 人の減少がみられます。 

また、新市の総世帯数は 13,563 世帯で、増加を続けていますが、一世帯当

たりの人数は 2.78 人まで減少しています。 

年齢階層別の構成をみると、年少人口（14 歳以下）は 4,738 人で 12.6％、

生産年齢人口（15～64 歳）は 22,652 人で 60.2％、老年人口（65 歳以上）は

10,263 人で 27.3％となっており、年少人口及び生産年齢人口は人数、構成比率

ともに減少する一方で、老年人口は人数、構成比率ともに大幅に増加していま

す。 

高齢化率（老年人口比率）は 27.3％で、千葉県平均（14.1％）や全国平均

（17.3％）を 10 ポイント以上上回り、逆に年少人口比率は 12.6％で、千葉県

平均（14.2％）や全国平均（14.6％）を下回っており、少子・高齢化が進行し

ている状況にあります。 
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総人口、世帯数等の推移 

（単位：人、世帯、人／世帯、％） 

年 
 
項目 

昭和60年 平成２年 平成７年 平成12年 
年平均伸び率 

S60～H２ H２～H７ H７～H12 

総人口 40,965 39,866 39,283 37,653 △0.54 △0.29 △0.84 

 
年少人口 8,026 6,536 5,677 4,738 

△4.02 △2.78 △3.55 
(14歳以下) (19.6%) (16.4%) (14.5%) (12.6%) 

生産年齢人口 25,875 25,315 24,299 22,652 
△0.44 △0.82 △1.39 

(15～64歳) (63.2%) (63.5%) (61.9%) (60.2%) 

老年人口 7,064 7,991 9,298 10,263 
2.50 3.08 1.99 

(65歳以上) (17.2%) (20.0%) (23.7%) (27.3%) 

世帯数 12,180 12,700 13,517 13,563 0.84 1.25 0.07 

一世帯当人数 3.36 3.14 2.91 2.78 － － － 

注）総人口には、平成２年に 24 人、平成７年に９人の年齢不詳を含む。 

資料：国勢調査 

 

総人口、世帯数等の推移 

注）総人口には、平成２年に 24 人、平成７年に９人の年齢不詳を含む。 

資料：国勢調査 
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（２）就業人口 

 

平成 12 年の国勢調査結果によると、新市の就業人口総数は 19,955 人で、昭

和 60 年以降の推移をみると、平成７年にやや増加したものの、15 年間では

1,310 人の減少となっています。 

産業別の構成をみると、第１次産業（農林水産業等）は 2,978 人で 14.9％、

第２次産業（工・鉱業、建設業等）は 3,586 人で 18.0％、第３次産業（サービ

ス業等）は 13,362 人で 67.0％となっています。観光とともに農林水産業が基

幹的産業となっているため、第１次産業の構成比率が千葉県平均（3.9％）や全

国平均（5.0％）に比較し高いことが特徴となっています。しかし、その第１次

産業も人数、構成比率ともに大幅に減少してきており、また、第２次産業は微

減傾向にある一方、これに伴い第３次産業は増加の傾向にあります。 
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就業人口の推移 

（単位：人、％） 

年 

項目 
昭和60年 平成２年 平成７年 平成12年 

年平均伸び率 

Ｓ60～Ｈ２ Ｈ２～Ｈ７ Ｈ７～Ｈ12 

総人口 40,965 39,866 39,283 37,653 △0.54 △0.29 △0.84 

就業人口総数 21,265 20,841 21,354 19,955 △0.40 0.49 △1.35 

 

第１次産業 
5,090 3,839 3,385 2,978 

△5.49 △2.49 △2.53 
(23.9%) (18.4%) (15.9%) (14.9%) 

第２次産業 
3,942 4,071 4,074 3,586 

0.65 0.01 △2.52 
(18.5%) (19.5%) (19.1%) (18.0%) 

第３次産業 
12,206 12,922 13,893 13,362 

1.15 1.46 △0.78 
(57.4%) (62.0%) (65.1%) (67.0%) 

就業率 51.9% 52.3% 54.4% 53.0% － － － 

注）就業人口総数には、昭和 60 年に 27 人、平成２年に９人、平成７年に２人、平成 12

年に 29 人の分類不能を含む。 

資料：国勢調査 

 

就業人口の推移 

注）就業人口総数には、昭和 60 年に 27 人、平成２年に９人、平成７年に２人、平成 12

年に 29 人の分類不能を含む。 

資料：国勢調査 
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３ 道路・交通条件 

 

新市の道路網は、海岸沿いを走る国道 128 号と西部を南北に縦貫する国道

410 号の国道２路線をはじめ、主要地方道６路線、一般県道４路線を中心に市

道及び町道等によって構成されています。東京湾アクアラインの開通や東関東

自動車道館山線の延伸をはじめとする広域幹線道路網の整備進展により、首都

圏からのアクセスも向上しつつありますが、今後も、関連道路網の整備は地域

発展の社会基盤としてその推進に大きな期待がかけられています。 

鉄道については、海岸沿いを国道 128 号とほぼ並行してＪＲ外房線・内房線

が走り、５つの駅を有しています。このうち安房鴨川駅は、ＪＲ外房線と内房

線の結節点として重要な位置にあります。 

バス交通については、一般路線バスと廃止路線代替バスのほか、ＪＲ東京駅

や千葉駅、羽田空港などと安房鴨川駅及び安房小湊駅周辺とを結ぶ高速バス、

急行バスが運行されており、住民の身近な足として、また観光客や住民の広域

的な移動手段として大きな役割を果たしています。 

 

主要な道路・交通網 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新市（鴨川市・天津小湊町） 
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第３章 新市の特性と課題 

 

１ 新市発展のために活かすべき特性 

 

新市が合併の目的を最大限に達成していくためには、新市の現状特性や住民

の意向、さらには現行総合計画などを踏まえた上で、新しいまちづくりの方向

を検討する必要があります。そこで、まず、新市の現状特性を、長所を伸ばす

視点からとらえ直し、活かすべき特性として整理すると、以下のとおりです。 

 

[特性１] 温暖な気候と美しい海岸線、緑輝く上総丘陵及び清澄山系、嶺岡山

系に包まれた素晴らしい自然環境と景観を誇るまち 

 

新市は、黒潮の影響を受けた「夏涼冬暖」の恵まれた気候と美しく変化に富

んだ海岸線、そして上総丘陵及び清澄山系、また嶺岡山系の輝く緑に包まれた、

素晴らしい自然環境と景観を誇るまちです。 

特に、海岸線は南房総国定公園に指定され、県下屈指の景勝地として知られ

ているほか、清澄山系、嶺岡山系は県立自然公園（養老渓谷奥清澄自然公園、

嶺岡山系自然公園）に指定され、美しく豊かな緑が残されています。 

これらの自然は、住民のかけがえのない財産であり、新市の個性を際立たせ

る貴重な資源でもあることから、自然環境と景観の保全を基本としつつ、新市

のまちづくりに効果的な活用が期待できます。 

 

[特性２] 南房総の中央に位置し、広域幹線道路網の整備進展による可能性の

高い広域交流拠点のまち 

 

新市は、房総半島の南東部、太平洋側にあり、南房総の中央に位置していま

す。また、ＪＲ外房線と内房線の結節点として重要な位置を担っているほか、

東京駅や千葉駅、木更津駅とを結ぶ高速バス、急行バスの発着点でもあるなど

交通の要衝にあり、加えて観光スポットや商業施設も多いことから、南房総に

おける滞留空間を備えた広域交流拠点としての性格を有しています。 
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また、東京湾アクアラインの開通や東関東自動車道館山線の整備進展等によ

り、新市と首都圏等とのアクセスが飛躍的に向上しましたが、新市周辺におけ

る新たな広域幹線道路網の整備も明らかになりつつあるなど、将来的な一大交

流圏の形成が期待されています。 

新市のまちづくりにあたっては、より大きな視点から、広域的かつ長期的展

望のもとに、こうした広域交流拠点としての位置づけを明確にすることが新市

発展の可能性を一層高め、新市のまちづくりに貢献します。 

 

[特性３] 全国レベルの集客力・知名度を持つ観光・交流資源と豊富な海洋資

源、肥沃な土地に恵まれた観光・リゾートと農林水産業のまち 

 

新市は、県内でも有数の集客力を持つ鴨川シーワールドや、日蓮聖人ゆかり

の誕生寺、清澄寺など全国レベルの知名度を持つ名刹をはじめ、景勝地やテー

マパーク、スポーツ・レクリエーション施設、神社仏閣、都市と農村との交流

施設、観光イベント、さらには充実した宿泊施設など、多彩で魅力ある観光・

交流資源に恵まれ、特色ある観光・リゾート地を形成しており、訪れる観光客

は年間およそ 500 万人（２市町のそれぞれの観光入込客数を単純合計）にのぼ

っています。 

また、観光・リゾートと並ぶ基幹的産業として、長狭米としてブランド化の

進む米作、酪農、かつて日本一の生産量を誇ったこともあるテッポウユリなど

の花き栽培を中心とする農業や、黒潮が運ぶ豊富な海洋資源を活かした県下有

数の漁獲量を誇る水産業が営まれており、古くから首都圏の生鮮食料供給地と

して大きな役割を果たしてきました。 

このように新市は、地域特性や資源を活かした特色ある観光・リゾートのま

ち、伝統ある農林水産業のまちであり、これらを時代の要請に応えたさらに価

値の高いものに発展させ、次世代に伝えていくことが必要です。 
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[特性４] 高い医療水準を誇るとともに、保健及び福祉・介護環境が充実した

健康福祉のまち 

 

新市には、高度医療で知られる全国屈指の総合病院をはじめ数多くの医療施

設があり、医療水準が極めて高い恵まれた医療環境にあるほか、高齢化社会の

到来に対応し、総合保健福祉会館（ふれあいセンター）をはじめ介護老人福祉

施設や介護老人保健施設、デイサービスセンター、訪問看護ステーション、老

人福祉センターなどの保健及び福祉・介護関連施設や障害者関連施設が行政・

民間の連携により整備、確保されており、充実した施設環境とサービスを誇っ

ています。また、社会福祉法人である社会福祉協議会を中心に、数多くのボラ

ンティアが地域ぐるみの福祉活動を積極的に行い、大きな成果を上げています。 

このような保健・医療及び福祉環境の充実したまちとしての特性をさらに伸

ばしていくことにより、すべての住民が生涯にわたって安心して暮らせるまち

づくりの実施に貢献します。 

 

[特性５] 人情味と郷土愛あふれる人々が住み、様々な住民活動や協働のまち

づくりが展開されているまち 

 

温暖な気候のもと、海と山に囲まれた豊かな自然環境や貴重な歴史文化環境

に育まれ、特色ある発展を続けてきた中で、古くから培われてきた住民の人情

味の豊かさや温かさ、郷土を愛する心や地域連帯感の強さは、新市の優れた特

性の一つと言えます。 

また、これらを背景に、多様な住民団体やボランティア等が組織され、観光

や農林水産業、商業等の産業振興に関わる活動とともに花づくりや環境美化、

福祉などのボランティア活動、また芸術文化やスポーツ活動、さらには地域ぐ

るみの健康づくりやコミュニティ活動など、様々な住民活動や住民と行政との

協働によるまちづくりが進められています。 

新市においては、こうした住民性や住民活動を大切に守り育て、これまで以

上に「住民力」を醸成していくことにより、様々な分野における自主的なまち

づくり活動が一層発展していくことが期待できます。 
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２ 住民意識調査にみる期待と重点施策 

 

本計画の策定にあたって、住民の声を幅広く把握するため、平成 15 年９月

に「市町村合併に関する住民意識調査」（鴨川市及び天津小湊町に居住する 16

歳以上の男女の中から無作為により 5,000 人を抽出し、郵送法によって実施。

有効回収数 2,846、有効回収率 56.9％）を実施しました。 

その結果の中から、新市の将来への期待と重点施策に関わる回答結果を抜粋

すると、以下のとおりとなっています。 

 

（１）新市の将来イメージ 

 

 

 

 

鴨川市と天津小湊町が合併するとしたら、将来的にどのようなまちになって

いけばよいと思うかをたずねたところ、「安心して暮らせる福祉のまち」

(48.9％)が他を大きく引き離して第１位となっています。次いで「自然環境を

大切にするまち」(27.6％)、「生活環境が整ったまち」(22.9％)、「産業のまち」

(20.2％)、「安全なまち」(17.3％)、「清潔・快適なまち」(15.3％)などの順とな

っています。 

これら上位回答をみると、〈福祉〉を中心に、〈環境〉を重視したまちづくり

に関心が集まっていることがうかがえます。 

 

 

 

「安心して暮らせる福祉のまち」が他を大きく引き離して第１位。次いで 

「自然環境を大切にするまち」、「生活環境が整ったまち」の順。 
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（２）新市の重点施策への要望 

 

 

 

 

鴨川市と天津小湊町が合併するとしたら、どの施策を重点的に進めてほしい

かをたずねたところ、「福祉対策の充実」(45.7％)が第１位にあげられ、次いで

「若者の定住化促進」(43.4％)、「道路の整備」(39.2％)、「交通の便の充実」

(34.8％)、「保健・医療対策の充実」(33.9％)などの順となっており、〈福祉〉を

はじめ、〈若年層の定住〉、〈道路・交通〉、〈保健・医療〉といった分野の施策が

上位を占めています。 

 

新市の重点施策への要望（全体／複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「福祉対策の充実」が第１位。次いで「若者の定住化促進」、「道路の整備」、

「交通の便の充実」、「保健・医療対策の充実」の順。 

4 5 . 7

4 3 . 4

3 9 . 2

3 4 . 8

3 3 . 9

2 8 . 9

2 8 . 4

2 0 . 6

1 8 . 6

1 8 . 2

1 7 . 9

1 7 . 0

1 5 . 6

1 3 . 0

1 2 . 6

1 2 . 5

1 0 . 5

1 0 . 1

5 . 4

5 . 3

3 . 4

3 . 1

2 . 6

0 % 1 0 % 2 0 % 3 0 % 4 0 % 5 0 %

福 祉 対 策 の 充 実

若 者 の 定 住 化 促 進

道 路 の 整 備

交 通 の 便 の 充 実

保 健 ・ 医 療 対 策 の 充 実

自 然 環 境 保 護 や 環 境 保 全 施 策 の 推 進

ご み 処 理 ・ リ サ イ ク ル 体 制 の 整 備 充 実

防 災 対 策 の 充 実

下 水 道 ・ 排 水 処 理 施 設 の 整 備

農 林 水 産 業 の 振 興

子 育 て 支 援 や 児 童 施 設 の 充 実

観 光 ･ レ ク リ エ ー シ ョ ン の 開 発 ・ 振 興

住 民 の い こ い の 場 の 整 備 充 実

商 工 業 の 振 興

計 画 的 な 土 地 利 用 の 推 進

学 校 教 育 施 設 の 充 実

地 域 の イ メ ー ジ ア ッ プ

生 涯 学 習 な ど の 振 興 や 施 設 の 充 実

ｺ ﾐ ｭ ﾆ ﾃ ｨ 施 設 の 充 実 や 地 域 活 動 の 促 進

上 水 道 施 設 の 整 備

地 域 情 報 化 施 策 の 推 進

男 女 共 同 参 画 社 会 づ く り の 推 進

そ の 他

　 　 　 　 n = 2 8 4 6
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３ 鴨川市及び天津小湊町の総合計画にみるまちづくりの方向 

 

２市町がこれまで目指してきた（目指している）まちづくりの方向を踏まえ

るため、現行の総合計画から、まちづくりの基本理念や将来都市像、施策体系

等を抽出すると、以下のとおりとなっています。 

 

鴨川市及び天津小湊町の総合計画にみるまちづくりの方向 

鴨川市 

【第３次鴨川市基本構想（1996－2005）及び第７次総合５か年計画（2001－2005）】 

都市づくりの 

基本理念 

○恵まれた自然環境と調和した都市づくり 

○鴨川らしさを活かす個性豊かな都市づくり 

○市民生活をより優先する都市づくり 

○市民の意思を尊重する都市づくり 

基本的な 

方向性 

○鴨川らしさの構築 

○自然との共生 

○快適な生活の創造 

将来都市像 豊かさを実感できる快適な環境リゾート都市 

重要課題とし 

ての認識 

○21 世紀を担う人づくり 

○少子化・高齢化への対応 

○環境との共生 

○活力ある地域づくり 

○安心して快適に暮らせるまちづくり 

○情報化の推進と行財政の健全化 

施策体系 

○豊かさとうるおいのある都市づくりのために（都市基盤） 
広域幹線道路の整備、市道等の整備、鉄道・バス路線の充実、都市計画の推進、

鉄道駅等の整備、公園の整備と緑化、住宅対策の充実、自然との共生、多目的

公益用地等の活用 

○快適な市民生活を実現するために（生活・安全） 
上水道の整備、下水道・河川対策の充実、廃棄物処理対策の拡充、環境衛生の

推進、消防・防災対策の充実、防犯・交通安全対策の充実、環境の保全、消費

者行政の充実 

○地域に結びついた産業を振興するために（産業振興） 
農林業の振興、水産業の振興、商工業の振興、観光の振興、地域経済の振興 

○市民の創造性をはぐくむために（教育・文化） 
学校教育の充実、生涯学習の充実、スポーツ・レクリエーションの振興、市民

文化の向上、国際化・国際交流の推進 

○市民が健康で豊かな暮らしを実現するために（健康・福祉） 
地域ぐるみ福祉の充実、児童福祉の充実、障害者（児）福祉の充実、低所得者、

母子・父子家庭福祉の充実、高齢者福祉の充実、健康・医療の充実、保険・年

金の充実 

○心ふれあう地域の実現を図るために（市民参加） 
コミュニティの醸成、広報・広聴機能の充実、地域情報化の推進、行財政の効率

化 
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天津小湊町 

【天津小湊町基本構想（2001－2010）及び前期基本計画（2001－2005）】 

まちづくりの 

理念 

○安全で快適な地域社会を創る 

○まちの活力を支える産業を創る 

○健康でこころ豊かな生活を創る 

将来都市像 21 世紀に羽ばたく魅力あるまち 天津小湊 

３つの目標と 

施策体系 

○安全で快適な地域社会づくり 

土地利用、住宅地、交通体系、上水道、下水道、公園、廃棄物処理、町土保全、

消防・防災、交通安全・防犯、環境 

○まちの活力を支える産業づくり 

観光・リゾート、水産業、農林業、商工業、雇用、消費生活 

○健康でこころ豊かな生活づくり 

保健・医療、社会福祉、幼児教育、学校教育、生涯学習、芸術文化、スポーツ・

レクリエーション、コミュニティ 
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４ 新市まちづくりの方向 

 

これまでみてきた「新市発展のために活かすべき特性」、「住民意識調査にみ

る期待と重点施策」、「現行総合計画にみるまちづくりの方向」さらには人口構

造等を踏まえ、新市のまちづくりの方向と課題を大きくまとめると、以下のと

おりとなります。 

 

[方向１] 南房総の中央に位置する広域交流拠点としての都市拠点機能の強

化と新たな交流、定住を支える都市基盤づくり（都市基盤・広域交通

網） 

 

房総半島全体の地域構造の変化も視野に入れた、より大きな視点からの新市

の発展基盤づくりをしていく必要があります。そのためには、調和のとれた土

地利用計画並びに将来にわたっての基本指針となる都市計画のもと、都市拠点

機能の強化や魅力ある市街地環境の創造、定住基盤となる住宅及び宅地の整備、

利便性の高い道路・交通網及び情報ネットワークの整備など、南房総の広域交

流拠点としての高度な都市基盤づくりを新市一体となって進めていくことが必

要です。 

 

[方向２] 豊かな自然と共生し、快適で安全な暮らしが実感できる、誰もが住

みたくなる居住環境づくり（環境・市民生活） 

 

自然環境の保全や快適な生活環境の整備に対する住民ニーズは依然として強

く、あらゆる分野で循環型社会の形成により自然環境及び景観と共生するまち

づくり、また災害に強く犯罪のない安全で安心できるまちづくりを進めること

は社会的要請として、特に重要な課題となっています。このため、総合的な環

境施策や災害、犯罪に強い安全なまちづくりを新市として一体的に推進し、豊

かな自然の中で快適で清潔な暮らしが実感でき、また誰もが住みたくなる安全

で安心できる居住環境づくりを一層進めていくことが必要です。 
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[方向３] 観光・リゾートと農林水産業を柱にした、競争力の高い自立した産

業都市の構築（産業） 

 

停滞傾向にある地域経済の活性化と雇用の場の創出、南房総の中核都市への

発展を見据え、今後も特色ある観光・リゾートのまち、農林水産業と商工業の

まちとして発展させていくことが求められています。そのためには、新市の特

性や資源を最大限に活かし、より多くの人々が訪れ元気になる、ホスピタリテ

ィあふれる観光・交流機能の拡充と時代に即した農林水産業の高度化、並びに

地域に密着した商工業の一層の振興を柱として、各産業間の連関性を極力高め、

競争力が高く、また地域の若者が定住できる自立した魅力ある産業都市を構築

していくことが必要です。 

 

[方向４] 急速に進む少子・高齢化への新市一体となった対応、すべての人が

助け合い支え合う地域社会づくり（保健・医療、福祉） 

 

これからも進む少子・高齢化とともに、住民の健康意識の高まりなどにより、

保健・医療及び福祉ニーズはますます重要度を増してきます。このため、新市

における住民性や充実した健康福祉環境を活かし、地域ぐるみの福祉体制づく

りをはじめ、安心して子どもを産み育てられる子育て支援や、高齢者、障害者

の介護と自立支援のための環境づくりを進め、すべての住民が住み慣れた地域

で助け合い、支え合いながら共に生きることができる、温かい心と思いやりあ

ふれる地域社会づくりを新市一体となって進めていくことが必要です。 

 

[方向５] 次世代を担う創造性と実行性あふれる人材の育成、新市の個性と魅

力を醸し出す心豊かな文化、スポーツの振興（教育、文化） 

 

将来にわたって新市が発展していくためには、それを担う心豊かで創造性に

あふれ、実行力にあふれた人材を育成していかなければなりません。そのため

には、教育効果を重視した教育環境への改革が喫緊の課題となっています。 

また、市民が生涯にわたって心豊かな生活を送るためには、社会教育の場や
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機会の一層の充実が必要です。特に、新市には大学の教育研究施設や高度のス

ポーツ施設、さらには様々な生涯学習施設があることから、こうした貴重で多

様な新市特有の資源を一層活用し、すべての世代が様々な分野にわたって個性

あふれる学習に親しめるよう、一層促進していく必要があります。同時に、内

外への発信を新市一体となって進め、交流環境も整えていくことが必要です。 

 

[方向６] 協働によるまちづくり、地域を大切にしたまちづくりの一層の推進 

（地域社会） 

 

地方分権の時代では、住民参画と協働によるまちづくり、また各地域の実情

に応じた個性豊かな地域づくりが一層求められることとなります。そのために

は、新市の住民が心を一つにして取り組んでいく必要があることから、住民や

住民団体、企業等と行政とのパートナーシップをさらに強めるとともに、各地

域のコミュニティはもとより、新市としてのコミュニティ醸成に積極的に取り

組み、住民と行政との協働による、地域を大切にした新しいまちづくりを進め

ていくことが必要です。 
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第４章 新市建設の基本方針 

 

１ 主要指標の見通し 

 

過去の国勢調査結果に基づき、人口予測を行った結果によると、新市の総人

口は、今後も減少傾向で推移し、平成 12 年の 37,653 人から、合併後おおむね

20 年後である令和６年には 30,641 人になることが予測されます。 

また、年齢階層別の人口構成をみると、高齢化が一層進むことが予測され、

年少人口（14 歳以下）は平成 12 年の 4,738 人（12.6％）から令和６年には 2,812

人（9.2％）に、生産年齢人口（15～64 歳）は平成 12 年の 22,652 人（60.2％）

から令和６年には 15,764 人（51.4％）に、老年人口（65 歳以上）は平成 12

年の 10,263 人（27.3％）から令和６年には 12,065 人（39.4％）になることが

予測されます。 

人口と世帯の予測 

（単位：人、世帯、人／世帯、％） 

年 

項目 
平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 令和６年 

年平均伸び率 

H12-H27 H27-R6 

総人口 37,653 36,475 35,766 33,932 30,641 △0.66 △1.08 

 年少人口 

（14歳以下） 

4,738 4,183 3,929 3,524 2,812 
△1.71 △2.24 

(12.6%) (11.5%) (11.0%) (10.4%) (9.2%) 

生産年齢人口 

（15～64歳） 

22,652 21,201 20,221 17,985 15,764 
△1.37 △1.37 

(60.2%) (58.1%) (56.5%) (53.0%) (51.4%) 

老年人口 

（65歳以上） 

10,263 11,022 11,567 12,295 12,065 
1.32 △0.21 

(27.3%) (30.2%) (32.3%) (36.2%) (39.4%) 

年齢不詳 
－ 

－ 

69 

（0.2%) 

49 

(0.1%) 

128 

(0.4%) 

－ 

－ 
－ － 

世帯数 13,563 13,815 14,361 14,453 14,354 0.44 △0.08 

一世帯当たり人数 2.78 2.64 2.49 2.35 2.13 － － 

注）平成 12 年、平成 17 年、平成 22 年及び平成 27 年は実績値。予測値は、コーホート要因法等により

予測したものである。割合は、小数点以下第２位を四捨五入して算出しているため、合計が 100％

にならない場合がある。 
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一方、世帯数については、平成 12 年の 13,563 世帯から令和６年には 14,354

世帯に増加することが予測されます。また、一世帯当たり人数については、平

成 12 年の 2.78 人から令和６年には 2.13 人に減少することが予測されます。 

さらに、就業人口については、総人口の減少傾向や産業構造の変化の中で、

第１次産業は平成12年の 2,978人（14.9％）から令和６年には1,391人（9.1％）

に、第２次産業は平成 12 年の 3,586 人（18.0％）から令和６年には 1,816 人

（11.9％）に、第３次産業は平成 12 年の 13,362 人（67.0％）から令和６年に

は 11,787 人（77.4％）になることが予測されます。 

 

就業人口の予測 

（単位：人、％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）平成 12 年、平成 17 年、平成 22 年及び平成 27 年は実績値（就業人口総数には平成 12 年に 29 人、

平成 17 年に 116 人、平成 22 年に 219 人、平成 27 年に 254 人の分類不能の産業を含んでいるため、

内訳数値の合計と一致しない）。予測値は、トレンド法等により予測したものである。なお、割合は、

就業人口総数に産業分類不能の就業人口数を含んでいること及び小数点以下第２位を四捨五入して

算出していることから、合計が 100％にならない場合がある。 

年 

項目 
平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 令和６年 

年平均伸び率 

H12-H27 H27-R6 

就業人口総数 19,955 18,787 17,340 16,794 15,235 △1.06 △1.03 

 
第１次産業 

2,978 2,628 1,869 1,805 1,391 
△2.63 △2.55 

(14.9%) (14.0%) (10.8%) (10.7%) (9.1%) 

第２次産業 
3,586 2,971 2,428 2,183 1,816 

△2.61 △1.87 
(18.0%) (15.8%) (14.0%) (13.0%) (11.9%) 

第３次産業 
13,362 13,072 12,824 12,552 11,787 

△0.40 △0.68 
(67.0%) (69.6%) (74.0%) (74.7%) (77.4%) 

就業率 53.0% 51.5% 48.5% 49.5% 49.7% － － 
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以上の推計結果により、今後も人口の減少傾向が続き、令和６年には 30,641

人となることが推計されていることから、市町合併時の平成 17 年との比較で

は、5,834 人の減少になることが見込まれます。 

人口減少の主な要因は、出生率の低迷に伴う年少人口の減少と若年層の首都

圏等への流出に伴う生産年齢人口の減少にあると考えられます。 

このような状況のなか、市民の暮らし満足度の向上に資する生活インフラの

整備促進や健康寿命の延伸対策はもとより、出生率の向上に資する結婚支援や

各種の子育て支援、安定した雇用の場を確保するための新たな企業立地奨励、

雇用促進奨励や就業支援のほか、市外からの移住・定住の促進に資する住宅等

取得支援など、引き続き、これら取組の充実を図りながら、人口減少に歯止め

をかける施策の一層の推進に努めます。 

また、平成 28 年１月に策定した鴨川市まち・ひと・しごと創生総合戦略に

基づき、地方創生に関する施策を総合的に推進します。 

 

 
合計特殊出生率 令和２年 1.50 

令和 12 年 2.10 

令和 22 年 2.10 

 人口 28,652 人 

移住・定住 約 2,500 人増 

総人口 令和 22 年 約 32,000 人の人口

を維持 
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２ 新市まちづくりの基本理念 

 

第１章から第３章まで及び主要指標の見通しを踏まえ、新市において推進す

るすべての分野におけるまちづくりの基本理念として、次のとおり定めます。

この基本理念は、各分野の施策を貫く軸となる共通の理念とするものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「交流」のまちづくり 
多くの人々が集う、交流に支えられた活力あるまちづくりを進めます。 

［基本理念１］ 

「元気」のまちづくり 
住む人も訪れる人も、誰もが健康を増進し、そして元気になる、住んで

みたい、ずっと住み続けたいまちづくりを進めます。 

［基本理念２］ 

「環境」のまちづくり 
豊かな自然環境の保全と共生による持続的に発展可能なまちづくりを

進めます。 

［基本理念３］ 

「協働」のまちづくり 
住民と行政による協働のまちづくりを進めるとともに、これを原動力と

する自主・自立のまちづくりを進めます。 

［基本理念４］ 
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３ 新市の将来像 

 

将来像は、合併の必要性や２市町の地域性、新市としての特性や方向、そし

てまちづくりの基本理念を総合的に勘案し、新市が目指す姿を示すものであり、

新市のまちづくりの象徴となるものです。 

これまでの検討に基づき、新市ならではの地域特性・地域資源を活かし、す

べての分野にわたって交流にあふれ、人が元気になるまちづくり、環境と共生

するまちづくりを住民との協働のもとに進め、住民一人ひとりが郷土を心から

愛し、健やかで生きがいに満ちた暮らしを実感できるまちを実現するため、ま

た、将来的に南房総の中核都市へと飛躍を遂げていくという思いを込めて、将

来像を以下のとおり定めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自 然 と 歴 史 を 活 か し た 

観 光 ・ 交 流 都 市 

―みんなで創る光り輝くふるさとをめざして― 

「交流」 
のまちづくり 

「協働」 
のまちづくり 

「元気」 
のまちづくり 

「環境」 
のまちづくり 

自然と歴史を活かした 
観 光 ・ 交 流 都 市 

－みんなで創る光り輝くふるさとをめざして－ 
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将来像までの流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合併の必要性 新市の概況 

第１章 第２章 

新市発展のために活かすべき特性 
 
［特性１］ 

温暖な気候と美しい海岸線、緑輝く上
総丘陵及び清澄山系、嶺岡山系に包ま
れた素晴らしい自然環境と景観を誇
るまち 

［特性２］ 
南房総の中央に位置し、広域幹線道路
網の整備進展による可能性の高い広
域交流拠点のまち 

［特性３］ 
全国レベルの集客力・知名度を持つ観
光・交流資源と豊富な海洋資源、肥沃
な土地に恵まれた観光・リゾートと農
林水産業のまち 

［特性４］ 
高い医療水準を誇るとともに、保健及
び福祉・介護環境が充実した健康福祉
のまち 

［特性５］ 
人情味と郷土愛あふれる人々が住み、
様々な住民活動や協働のまちづくり
が展開されているまち 

住民意識調査にみる 
期待と重点施策 

 
［新市の将来イメージ］ 
第１位 
安心して暮らせる福祉のまち 

第２位 
自然環境を大切にするまち 

第３位 
生活環境が整ったまち 

第４位 
産業のまち 

第５位 
安全なまち 

 
［新市の重点施策への要望］ 
第１位 
福祉対策の充実 

第２位 
若者の定住化促進 

第３位 
道路の整備 

第４位 
交通の便の充実 

第５位 
保健・医療対策の充実 

現行総合計画にみるまちづくりの方向 
 
鴨川市 
［都市づくりの基本理念］ 

○恵まれた自然環境と調和した都市づくり 

○鴨川らしさを活かす個性豊かな都市づくり 

○市民生活をより優先する都市づくり 

○市民の意志を尊重する都市づくり 

［将来都市像］ 

豊かさを実感できる快適な環境 

リゾート都市 

天津小湊町 

［まちづくりの理念］ 

○安全で快適な地域社会を創る 

○まちの活力を支える産業を創る 

○健康でこころ豊かな生活を創る 

［将来都市像］ 

21 世紀に羽ばたく魅力あるまち 

天津小湊 

 

第３章 新市まちづくりの方向 
 

［方向１］ 南房総の中央に位置する広域交流拠点としての都市拠点機能の強化と新たな交流、定住を支える 
都市基盤づくり（都市基盤・広域交通網） 

［方向２］ 豊かな自然と共生し、快適で安全な暮らしが実感できる、誰もが住みたくなる居住環境づくり 
（環境・市民生活） 

［方向３］ 観光・リゾートと農林水産業を柱にした、競争力の高い自立した産業都市の構築（産業） 
［方向４］ 急速に進む少子・高齢化への新市一体となった対応、すべての人が助け合い支え合う地域社会づ 

くり（保健・医療、福祉） 
［方向５］ 次世代を担う創造性と実行性あふれる人材の育成、新市の個性と魅力を醸し出す心豊かな文化、 

スポーツの振興（教育、文化） 
［方向６］ 協働によるまちづくり、地域を大切にしたまちづくりの一層の推進（地域社会） 

新市まちづくりの基本理念 
 

［基本理念１］ 「交流」のまちづくり 
［基本理念２］ 「元気」のまちづくり 
［基本理念３］ 「環境」のまちづくり 
［基本理念４］ 「協働」のまちづくり 

新市の将来像 

自然と歴史を活かした観光・交流都市 

－みんなで創る光り輝くふるさとをめざして－ 

第４章 
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４ まちづくりの基本方針 

 

将来像の実現に向けて、まちづくりの基本方針（６つの施策の柱）を次のと

おり設定します。 

 

 

 

 

 

 

まちづくりの基本方針（６つの施策の柱） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新市の将来像 
自然と歴史を活かした観光・交流都市 

－みんなで創る光り輝くふるさとをめざして－ 

新時代における交流拠点の都市 

環境と共生する快適で安全な都市 

［基本方針２］ 

活力に満ちた産業の都市 
［基本方針３］ 

創造性あふれる教育文化の都市 

［基本方針４］ 

うるおいのある健康福祉の都市 

［基本方針５］ 

みんなで創る協働・自立の都市 
［基本方針６］ 

［基本方針１］ 
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［基本方針１］新時代における交流拠点の都市 

 

千葉県全体、首都圏全体の長期的かつ広域的視点から、新市としての土地利用

関連計画の策定のもと、地域の均衡ある発展と南房総における中核都市の形成に

向けた計画的な土地利用を推進します。 

また、これに基づき、人々が集う魅力ある市街地の創造や太海多目的公益用地

の活用、定住基盤となる快適な住宅・宅地の整備を促進するとともに、地域高規

格道路や国・県道の整備促進、ＪＲ外房線及び内房線の利便性向上促進、さらに

は情報ネットワークの整備等を進め、南房総の広域交流拠点にふさわしい都市基

盤づくりを推進します。 

(１)計画的な土地利用の推進 (２)市街地の整備 

(３)住宅対策の充実 (４)道路網の整備 

(５)公共交通機関の充実 (６)情報ネットワークの整備 

 

［基本方針２］環境と共生する快適で安全な都市 
 

新市の素晴らしい自然環境、景観の適切な保全と活用を図り、将来にわたって

発展可能な社会の形成、さらには人々の定住促進に向け、総合的な環境施策を住

民・事業者と一体となって推進し、「環境先進地」づくりを進めます。 

また、新市ならではの自然や歴史文化資源を活かした特色あるいこいの場の創

造、上水道の整備、廃棄物の減量化・３Ｒ（リデュース・リユース・リサイクル）

体制の充実、さらには災害や犯罪に強い安全なまちづくりを総合的に推進し、豊

かな自然と共生し、美しさと快適性・安全性が実感できる、誰もが住みたくなる

居住環境づくりを進めます。 

(１)環境施策の推進 

(３)上水道の整備 

(５)環境衛生対策の充実 

(７)交通安全・防犯対策の充実 

(２)公園・緑地の整備 

(４)下水道の整備 

(６)消防・防災対策の充実 

(８)消費者対策の充実 
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［基本方針３］活力に満ちた産業の都市 

 

産業を取り巻く環境が厳しさを増す中で、生産基盤の一層の充実や生産技術の

高度化、担い手の育成及び確保、都市・消費者との交流など社会に即した施策を

推進し、基幹的産業である第１次産業の育成、高度化を図ります。 

また、市街地などの都市基盤整備と連動した商店街の再生誘導、優良企業の誘

致等による商工業の振興を進めます。 

さらに、新市のまちづくり全体の核となる観光・リゾートについては、優れた

自然や歴史資源、観光関連施設はもとより、健康福祉や教育・文化、スポーツさ

らにはイベント、祭りなど、新市が持つすべての資源や特性を融合させた総合的

な取り組みを積極的に推進し、訪れる人が健康を増進し元気になる、体験型、長

期滞在型の一大観光・リゾート拠点の形成を図ります。 

また、関係機関と連携した雇用対策の一体的推進による若者の地元就職及び

Ｕ・Ｊ・Ｉターンの促進に努めます。 

(１)農林業の振興 

(３)商工業の振興 

(５)雇用対策の推進 

(２)水産業の振興 

(４)観光・リゾートの振興 

 

［基本方針４］創造性あふれる教育文化の都市 

 

生きる力を育む学校教育の推進や地域の実情に応じた特色ある学校づくりを

はじめ、高等学校の充実促進、大学の学部誘致や教育研究施設の整備促進等によ

るアカデミックゾーンの形成並びに、次世代を担う心豊かで個性と創造性あふれ

る人材の育成と、生涯を通じて学び続け、その成果を活かすことができる生涯学

習環境の充実を図ります。 

また、住民主体の特色ある芸術、文化などの交流活動を積極的に促進していく

とともに、新市内に数多く存在する貴重な歴史文化資源の保存と活用、内外への

発信を推進し、文化の香り高いまちづくりに努めます。 
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(１)学校教育の充実 

(３)青少年の健全育成 

(５)市民スポーツの振興 

(２)生涯学習の充実 

(４)市民文化の振興 

(６)国際交流・地域間交流の推進 

 
［基本方針５］うるおいのある健康福祉の都市 

 

乳幼児から高齢者まで、障害を持つ人も持たない人も、すべての住民が住み慣

れた地域で助け合い、支え合いながら健康で元気に暮らせるよう、恵まれた健康

福祉環境を活かし、住民参画に基づく心温かい地域福祉の一層の充実を図ります。 

また、若い世代が安心して子どもを産み、ゆとりを持って健やかに育てていく

ことができる子育て支援の環境づくりから、高齢者や障害者の介護・自立支援の

環境づくり、生きがい対策、シルバーパワーの活用まで、総合的な保健・医療・

福祉施策を推進します。 

(１)保健・医療の充実 

(３)子育て支援の充実 

(５)障害者施策の充実 

(２)地域福祉の充実 

(４)高齢者施策の充実 

(６)社会保障の充実 

 

［基本方針６］みんなで創る協働・自立の都市 

 

個性豊かな魅力あるまちづくりが効果的に進められるよう、コミュニティ活動

を一層促進していくとともに、情報公開機能の強化や各種計画の策定などへの住

民参画の促進、多様な住民団体やボランティアの育成、支援など住民と行政との

パートナーシップの確立による、新たな時代における協働のまちづくりを進めま

す。 

さらに、これらを支える自立した自治体経営の確立に向け、行政組織・機構及

び事務事業の見直し、職員の意識改革や資質の向上、また、財政運営の一層の効

率化を進めるなど、さらなる行財政改革を計画的、段階的に進めます。 

(１)新時代のコミュニティ形成 

(３)男女共同参画社会の形成 

(２)住民と行政との協働のまちづくりの推進 

(４)効率的な自治体経営の推進 
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５ 土地利用の方向 

 

土地は、現在及び将来にわたって限られた資源であるとともに、住民の生活及

び生産等のあらゆる活動の共通の基盤となるものです。 

鴨川市と天津小湊町では、これまで、それぞれの総合計画や土地利用関連法等

に基づいた計画的な土地利用を行ってきましたが、合併に伴い、社会・経済情勢

の変化を踏まえ、長期的かつ広域的視点に立った新市としての計画的かつ高度な

土地利用の推進が必要となります。 

土地利用は、まちづくりの最も基本的な要素であり、新市の発展に直結する極

めて重要な問題であることから、住民参画のもとに検討を重ねた上で新たな計画

を立て、新市住民全体の合意形成を図っていく必要があります。 

したがって、ここでは、その基本的な方針、考え方を掲げることとし、具体的

な土地利用については、新市において総合的な土地利用構想・計画や都市計画マ

スタープラン、農業振興地域整備計画などを策定し、明確化していくこととしま

す。 

 

（１）土地利用の基本方針 

 

新市において、豊かな自然と住民生活、そして産業・経済活動とが調和した良

好な地域環境の形成を図り、将来像を実現するため、土地利用の基本方針を以下

のとおり定めます。 

● 優れた自然環境・景観の保全と活用 

● 貴重な歴史文化環境・景観の保全と活用 

● 農業のまちとしての優良農地の保全と活用 

● 水産業のまちとしての漁業基盤の整備 

● 交流人口の増加に向けた観光・交流基盤の充実 

● 魅力ある市街地と商業環境の創造 

● 定住促進に向けた良好な住宅地の形成 

● 全市的、広域的にネットワークされた道路・交通体系の確立 
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生鮮農産物供給基地として大きな役割を果たす農業区域については、ほ場整備等の

一層の推進とともに、農地の回転活用などの高度利用を促進し、生産性の高い農地と

して長期的に活用していくとともに、都市と農村との交流空間としての利用に努めま

す。 

（２）主要区域別の土地利用の方向 

 

第３章でみたように、新市には様々な地域的・社会的特性が存在します。同

時に、地勢的状況に加え、これまでの市町におけるまちづくりなどから、比較

的ゾーニングが進んできているといえます。 

そこで、現状と土地利用の基本方針を踏まえ、新市をおおまかに次の区域に

区分し、今後の土地利用の方向を示すと、次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

農
業
区
域

新市の大きな割合を占める森林区域については、国土の保全や水源のかん養など森

林の持つ多面的機能の持続的発揮に向け、森林の保全・育成や治山対策を促進すると

ともに、森林空間の多目的利用に努めます。同時に、嶺岡山系自然公園及び養老渓谷

奥清澄自然公園の県立自然公園区域については、優れた景勝地として一層の活用に努

めます。 

国道 128 号や JR が走る新市の太平洋岸は、小湊地区から江見地区まで、新市の

市街地や住宅地域が断続的に連なっています。また、この地域には観光・集客施設

や歴史的文化財、さらには良港も多く存在しており、新市のまちづくりに重要な位

置にあることから、漁業基盤の整備とともにリゾート・レクリエーション空間とし

ての活用を図ります。 

特に、このうち中心市街地となるエリアは、県や新市の行政機能が集積している

ほか広域的な商業機能も有していることから、新市においても多様な拠点機能の誘

導、集積を図り、南房総における広域交流拠点としての魅力ある市街地環境の創造

に努めます。 

沿
岸
区
域 

森
林
区
域 
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第５章 新市の施策 

 

１ 新時代における交流拠点の都市 

 

（１）計画的な土地利用の推進 

 

限られた土地を計画的かつ高度に利用していくため、広域的な地域構造の変

化を見通し、新市としての土地利用関連計画（総合的土地利用構想・計画、都

市計画マスタープラン、農業振興地域整備計画等）の策定を図ります。 

また、これら土地利用関連計画及び関連法、条例等についての周知に努める

とともに、その一体的な運用による適正な規制・誘導に努め、土地利用区分に

応じた適正な土地利用への誘導を図ります。 

 

 

 

 

 

 

（２）市街地の整備 

 

安全で快適な居住空間と産業や文化、情報の集積を生み出す魅力ある市街地

環境の創出に向け、新市の都市計画マスタープランに基づき、道路網をはじめ、

公園・緑地等の基盤整備を進めるとともに、既成市街地の再整備及び新市街地

の形成誘導に努め、快適な居住環境の創出を図ります。 

また、鉄道駅及び駅周辺環境の整備による交通拠点機能や商業サービス機能

の強化をはじめ、行政拠点機能、観光・交流機能、教育・文化機能、試験研究・

産業支援機能、高度医療機能等の多様な都市拠点機能の誘導・集積を進め、に

ぎわいと活気あふれる市街地の形成を進めます。 

特に、太海多目的公益用地については、大学を核としたまちづくりの拠点と

しての整備を促進し、学術・文化・情報の発信拠点の形成を進めます。 

○ 総合的土地利用構想・計画、都市計画マスタープラン、農業振興地域整備計画等

の策定 

○ 土地利用関連計画・関連法・条例等に関する住民啓発の推進 

○ 適正な土地利用規制・誘導の推進 

○ 地籍調査準備作業の推進 

主
要
施
策 
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（３）住宅対策の充実 

 

定住の促進と質の高い快適な居住環境づくりに向けて、市街地の計画的な整

備・拡充や民間宅地開発等による新たな住宅地の形成を進めるとともに、既成

住宅地も含め、適切な開発指導を図りながら、美しい街並みづくりを促進しま

す。 

また、市営住宅については、適切な維持管理に努めながら、老朽化住宅の対

策を計画的に進めます。 

 

 

 

 

 

（４）道路網の整備 

 

南房総地域全体の発展に向け、首都圏へ通じる東関東自動車道館山線の４車

線化整備をはじめ、外房の幹線道路となる地域高規格道路（館山・茂原間）の

実現化など、広域幹線道路の整備を促進します。 

また、広域交流拠点としての機能を一層高めるため、市内外へのアクセス向

上や渋滞の解消、安全性・利便性の向上等を見据え、国道 128 号実入バイパス

の整備をはじめとする国・県道の整備を関係機関に積極的に要請し、新市の骨

格となる幹線道路網の整備を促進します。 

さらに、これら道路網との連携や機能分担に留意しながら、市内の各地域間

○ 都市づくりに関する住民啓発の推進 

○ 土地区画整理事業等による既成市街地の再整備及び新市街地の形成誘導 

○ 狭隘道路地域における住環境整備の推進 

○ 鉄道駅及び駅周辺環境の整備 

○ ウォーターフロントにおける新商業集積形成のための調査及び街区整備の推進 

○ 太海多目的公益用地の大学を核としたまちづくりの拠点としての整備促進 

○ 民間との連携等による良質な宅地の供給 

○ 美しい住まいづくり、街並み景観づくりに関する施策の推進 

○ 市営住宅の適切な維持管理及び建て替え 

○ 老朽化した漁民住宅対策の推進 

主
要
施
策 

主
要
施
策 
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を結ぶ幹線市道や身近な生活道路の整備を計画的、効率的に進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）公共交通機関の充実 

 

南房総地域の発展と新市の広域交流拠点としての機能のさらなる強化を目

指し、ＪＲ外房線・内房線について、全線における複線化や運行本数の増加な

ど、利便性向上に向けた働きかけを進めます。 

バス交通については、コミュニティバスの運行や住民の日常生活における身

近な交通手段の確保に努めるほか、新市と東京等とを結ぶ高速バス、急行バス

のさらなる利便性向上を促進します。 

 

 

 

 

（６）情報ネットワークの整備 

 

住民サービスの向上と新市の発展に向け、新市にふさわしい情報化について

研究を進め、総合的な計画を策定するとともに、これに基づき、高速・大容量

化に対応した高度情報通信基盤の一体的な整備促進や、多様な分野における情

報ネットワークの整備を図り、新市全体の情報化を進めます。 

 

○ 広域幹線道路の整備促進 

○ 国道の整備促進 

○ 県道の整備促進 

○ 鴨川有料道路の無料化の促進 

○ 鴨川北部道路と国道 128 号天津バイパスとの接続道路の整備促進 

○ 誕生寺・鯛の浦周辺道路の整備促進 

○ 幹線市道の整備及びその他の市道の整備促進 

○ 老朽橋梁の架け替え 

主
要
施
策 

○ ＪＲ外房線・内房線の複線化、運行本数の増加等、利便性向上の促進 

○ 高速バス、急行バスの増便、新規路線開設等、利便性向上の促進 

○ コミュニティバス運行の効率性・利便性向上の推進 

主
要
施
策 
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○ 新市の情報化に関する総合的な計画づくりの推進 

○ 地域における高速・大容量情報通信基盤の整備促進 

○ 多様な行政分野における情報ネットワーク基盤の整備 

○ 教育分野における情報ネットワーク基盤の整備 

○ インターネットを活用した行政サービスの推進 

○ 情報セキュリティ（安全・保護）対策の推進 

主
要
施
策 



- 41 - 

２ 環境と共生する快適で安全な都市 

 

（１）環境施策の推進 

 

美しい自然環境・景観の保全や快適性を求める住民ニーズや循環型社会の形

成等の社会的要請に対応し、環境を総合的にとらえた施策を積極的に推進しま

す。 

このため、新市としての指針づくりのもと、自然環境・景観の保全はもとよ

り、大気汚染や水質汚濁等の防止からダイオキシン対策などあらゆる分野にお

ける環境問題への適切な対応、地球温暖化防止への対応、環境情報の公開、環

境学習の推進など、住民、事業者、行政が一体となった各種環境施策を総合的、

計画的、継続的に推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）公園・緑地の整備 

 

市内外の人々の交流・レクリエーション・自然体験の場として、海岸や河川、

○ 地域環境総合計画（環境基本計画）の策定及び環境保全条例の制定 

○ 国定公園、県立自然公園、首都圏自然歩道を中心とする自然環境・景観の保護・

保全施策の推進 

○ 大気汚染・水質汚濁等公害防止施策、ダイオキシン・環境ホルモン対策の推進 

○ 不法投棄の監視・適正処理体制の整備 

○ 地球温暖化対策として、省エネルギーの推進や新エネルギー利用等温室効果ガス

削減への取り組みの推進 

○ 環境白書の作成及び環境情報公開の推進 

○ 環境学習プログラムの整備・推進及び環境イベントの開催 

○ 環境ボランティア団体等の育成・支援 

○ 環境美化運動、アイドリングストップ運動、低公害車の購入、省資源・省エネル

ギー運動など、住民・関連団体・企業等の自主的な環境保全活動の促進 

○ 地球温暖化防止実行計画の策定など、庁舎内における環境管理システムの構築と

率先実行 

主
要
施
策 
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森林、歴史資源等を活用した、観光・交流機能を併せ持つ特色ある公園・緑地、

親水空間の整備を進めます。 

また、遊歩道・緑道等の整備や市民参加による緑化運動、花づくり運動を促

進し、緑のうるおいある環境づくりを進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

（３）上水道の整備 

 

上水道については、施設の老朽化への対応や耐震対策、水源の確保・保全及

び南房総広域水道企業団からの受水を図りながら、浄水場や配水管をはじめと

する各種水道施設の整備を計画的に推進するとともに、水質管理体制の強化や

水道事業の健全運営を図り、安全で衛生的な水の安定供給に努めます。 

また、水道未普及地域及び簡易水道地域における上水供給のための対策を進

めます。 

 

 

 

 

 

（４）下水道の整備 

 

海や河川などの公共用水域の水質汚濁の防止と浸水被害の解消を図り、安全

で快適な住みよい居住環境を確保するため、都市下水路の整備及び水質浄化に

努めるとともに、一般排水路の整備を図ります。 

また、市全域において合併処理浄化槽の設置を促進していきます。 

○ 国営公園の誘致 

○ 安房鴨川駅西口公園など市街地・集落内における公園・広場の整備 

○ 海岸・河川周辺等を活用した特色ある公園・緑地の整備 

○ 海岸線における遊歩道等の一体的整備 

○ 鯛の浦周辺遊歩道の整備 

○ 公共施設の緑化、住民主導の緑化運動、花づくり運動への支援の推進 

主
要
施
策 

○ 浄水場の改修や老朽管の更新をはじめとする各種水道施設の整備 

○ 水質監視・検査や浄水処理の充実など水質管理体制の強化 

○ 施設の集中管理体制の確立や事務の合理化、効率化等による水道事業の健全運営 

○ 水道未普及地域及び簡易水道地域の上水供給対策の推進 

主
要
施
策 
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（５）環境衛生対策の充実 

 

増加傾向にあるごみについては、新市としての一体的な収集体制及び処理・

処分体制の整備を図ります。 

また、住民及び事業者への意識啓発を積極的に推進しながら、分別排出の徹

底や生ごみの堆肥化、自主的なリデュース・リユース・リサイクル（発生抑制・

再使用・再生使用）運動の促進によるごみの減量化に努め、循環型のゼロエミ

ッション（廃棄物をゼロにすること）社会の構築を目指します。 

し尿処理については、し尿及び浄化槽汚泥の計画収集、施設の適正な維持管

理に努めます。 

また、生活雑排水による河川、海域の汚濁を防止するため、合併処理浄化槽

の設置を促進するとともに、適正な維持管理の指導を推進します。 

火葬場については、広域的連携のもと、施設の整備充実を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 都市下水路の整備及び水質浄化の推進 

○ 一般排水路の整備 

○ 合併処理浄化槽の設置促進 

主
要
施
策 

○ 新市としてのごみ処理体制の確立と関連する収集・処理・処分施設の整備充実 

○ 指定袋による１２種類分別やごみ処理手数料の受益者負担制度等によるごみの減

量化、再資源化の推進 

○ 生ごみ堆肥化施策の推進 

○ し尿及び浄化槽汚泥の計画収集、施設の整備及び適正な維持管理 

○ 合併処理浄化槽の設置促進 

○ 火葬場の整備充実 

主
要
施
策 
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（６）消防・防災対策の充実 

 

地震をはじめ火災、風水害などのあらゆる災害に強いまちづくりを新市一体

となって総合的に進めます。 

このため、消防団組織の活性化対策や常備消防・救急体制の一層の充実を進

め、地域消防・救急体制の強化を図ります。 

また、新市としての地域防災計画など防災関連の指針づくりのもと、市及び

防災関係機関、住民が一体となった総合的な防災体制を確立するとともに、自

主防災組織の育成、災害時の情報通信体制の充実、各種資機材の備蓄、避難路・

避難場所の充実等に努めます。 

さらに、関係機関との連携のもと、海岸保全施設の整備や河川の改修、急傾

斜地の崩壊防止など、治山・治水対策を促進し、安全・安心な暮らしの確保に

努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 消防団活性化対策の推進 

○ 防火水槽や消防車両の更新など消防施設・設備の計画的整備 

○ 広域的な常備消防・救急体制及び施設・設備の充実 

○ 地域防災計画をはじめとする防災関連指針の策定 

○ 地域における自主防災組織の育成・支援 

○ 防災行政無線の整備充実 

○ 災害用備蓄施設の整備充実及び備蓄資機材の充実 

○ 避難路・避難場所の整備充実及び周知徹底 

○ 防潮堤、護岸、離岸堤等の海岸保全施設の整備促進 

○ 河川改修、砂防改修の促進 

○ 急傾斜地崩壊対策、地すべり防止対策の促進 

主
要
施
策 



- 45 - 

（７）交通安全・防犯対策の充実 

 

自動車交通量がますます増加傾向にある中、警察や交通安全協会等関係機

関・団体との連携のもと、交通安全教育や啓発活動を一層積極的に推進し、住

民の交通安全意識の高揚を図るとともに、ガードレールやカーブミラーをはじ

めとする交通安全施設等の整備を進め、安全な道路環境づくりに努めます。 

また、全国的な犯罪の凶悪化・低年齢化等を背景に犯罪に対する安全性の確

保が重要視される中、警察や防犯団体等関係機関・団体との連携のもと、啓発

活動を積極的に推進し、住民の防犯意識の高揚を図るとともに、自主的な地域

安全活動を促進します。 

 

 

 

 

 

 

 

（８）消費者対策の充実 

 

多様な商品、サービスの出現やインターネット販売など、消費者を取り巻く

環境が大きく変化する中で、消費者の利益を守り、トラブルを未然に防止する

ため、県消費者センターと連携しながら、消費者教育・啓発の推進や消費生活

情報の提供等に努めるとともに、相談体制の充実を図ります。 

 

 

 

 

 

 

○ 交通安全教育、住民啓発の推進 

○ ガードレール、カーブミラー、区画線、道路標識など交通安全施設等の整備 

○ 踏切安全対策の推進 

○ 交通事故被害者への相談・支援の推進 

○ 防犯に関する住民啓発と各種地域安全活動の促進 

○ 街路灯・防犯灯の設置 

主
要
施
策 

○ 消費者講座の開催等による消費者教育・啓発の推進 

○ 広報紙やパンフレット、ホームページの活用等による消費生活情報の提供 

○ 消費者相談体制の充実 

主
要
施
策 
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３ 活力に満ちた産業の都市 

 

（１）農林業の振興 

 

農業については、新市の基幹産業としての位置づけをさらに明確にし、ほ場

整備や農道、用・排水施設の整備等による農業生産基盤の一層の充実を進めな

がら、農地の流動化による利用集積や機械化、農作業受委託の促進等を通じて、

担い手及び生産組織の育成を進めます。 

また、農業関係機関・団体と一体となった営農指導等により、農畜産物の生

産性の向上や一層のブランド化等を促進するほか、農林業に大きな被害をもた

らす有害鳥獣の対策の強化に努めます。 

さらに、家畜排泄物など環境と調和した循環型農業の促進をはじめ、新市が

誇る「大山千枚田」や「みんなみの里」等の優れた資源・施設を活用した農業・

農村体験や特産物の販売等の都市と農村との交流の一層の展開、さらには農業

の情報化を促進し、新たな時代に即した魅力ある農業の実現に努めます。 

一方、林業については、森林が将来にわたって適正に管理され、持続可能な

森林経営が行われるよう、生産基盤となる林道の整備を促進するとともに、下

刈り、枝打ち、間伐等の保育管理を促進します。 

また、国土の保全や水源のかん養など、森林の持つ多面的機能の持続的発揮

に向け、森林の保全及び育成、治山対策の促進に努めるほか、環境学習や森林

浴、レクリエーションの場として活用し、森林空間の総合的利用に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ ほ場整備の促進（貝渚・大里・八色地区、北小町地区ほか） 

○ 農道整備、用・排水施設の整備など農業生産基盤の整備促進 

○ 広域農道整備の促進 

○ 中山間地域等直接支払制度の活用による遊休農地・耕作放棄地の防止及び解消 

○ 農地流動化及び機械化、農作業受委託の促進 

○ 地域ぐるみ営農システムの確立及び農業経営の法人化の促進 

○ 家畜伝染病予防対策の推進 

○ 関係機関・団体との連携による技術指導・支援体制の強化 

○ 農産物の高付加価値化と販売促進 

○ 有害鳥獣への対策の強化 

主
要
施
策 
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（２）水産業の振興 

 

古くから豊富な海産物を供給してきた水産業については、従事者の減少や高

齢化など、取り巻く環境が厳しさを増す中、漁業生産の基盤となる漁港及び関

連施設の整備を進めながら、漁場の整備・保全や種苗の放流等による栽培漁業

の充実に努めます。 

また、経営体や後継者の育成施策の強化をはじめ、水産業と調和した海洋性

レクリエーション機能の強化や海産物直売機能の充実等による都市と漁村と

の交流の促進など、観光・リゾートをはじめとする各産業と連携・融合した多

面的な展開を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

（３）商工業の振興 

 

市街地の整備や鉄道駅周辺整備など新市としての一体的な都市基盤整備と

連動しながら、商店街の環境・景観整備や新たな商業集積の形成誘導を進め、

人々が行き交うにぎわいの場の再生と創造を進めます。 

○ 都市と農村との交流に関わる多様な事業の展開 

○ 環境と調和した循環型農業の促進 

○ 林道の整備促進 

○ 森林の保育管理の促進 

○ 治山対策の促進 

○ 森林植生図の作成 

○ 漁港の整備及び整備促進（県営漁港、市営漁港） 

○ 漁場の整備拡充・保全施策の推進 

○ 種苗放流・中間育成事業等、栽培漁業の促進 

○ 駐車場の整備促進 

○ 漁業経営体及び後継者育成施策の強化 

○ フィッシャーマンズ・ワーフの検討、整備 

○ 水産物の高付加価値化と販売促進 

主
要
施
策 
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また、農林漁業者との農商工連携を進め、特産品の開発・販路開拓を図ると

ともに、鴨川物産のブランド化を推進します。 

工業については、地域経済の発展はもとより、就業機会の拡充や研究・開発

機能の強化を見据え、関係機関・団体との連携のもと、経営指導や制度資金の

活用や産学官及び産業間交流の促進等を図り、既存企業の体質強化や新規事業

の展開を促進します。 

また、新市の恵まれた自然環境や立地条件を活かし、雇用力があり、環境と

共生する企業の誘致や新たな産業の開発を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）観光・リゾートの振興 

 

観光・リゾートについては、新市のまちづくり全体をリードする核として、

体験型、長期滞在型の一大観光・リゾート拠点の形成に向けた多面的な取り組

みを新市一体となって進めます。 

このため、観光振興マスタープランの策定のもと、自然・歴史資源や観光・

交流関連施設をはじめとする既存観光・交流資源の一層の機能強化・魅力化を

進めていくとともに、新市ならではの農林水産資源や健康福祉環境、教育・文

化・スポーツ環境などを融合させた新たな観光・交流資源の整備や従来にない

メニューの開発を進めます。 

また、特色ある観光・交流イベントや祭りの開催、各種大会や合宿、各種ツ

アーの誘致、さらには住民のホスピタリティ（もてなしの心）の醸成などを図

り、観光・交流人口の増加と地域活性化を進めます。 

○ 商工業関係機関・団体と一体となった経営指導・相談、制度資金の活用など支援

施策の推進 

○ 農商工連携の推進 

○ 住民参画に基づく商店街活性化のための計画づくりの推進 

○ 都市基盤整備と連動した商店街の環境・景観整備及びウォーターフロントにおけ

る新商業集積の形成誘導 

○ 新規企業の誘致 

○ 新産業開発、新規創業に向けた支援の検討 

主
要
施
策 
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○ 観光振興マスタープランの策定 

○ 既存観光・交流資源の整備充実 

○ 新たな観光・交流資源の整備 

○ 特色ある観光・交流イベントの開催支援 

○ 各種大会、合宿、各種ツアーの誘致活動の推進 

○ 広域観光振興施策、広域観光ルートづくりの推進 

○ 住民向けの観光講座の開催及び観光ボランティアの養成・確保 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）雇用対策の推進 

 

雇用をめぐる状況が一層厳しさを増す中、観光・リゾートなど各種産業振興

施策を積極的に推進し、魅力ある雇用の場の創出・拡充に努めるほか、ハロー

ワーク（公共職業安定所）など関係機関との連携のもと、就職情報の収集・提

供などを図り、若年労働者の地元就職及びＵ・Ｊ・Ｉターンの促進、高齢者や

女性・障害者などの雇用促進に努めます。 

 

 

 

 

 

主
要
施
策 

○ 関係機関と連携した就職相談、就職情報の収集・提供 

○ 企業等への高齢者・女性・障害者雇用に関わる啓発活動の推進 

○ 企業等への労働環境の改善に関わる啓発活動の推進 

主
要
施
策 
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４ 創造性あふれる教育文化の都市 

 

（１）学校教育の充実 

 

新市における幼児教育のあり方を総合的に検討し、充実していくとともに、

義務教育においては、「総合的な学習の時間」等を活用しながら、基礎・基本

の確実な定着はもとより、新市の自然や歴史、地域の人材等を活かした特色あ

る教育・特色ある学校づくり、国際化、情報化などの課題に対応した教育を一

層推進します。 

また、少子化に伴う児童・生徒数の減少を勘案し、各学校施設の整備及び適

正配置を図り、快適で効果的な教育環境の創出に努めるとともに、特別支援教

育の充実、学校給食の充実など、総合的な教育環境の整備を進めます。 

さらに、人材育成と活性化を図るため、高等学校や大学及び地域社会との連

携強化を促進します。 

 

 

 

 

 

 

 

（２）生涯学習の充実 

 

住民一人ひとりが自発的意志に基づく学習活動を行い、自己実現を図りなが

ら充実した人生を送れるよう、生涯の各期における幅広いニーズに即した学習

環境の整備を図ります。 

このため、生涯学習推進体制の確立のもと、公民館等の既存施設の整備充実、

指導者・ボランティアの活用体制の整備を図るとともに、大学の学部誘致や教

育研究施設の整備充実を促進し、これらと連携しながら、住民ニーズに即した

特色ある学習プログラムの開発と提供を進め、学習機会の拡充に努めます。 

○ 幼稚園施設・設備の整備充実及び適正配置・幼保一元化の検討・推進 

○ 小・中学校施設の整備充実及び適正配置の検討・推進 

○ 家庭、学校、地域の連携・融合と小中一貫教育の推進 

○ 特別支援教育の充実及び就学相談・指導の推進 

○ 学校給食施設の整備充実 

○ 高等学校、大学及び地域社会との連携促進 

主
要
施
策 
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（３）青少年の健全育成 

 

社会環境の急速な変化の中、青少年が新市の担い手として健全に育成される

よう、家庭、学校、地域、関係機関及び行政の相互の連携を強化し、健全な社

会環境づくりに向けた各種の活動を推進するとともに、青少年の体験・交流活

動や社会活動への参画機会の拡充、青少年団体や指導者の育成に努めます。 

 

 

 

 

 

（４）市民文化の振興 

 

新市ならではの個性的な文化の継承・創造を促すため、住民の自主的な芸

術・文化活動の活発化を促進していくとともに、多様な芸術・文化に接する機

会や活動成果の発表機会の拡充、活動拠点となる複合的な機能を備えた市民会

館の整備や図書館の充実、指導者の確保・育成等に努め、総合的な文化環境の

整備を図ります。 

また、貴重な文化遺産や歴史風土、郷土芸能、伝統行事、祭りなどの保存・

活用を進めるとともに、郷土資料館等の展示・学習施設の整備充実・活用を図

り、より多くの人々が新市の歴史や文化にふれあえる機会の提供に努めます。 

○ 生涯学習推進計画の策定 

○ 移動教室バスの更新 

○ 既存生涯学習関連施設の整備充実 

○ 生涯学習センターの整備 

○ 生涯学習に関する人材バンクの整備 

○ 大学との連携等による特色ある生涯学習プログラムの整備 

○ 地域ごとの学習・ボランティア活動の支援・促進 

主
要
施
策 

○ 青少年の健全育成に関する住民啓発の推進 

○ 家庭、学校、地域、関係機関・団体、行政が一体となった健全育成体制の整備 

○ 青少年の地域間交流・世代間交流・ボランティア活動等への参画機会の拡充 

○ 青少年団体及び育成団体、指導者の育成 

主
要
施
策 
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（５）市民スポーツの振興 

 

住民一人ひとりがスポーツに気軽に親しみ、健康の維持・向上が図られるよ

う、またスポーツ観光都市として観光客等のニーズに応えられるよう、既存ス

ポーツ施設の整備充実に努めます。 

また、スポーツクラブの育成や指導者の養成、スポーツ教室・大会の充実な

ど、スポーツの日常化に向けた活動の場と機会の充実に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 複合的機能を有する市民会館の整備 

○ 各種芸術・文化団体の育成・支援 

○ 芸術・文化鑑賞機会、発表機会の拡充 

○ 図書資料の整備、サービスの充実など図書館の充実 

○ 指導者の育成・確保施策の推進 

○ 指定文化財の保存調査と適正保護の推進 

○ 郷土芸能、伝統行事、祭り等の保存・継承施策の推進 

○ 郷土資料館など展示・学習施設の整備充実及び活用 

○ 市史の編さん、史・資料調査と保存・活用 

主
要
施
策 

○ 既存スポーツ施設の整備充実及び管理運営体制の充実 

○ 弓道場の整備 

○ 総合体育館の整備 

○ 各種スポーツ団体・クラブの育成・支援 

○ 総合型地域スポーツクラブ（鴨川オーシャンスポーツクラブ）の育成・支援 

○ 指導者の育成・確保施策の推進 

○ ニュースポーツやレクリエーションの普及等、生涯スポーツ振興施策の推進 

○ 指導体制の強化や大会への選手派遣等、競技スポーツ振興施策の推進 

○ インターハイ・国体の受け入れ体制の整備 

主
要
施
策 
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（６）国際交流・地域間交流の推進 

 

新市としての一体的な国際交流推進体制の整備のもと、アメリカ合衆国ウィ

スコンシン州マニトワック市との国際姉妹都市交流や中国海南省三亜市との

友好交流等を一層推進するとともに、まちづくりへの外国人の参画機会の拡充

など、開かれたまちづくりを進めます。 

同時に、豊かな自然環境や歴史文化環境、農林水産資源をはじめとする新市

の地域資源を活用し、東京都荒川区、山梨県身延町や君津市をはじめとする国

内他市区町村や学校等との交流活動を展開します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 国際交流組織の育成・支援 

○ 国際姉妹都市交流をはじめとする多様な国際交流活動の促進 

○ 外国語による情報誌の充実、道路標識や案内板、各種刊行物、パンフレット等の

外国語併記の推進 

○ 観光・交流施設や市役所窓口等における外国人への対応の充実 

○ 市内在住外国人のまちづくりへの参画機会の拡充 

○ 国内姉妹都市等との交流活動の推進 

主
要
施
策 
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５ うるおいのある健康福祉の都市 

 

（１）保健・医療の充実 

 

新市としての健康づくりに関わる総合的な指針づくりのもと、保健・医療・

福祉・教育の連携を強化し、住民の健康づくり意識の高揚と自主的な健康づく

りを総合的に促進します。 

また、安心して出産・子育てができる母子保健体制の充実をはじめ、生活習

慣病予防・介護予防に重点を置くなど、人生の各期に応じた保健サービスの充

実に努めます。 

さらに、市内に数多く存在する医療機関との連携や広域的連携を強化し、地

域医療体制の一層の充実を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）地域福祉の充実 

 

すべての住民が地域で支え合い助け合いながら共に生きることができるよ

う、新市としての地域福祉計画の策定のもと、中核的役割を担う社会福祉協議

会や民生・児童委員、各種福祉団体、福祉ボランティア団体等の福祉活動を積

極的に育成・支援していくとともに、福祉教育や啓発活動を通じた住民参画型

の地域福祉推進体制の確立に努めます。 

○ 健康日本２１、健やか親子２１、母子保健計画等の策定 

○ 地域における健康づくり組織の育成・支援 

○ 母子保健事業の充実 

○ 高齢者保健事業の充実 

○ 精神保健・難病・感染症対策の充実 

○ 保健・医療に関する情報ネットワークの構築 

○ 市立国保病院の充実 

○ 救急・休日・夜間の医療体制の充実 

主
要
施
策 
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（３）子育て支援の充実 

 

少子化が進行し、積極的な対応が求められる中、次世代育成支援地域行動計

画及び子ども・子育て支援事業計画に基づき、地域や関係機関・団体が一体と

なって、家庭や地域の子育て機能を支える環境づくりを総合的に進めます。 

このため、保育所施設、サービスの充実や幼保一元化の検討、推進による保

育体制の充実をはじめ、母子保健サービスの充実など、多面的な取り組みを推

進します。 

また、母子・父子家庭等のひとり親家庭が安定した生活を送れるよう、関係

機関と連携しながら各種の支援を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）高齢者施策の充実 

 

本格的な高齢社会が到来する中、新市としての高齢者保健福祉計画、介護保

険事業計画の策定のもと、民間事業者等多様な主体と連携しながら、各種介護

○ 地域福祉計画の策定 

○ 社会福祉協議会事業の促進 

○ 民生・児童委員、各種福祉団体、福祉ボランティア団体の育成・支援 

○ 福祉ボランティアの養成 

○ 地域福祉の拠点づくりの推進 

○ 福祉教育、啓発活動の推進 

主
要
施
策 

○ 子育て関係機関・団体、ボランティアの育成・支援とネットワーク化 

○ 保育所施設の整備充実及び保育サービスの充実 

○ 幼保一元化の検討・推進 

○ 学童保育の充実促進 

○ 児童虐待の予防・解消対策の推進 

○ 公共施設や各種イベントにおける託児室の設置 

○ 各種助成制度など子育て家庭への経済的支援の推進 

○ ひとり親家庭への相談・指導及び資金制度の周知・活用 

主
要
施
策 
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保険対象サービスの充実を進めていくとともに、介護保険対象外の高齢者に対

する自立・生活支援サービスの充実を図ります。 

また、寝たきり・認知症の予防など介護が必要な状態にならないための健康

づくり施策の強化、老人クラブ活動の支援やシルバー人材センターの活用等に

よる高齢者の生きがい対策を進めます。 

さらに、これらの施策・サービスの提供基盤を強化するため、民間も含めて

高齢者保健・福祉・介護関連施設の整備充実に努めるほか、介護保険制度に関

わる事務や啓発・相談体制の充実、民間事業者との連携強化、必要な人材の確

保等を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）障害者施策の充実 

 

精神障害者や難病患者も含めた障害者の“完全参加と平等”の実現のため、

新市としての障害者計画の策定のもと、啓発・広報活動や交流活動等を通じて

障害者に対する住民の理解と認識を深めていくとともに、総合的な相談・情報

提供体制の整備や、保健・医療サービスの充実、障害者総合支援法に基づく福

祉サービスの充実を進めます。 

また、雇用機会の拡大や社会参加の促進、バリアフリー化など、あらゆる分

野で障害者に配慮した施策の推進に努め、ノーマライゼーションとリハビリテ

ーション（人生のあらゆる段階で一人の人間として享受できる権利の復権を目

指す考え方）の理念に立脚したまちづくりを進めます。 

 

○ 高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の策定 

○ 介護保険対象サービスの充実 

○ 介護保険対象外の高齢者に対する自立・生活支援サービスの充実 

○ 老人クラブ活動の促進 

○ シルバー人材センターの有効活用 

○ プラチナタウン構想の検討 

○ 高齢者保健・福祉・介護関連施設の整備充実の促進 

○ 敬老事業の推進 

主
要
施
策 
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（６）社会保障の充実 

 

関係機関や民生・児童委員との連携のもと、相談・指導体制の充実を図ると

ともに、生活保護制度の適切な運用に努めます。 

また、住民の健康の保持、福祉の増進を図るため、医療給付事業の適切な運

用に努めます。 

さらに、厳しい財政状況にある国民健康保険事業の健全な運営を図るため、

被保険者の健康管理意識の高揚と自主的な健康づくりの促進に努めるほか、国

民年金制度に関する市民の理解と認識を深めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

○ 障害者計画の策定 

○ 障害者に関わる住民啓発、福祉教育、交流活動の推進 

○ 障害者関連団体の活動支援 

○ 総合相談・情報提供体制の整備 

○ グループホームなど障害者が地域で生活するための関連施設の整備の促進 

○ 障害者を対象とした保健・医療・福祉サービスの充実 

○ 障害者の生涯学習・文化・スポーツ活動への参加促進 

○ バリアフリー化のまちづくりの推進 

主
要
施
策 

○ 低所得者に対する各種援護制度の周知及び適正運用 

○ 各種医療給付事業の周知及び適正運用 

○ 医療費適正化対策及び健康増進施策の充実 

主
要
施
策 
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６ みんなで創る協働・自立の都市 

 

（１）新時代のコミュニティ形成 

 

新たな時代の住民自治のまちづくり、地域からのまちづくりを進めるため、

身近な活動拠点となる集会施設の整備充実や自主管理・運営の促進、個性ある

コミュニティづくり、自らの地域計画づくり等に対する支援の推進など、地域

の工夫による自立したまちづくりが自主的・主体的に展開できる環境づくりを

図り、新時代のコミュニティ形成を促進します。 

 

 

 

 

（２）住民と行政との協働のまちづくりの推進 

 

住民の参画と協働によるまちづくりを一層推進するため、住民と行政とのパ

ートナーシップの強化を図ります。 

このため、新市としてのホームページの活用をはじめ、広報紙やグラフ誌の

発行など、広報・広聴機能の充実を図ります。 

また、円滑な情報公開の推進を図るとともに、様々な機会を通じてまちづく

りに関わる情報の提供や意識啓発などに努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ コミュニティ施設の整備充実及び自主管理、自主運営の促進 

○ 特色ある活動、個性あるコミュニティづくり、地域計画づくり等への支援体制の

整備 

主
要
施
策 

○ 広報紙及びグラフ誌等の発行 

○ ホームページによる広報・広聴活動の推進 

○ 行政協力体制の整備 

○ 情報公開条例、個人情報保護条例の適正な運用 

○ まちづくり団体、ボランティア活動等への支援 

○ 民間企業等の社会貢献活動の促進 

主
要
施
策 
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（３）男女共同参画社会の形成 

 

男女が社会の構成員としてあらゆる分野に対等な立場で参画し、主体性を持

った生き方ができるよう、新市としての総合的な計画づくりを図り、男女共同

参画社会の形成を進めます。 

 

 

 

 

 

 

（４）効率的な自治体経営の推進 

 

行政改革大綱等の指針のもと、行政組織・機構や事務事業の見直し、電子市

役所の構築、職員の意識改革と能力開発、行政評価制度の導入など、新市とし

ての行政改革を計画的、段階的に進めます。 

また、周辺自治体との連携のもと、新市としての広域行政を推進します。 

さらに、合併後の中・長期的な財政状況を展望し、あらゆる分野における経

費の節減合理化や自主財源の確保・拡充に努めるとともに、バランスシート（貸

借対照表）などの財政分析、評価手法を導入しながら、計画的、効率的な財政

運営を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 男女共同参画計画の策定 

○ 男女共同参画に関わる住民啓発の推進 

○ ＤＶ（ドメスティックバイオレンス＝配偶者等からの様々な暴力）被害者の相談・

支援体制の整備 

主
要
施
策 

○ 行政改革大綱等、行財政改革に関する指針の策定 

○ 行政組織・機構改革の推進 

○ 事務事業の外部委託化と効率化の推進 

○ ＩＴを活用した電子市役所の構築 

○ 職員の適性配置と計画的な定員管理の推進 

○ 行政評価制度の導入 

○ 周辺自治体との連携による広域行政の推進 

○ バランスシート等、財政分析・評価手法の導入 

○ 重点的・効率的な財政運営の推進 

主
要
施
策 
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第６章 新市重点事業 

 

  新市としてのまちづくりのためには、各分野における基本的な施策を総合的に推

進していくことが必要です。そこで、前章の施策の中で、新市において特に重点的

に取り組むべき施策及び広域的観点から促進すべき事業を「新市重点事業」として

次のとおり位置づけ、その実現に取り組むこととします。 

 

 

施策１ 新時代における交流拠点の都市 

○ 市街地の再整備及び新市街地の形成誘導 

○ 鉄道駅及び駅周辺環境の整備（ＪＲ安房鴨川駅、太海駅、江見駅及び安房小湊駅） 

○ 大学を核としたまちづくりの整備促進 

○ 地域高規格道路等の整備促進（地域高規格道路及び東関東自動車道館山線等） 

○ 国道及び県道の整備促進（国道 128 号、410 号、主要地方道千葉鴨川線、鴨川保田

線、天津小湊夷隅線、市原天津小湊線、鴨川富山線、一般県道天津小湊田原線、西江

見停車場線） 

○ 鴨川有料道路無料化の促進 

○ 鴨川北部道路と国道 128 号天津バイパスとの接続道路の整備促進 

○ 市道の整備 

○ コミュニティバス運行の効率性・利便性向上の推進 

○ 情報ネットワークの整備（行政、教育分野その他） 
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施策２ 環境と共生する快適で安全な都市 

○ 環境白書の作成及び環境情報公開の推進 

○ 環境学習プログラムの整備及び推進 

○ 住民等の自主的な環境保全活動の促進 

○ 安房鴨川駅西口公園の一体的整備 

○ 海岸線遊歩道等の一体的整備（鯛の浦周辺その他） 

○ 上水道施設の整備（浄水場、ダム取水施設、配水池及び配水管） 

○ ごみ処理施設の整備充実（処理施設の整備拡充及び施設改修その他） 

○ し尿処理施設の整備充実（処理施設の改築その他） 

○ 防災体制の強化（耐震性貯水槽、消防車両その他） 

○ 防災行政無線の整備充実（大規模改修その他） 

施策３ 活力に満ちた産業の都市 

○ ほ場整備の促進（貝渚・大里・八色地区、北小町地区ほか） 

○ 農道など農業生産基盤の整備促進 

○ 地域ぐるみ営農システムの確立及び農業経営の法人化の促進 

○ 都市と農村との交流推進 

○ 漁港の整備及び整備促進（県営漁港、市営漁港） 

○ 駐車場の整備促進 

○ フィッシャーマンズ・ワーフ（水産物直売と観光・リゾート機能が一体となった拠

点施設）の検討、整備 

○ 商店街の環境・景観整備及びウォーターフロントにおける新商業集積の形成誘導 

○ 新たな観光・交流資源の整備 
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施策４ 創造性あふれる教育文化の都市 

○ 移動教室バスの更新 

○ 生涯学習センターの整備 

○ 複合的機能を有する市民会館の整備 

○ 小中一貫教育の推進 

○ 幼保一元化の検討及び推進 

○ 小・中学校の適正配置の検討及び推進（統合の検討及び整備） 

○ 生涯学習プログラムの整備 

○ 図書館の充実 

○ 郷土芸能、伝統行事等の保存及び継承促進 

○ 弓道場の整備 

○ 総合体育館の整備 

○ インターハイ・国体受け入れ体制の整備 

○ 国際及び国内交流の推進及び促進 

施策５ うるおいのある健康福祉の都市 

○ 健康づくり施策の総合的な推進 

○ 市立国保病院の充実 

○ 福祉ボランティアの養成 

○ プラチナタウン構想の検討 

○ 高齢者保健・医療・福祉サービス関連施設の整備充実の促進 

○ バリアフリー化のまちづくりの推進 

施策６ みんなで創る協働・自立の都市 

○ 地域コミュニティ活動の支援 

○ 男女共同参画計画の策定 

○ 行財政改革の推進（職員定員管理、行政評価制度、バランスシートその他） 

○ 一部事務組合等による広域行政の推進 



- 64 - 



- 65 - 

第７章 第２次鴨川市総合計画に定めるまちづくり 

 

 第１節 総合計画策定の趣旨 

 

     本市は、平成 17 年２月 11 日の旧鴨川市と旧天津小湊町の合併以来、旧市

町合併協議会が策定した「新市まちづくり計画」、平成 18 年３月に策定した

「第１次鴨川市基本構想」に基づき、「自然と歴史を活かした観光・交流都

市－みんなで創る光り輝くふるさとをめざして－」を合併新市の将来像とし

て掲げ、これまで関連施策の総合的かつ計画的な推進に取り組んできました。 

     この間、地方分権の進展はもとより、本格的な人口減少・少子高齢化社会

の到来、地球レベルでの環境問題の顕在化、経済社会のグローバル化や高度

情報化の一層の進展、そして東日本大震災を尊い教訓とした安全・安心に関

する意識の高まりなど、地方自治体を取り巻く経済・社会情勢は大きく変化

してきています。 

     この「第２次鴨川市総合計画」は、こうした時代の変化と、それに伴い多

様化の一途を辿る市民ニーズへの的確な対応を図るとともに、将来にわたっ

ての持続的発展が可能となる地域づくりを、これまで以上に地域の自主性・

主体性を発揮しつつ進めていくため策定したものであり、市民はもとより、

産・学・民・官、本市に関わる全ての主体が共有できる指針として、本市が

これから進むべき方向性や、その実現のための方策等を明らかにしたもので

す。 
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 第２節 総合計画の構成・期間 

 

  １ 総合計画の構成 

 

    総合計画は、基本構想、基本計画及び実施計画から構成されます。 

 

  ２ 総合計画の期間 

 

    基本構想の期間は、平成 28 年度から令和７年度までの 10 年間とします。 

    基本計画は、基本構想の期間である 10 年を、前後半の各５年間に分けて定

めるものとします。 

    なお、基本計画に基づいて実施する事業等の詳細な内容については、各基本

計画の計画期間を２次に分けて定める実施計画に委ねるものとします。 
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 第３節 鴨川市の地域特性 

 

  １ 地域特性 

 

   (１) 豊かな自然環境と温暖な気候 

 

      本市は、房総半島の南東部にあって太平洋に面し、美しく変化に富んだ

海岸線、清澄山系や嶺岡山系の豊かな緑、大山千枚田に象徴される中山間

地の原風景、国の特別天然記念物に指定される「鯛の浦タイ生息地」や天

然記念物の指定を受ける「清澄の大杉」に代表される素晴らしい自然環境

と景観を有するほか、黒潮の影響により、１年を通じた平均気温が 16.0℃

（平成 26 年）と温暖な気候に恵まれています。 

 

   (２) 知名度の高い観光施設と体験交流型ツーリズムの展開 

 

      本市は、シャチ・イルカなどのパフォーマンスなど海の世界をリアルに

展示する「鴨川シーワールド」をはじめ、日蓮聖人ゆかりの「誕生寺」や

「清澄寺」、「鯛の浦」のほか、「大山千枚田」、「太海フラワー磯釣りセン

ター」、「仁右衛門島」、「鴨川松島」、道の駅「鴨川オーシャンパーク」な

ど多くの知名度の高い観光資源を有しています。 

      近年は、総合交流ターミナル「みんなみの里」を管理運営する鴨川市農

林業体験交流協会をはじめＮＰＯ法人大山千枚田保存会や鴨川農家民泊

組合などによるグリーンツーリズムの取組みをはじめ、陶芸・ガラス工

芸・萬祝染めなどの手作り創作体験（カルチュラルツーリズム）やＮＰＯ

法人鴨川ガイド協会のガイド付きツアーなど、体験交流型ツーリズムが着

実に広がっています。 

 

   (３) 新鮮で豊富な食材 

 

      本市では、皇室献上米としても名高い「長狭米」や園芸作物の生産が盛
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んに行われている一方で、地元漁港では、新鮮な魚介類をはじめ、房総ひ

じきに代表される栄養満点の海藻類等が水揚げされるなど、豊富な食材に

恵まれています。 

      これらの食材を活かした代表的な取組みとして、長狭米はもとより新鮮

な地元の山の幸・海の幸を素材とすること（地産地消）を主な条件として、

市内の各店舗が「おらが（我が家）」の味を創作し提供する、オリジナル

丼「おらが丼」事業を展開しているほか、各家庭においても「太巻き祭り

寿司」や「なめろう」など特色ある郷土料理が楽しまれています。 

 

   (４) 充実した保健・医療・福祉環境 

 

      本市には、高度な医療機能を有する大規模な民間病院をはじめ市立国保

病院など多くの医療機関が立地しており、人口に対する病床数は県内でも

高い水準にあります。介護サービス事業所も多く、充実した医療・介護環

境を活かしながら、地域包括ケアの推進に取り組んでいます。 

      また、総合保健福祉会館（ふれあいセンター）を拠点として、市民参加

型の健康づくりや介護予防の推進に取り組んでいます。 

 

   (５) 特色ある教育・保育環境 

 

      本市では「９年間の学びの連続性」、「小中学校のなめらかな接続」に視

点を置き、小学校・中学校単位での教育から義務教育９年間を見通した新

しい学び『中学校区の特色を生かした小中一貫教育』に取り組んでおり、

長狭中学校区では平成 21 年度に統合型小中一貫校「長狭学園」を開校。

鴨川中学校区、安房東中学校区では、分離型の小中一貫教育を推進してい

ます。 

      また、少子化や多様な保育・幼稚園教育のニーズに対応するため、４・

５歳児の幼稚園教育と併せて預かり保育サービスを提供する「幼保一元

化」施策を推進しており、これまでに市内全ての地区において導入を完了

しています。 
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   (６) 豊かな歴史と個性あふれる伝統行事 

 

      本市の小湊地区は、日蓮宗の開祖、日蓮聖人の生誕地であることから、

その生誕を記念して建立された「誕生寺」、聖人の化身ともいわれる神秘

の鯛の生息地である「鯛の浦」など、今も聖人ゆかりの史跡などが数多く

残されています。 

      また、江戸中期、八代将軍吉宗により幕府直轄牧として再興された嶺岡

牧において、白牛による乳製品「酪」の製造を行っていたことが、日本の

近代酪農へとつながっていったという説から、この地が「日本酪農発祥の

地」とされ、長狭地区を中心にして現在でも伝統的に酪農が盛んである所

以となっています。 

      同時期には、下打墨村（現在の西条地区打墨）生まれの彫物大工・武志

伊八郎信由（通称「波の伊八」）が活躍し、安房を中心に上総や相模、江

戸にまで及ぶ広い範囲の 50 を超える寺社に優れた彫物を残しています。 

      このほか市内各地では、矢の命中度で稲作の豊凶や適種を占う「吉保八

幡のやぶさめ」のほか、「北風原の羯鼓舞」や「和泉の三役」など、本市

ならではの伝統行事が数多く守られています。 
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 第４節 まちづくりの主要課題 

 

  １ 急速に進む人口減少と少子高齢化への対応 

 

    我が国の総人口は、平成 23 年以降減少傾向が続いており、本格的な「人口

減少時代」に突入しました。本市も例外ではなく、昭和 25 年の 48,571 人をピ

ークに一貫して減少が進み、平成 22 年 10 月時点では、35,766 人と、ピーク

時から約 1 万 3 千人も減少しています。 

    これら人口急減に加え、少子高齢化が進展することで、労働力の低下などに

よる経済への影響はもとより、税収や地域コミュニティの担い手の減少などに

より、持続可能な自治体経営が困難となることが考えられます。 

    このような中、各地域がそれぞれの特徴を活かした自律的で持続的な社会を

創生できるよう、平成 26 年 11 月に「まち・ひと・しごと創生法」が制定され

るとともに、同年 12 月には、日本の人口の現状と将来の姿に合わせ、今後取

り組むべき将来の方向を掲示する「まち・ひと・しごと創生長期ビジョン」と、

その実現に向けた今後５年間の目標・施策・基本的な方向を掲示する「まち・

ひと・しごと創生総合戦略」が閣議決定されました。 

    これらの動きを踏まえつつ、本市では今後見込まれる人口減少・少子高齢化

に対応するために、豊かな自然環境と温暖な気候、充実した保健・医療・福祉

環境、特色ある保育・教育環境などの強みを最大限に活かし、子どもから高齢

者まで全ての市民がいきいきと暮らせる環境づくりを進めるとともに、雇用の

場の確保や本市の将来を担う子どもたちの郷土愛を育んでいくなど、将来を見

据えた持続可能なまちづくりを進めていく必要があります。 

    また、本市の強みを活かす一方で、まちづくりアンケート調査やまちづくり

市民会議において緊急性の高い重要な取組みとして挙げられた、国・県道及び

市道の整備、狭あい道路の改良、空き家への対策など本市の弱みについても優

先順位をつけた上で事業を実施していく必要があります。 
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  ２ 地場産業の活性化 

 

    本市の第１次産業においては、経済のグローバル化等に伴う販売価格の低迷

等により、従事者の安定収入の確保、さらには担い手の後継者不足や高齢化な

どが大きな課題となっていることから、今後、担い手の確保・育成はもとより、

鴨川ブランドの確立等による地場産品の高付加価値化などを通して、各産業の

持続可能性を高めていく取組みが必要となっています。 

    特に、本市の農業においては、重粘土質の長狭平野で耕作される食味の良い

「長狭米」を中心に、温暖な気候条件を活かした花きや野菜・果物類などの生

産が行われていますが、総農家数・経営耕地面積ともに減少傾向にあることか

ら、ほ場整備等の生産基盤の整備や農地の集積、新規就農者への支援と併せ、

生活環境をも脅かす有害鳥獣への対策、さらには「鴨川七里」に代表される地

域ブランドのより一層の強化を進めることが必要です。 

    また、水産業においても、漁港の安定稼働の確保はもとより、新規就漁者の

確保・育成、加えて「船上活〆」に代表される付加価値の高い商品の開発と販

売促進等を一体的に進めることにより、産地競争力を高めていくことが求めら

れます。 

    観光動向に関しては、平成 15 年のビジット・ジャパン事業の開始以降、訪

日外国人旅行者数が飛躍的に増加し、平成 26 年においては、1,341 万人（対

前年比 29.4％増）を数えるほどとなっています。 

    こうした現状を踏まえ、本市においては、従来からの観光振興策に加え、ま

ちづくり市民会議において挙げられた「豊かな歴史や伝統などを活かした新た

な観光資源の掘り起こし」や「市内における移動手段の充実」に加えて、来た

る 2020 年オリンピック・パラリンピック東京大会に向けた外国人旅行者の受

入れ体制の整備、さらにはこの開催効果を大会後における持続的な誘客へと繋

げていくことを念頭に、効果的な観光プロモーション活動に積極的に取り組み、

未だ東日本大震災の発生以前の水準までには回復をしていない観光入込客数

のさらなる増加を図ることが必要です。 

    また、特に若年層において顕著となっている人口流出に歯止めをかけ、持続

可能な人口規模の確保と地域経済の活性化を図る観点からも、企業の立地や起
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業者への支援などにより、市域内における雇用の確保を促進するとともに、こ

の効果を、商店街等を含む市街地の賑わいの創出に結び付けていくための取組

みが求められます。 
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  ３ 安心・安全で快適な生活環境の整備 

 

    平成 23 年の東日本大震災は、我が国観測史上最大のマグニチュード 9.0 と

いう巨大地震、それに伴って発生した津波、さらには原子力発電施設の事故も

伴い、広域にわたって大規模な被害が発生するという未曽有の複合災害となり

ました。 

    今後も、首都直下地震や南海トラフ地震等の巨大地震の発生が懸念される中、

国においてはこれらの大規模広域災害への備えの強化・促進による災害に強い

国づくり・地域づくりに向け、ハード対策とソフト対策を組み合わせた事前防

災に取り組んでいます。 

    このような中、本市では、まちづくりアンケート調査においても、最も緊急

性の高い重要な取組みとして「自然災害に対する防災対策の充実」が挙げられ

ていることを踏まえ、平成 26 年３月に改訂した地域防災計画に基づき、災害

の発生時はもとより、その後の復旧・復興までを見通した対策に、平時から万

全を期して取り組むことが必要です。 

    一方で、市民の生活に必要不可欠な保健・医療・福祉施設については、高度

医療機能を有する大規模な民間病院をはじめ市立国保病院など多くの医療機

関のほか、高齢者関連施設や障害者関連施設が市内に多数立地していることか

ら、これらの充実した保健・医療・福祉環境を活かし、生涯を通して安心して

暮らすことができるまちづくりを推進するとともに、まちづくり市民会議にお

いても本市の課題として挙げられた、健康づくりに対する市民の意識向上を図

っていく必要があります。 

    また、少子高齢化や核家族化に加え、ライフスタイルの多様化等に伴う晩

婚・晩産化が進展し、子どもや子育てを取り巻く環境が著しく変化している中

で、保護者の負担の増加、さらには育児不安や児童虐待などが社会問題化して

いる現状も踏まえ、子育て世代のニーズをしっかりと把握し、安心して子ども

を生み、育てることができる基盤づくりを推進していく必要があります。 
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  ４ 持続可能なまちづくりに向けた協働体制の確立 

 

    我が国においては、国・地方ともに社会保障関係費が増大する中で、必要な

社会保障制度の機能強化を確実に実施し、同時に社会保障全体の持続可能性を

高めることにより、全世代を通した国民生活の安心の確保を目指すこととして

います。 

    また、地方が、自らの発想と創意工夫を活かし、特色を持った地域づくりが

できるよう、国と地方の役割分担の見直しを中心とした地方分権改革が推進さ

れているところです。 

    このような中、人口減少・少子高齢化などの社会情勢の変化に適切に対応し、

地方分権の担い手となる基礎自治体にふさわしい行財政基盤の確立を目的と

して、平成 11 年から全国的に市町村合併が推進されてきた結果、全国に 3,234

（平成７年４月）あった市町村は、1,718（平成 26 年４月）まで減少しました。 

    本市も、平成 17 年２月に旧鴨川市と旧天津小湊町が合併し、現在の「鴨川

市」となってから 10 年が経過しましたが、厳しさを増す財政状況の中で、地

方分権改革の時代に即した持続可能なまちを創造していくためには、これまで

以上の行財政改革の積極的な推進とともに、協働のまちづくりを進めていくこ

とが重要です。 

    市民参画に当たり必要な主なものとして、まちづくりアンケート調査の結果

から「市政への提案・提言の機会の充実」、「同じ課題を持つ市民同士が情報交

換や活動ができる場・機会の充実」、「市政情報の積極的な提供」、「アンケート

など、市民意識調査の定期的な実施」、「市民と行政の役割を明確にした制度の

確立」が上位に挙げられていることから、これらの施策を推進し、市民と行政

が適切な役割分担のもとに協力し合う協働体制を確立する必要があります。 

    本市には、地域コミュニティの最も基本的な単位である各地区の自治組織を

はじめ、市内にキャンパスを有する大学、主に福祉分野において「ふれあい・

ささえあいのネットワーク」を形成する社会福祉協議会や民生委員・児童委員

など、地域の健やかな成長・発展のために欠かすことができない多くの担い手

が存在しています。 

    今後は、これら団体等の活動への積極的な支援と併せ、より一層の連携強化



- 75 - 

を図ることにより、本市に関わる全ての主体が、課題解決に向けて有機的に連

携する「オール鴨川」でのまちづくりを進めていくことが必要です。 

 



- 76 - 

 第５節 第２次鴨川市基本構想 

 

  １ 序論 

 

   (１) 基本構想策定の趣旨 

 

      この基本構想は、鴨川市基本構想に関する条例（平成 26 年鴨川市条例

第 19 号）第２条の規定に基づき、鴨川市が、総合的かつ計画的な行政運

営及びまちづくりを進めていくに当たっての、最も基本的な指針として定

めるものです。 

 

   (２) 基本構想の名称 

 

      この基本構想の名称は、「第２次鴨川市基本構想」とします。 

 

   (３) 基本構想の期間 

 

      この基本構想の期間は、平成 28 年度から令和７年度までの 10 年間とし

ます。 
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  ２ 基本構想に定めるまちづくりの基本理念 

 

    本市を取り巻く社会・経済環境、地域ニーズの変化に対応し、本市が進むべ

き方向性を明らかにするため、本市が推進するまちづくりの全分野にわたる基

本理念を次のとおり定めます。 

 

    基本理念１ 「交流」のまちづくり 

      多くの人々が集う、交流に支えられた賑わいあふれるまちづくりを進め

ます。 

 

    基本理念２ 「元気」のまちづくり 

      地域全体が活力にあふれ、住む人も訪れる人も元気になる、住んでみた

い、ずっと住み続けたいまちづくりを進めます。 

 

    基本理念３ 「環境」のまちづくり 

      豊かな自然環境と快適な生活環境が調和した、持続的に発展可能なまち

づくりを進めます。 

 

    基本理念４ 「協働」のまちづくり 

      産学民官の連携による協働のまちづくり・ひとづくりのもと、みんなが

主役のまちづくりを進めます。 

 

    基本理念５ 「安心」のまちづくり 

      市民一人ひとりが安全で健やかに、生涯を通して安心して暮らすことが

できるまちづくりを進めます。 
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  ３ 基本構想に定める将来都市像 

 

   活力あふれる健やか交流のまち鴨川 

   ～みんなが集い 守り育む 安らぎのふるさと～ 

 

    本市は、温暖な気候と豊かな自然環境、新鮮で豊富な食材に代表される貴重

な自然資源はもとより、全国レベルの集客力を持つ観光・宿泊施設、充実した

医療・福祉・スポーツ環境や特色ある保育・教育環境など、まちづくりの基盤

となる地域資源を多数有しています。 

    これらの資源を、次の世代へと大切に引き継ぎ、最大限に活かしていくこと

により、市民の安心・安全で健やかな暮らしを根幹とした、将来にわたって活

力にあふれ、継続的な発展が可能となるまちづくりを進めます。 

    その過程においては、本市に関わる全ての人々の交流と協働をまちづくりの

大きな推進力とし、市民一人ひとりがふるさと鴨川に誇りと愛着をもち、誰も

が何度も訪れたくなる「安らぎのふるさと」をみんなで育んでいきます。 

    このような想いから、鴨川市の目指す姿、まちづくりの象徴として、「活力

あふれる健やか交流のまち鴨川 ～みんなが集い 守り育む 安らぎのふるさと

～」を本市の将来都市像として設定します。 
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  ４ 基本構想に定める土地利用構想 

 

   (１) 土地利用の基本方針 

 

      本市のまちづくりの基本理念に基づき、将来都市像の実現を図るため、

本市の土地利用の基本方針を次のとおり定めます。 

 

      ○ 総合的かつ計画的な土地利用に向けた適切な誘導施策の推進 

      ○ 自然環境の多面的機能の確保に配慮した保全と活用 

      ○ 歴史・文化と風土を尊重した魅力ある景観の保全と活用 

      ○ 安全・安心に暮らすことができるまちづくりの推進 

      ○ 地域特性を最大限に活かした既存産業の育成と新たな産業基盤の

整備 

      ○ 魅力的で利便性の高い都市空間・居住空間の形成 

      ○ 幅広い交流と快適な生活を支える交通基盤の整備 

 

   (２) 将来都市構造 

 

      将来都市構造は、人々が集い、憩い、活動する場となる「拠点」、人や

物の主要な動線を示す「軸」、そして、同じ特性を持った土地利用が連続

して広がる範囲を示す「ゾーン」の３つの要素に分類して設定します。 

 

    ① 拠点 

     ［都市拠点］ 都市機能の集積を図るエリア 

       ＪＲ安房鴨川駅を中心に形成された市街地を本市の『都市拠点』に位

置付け、市民や来訪者の活動の拠点として、商業・業務機能や公共公益

機能、交通結節機能の拡充を図り、中心拠点にふさわしい環境整備と賑

わいの創出を図ります。 

     ［地域拠点］ 市民生活の中核を担うエリア 

       鉄道駅を有する天津・小湊・太海・江見地区及び主要地方道鴨川保田



- 80 - 

線と国道 410 号の交差点周辺に形成された市街地を『地域拠点』に位置

付け、地域住民の生活利便性の向上に資する都市機能の充実を図るとと

もに、既成市街地内の生活環境の改善を推進します。 

 

    ② 軸 

     ［都市骨格軸］ 広域的な交流を支える本市の骨格となる動線 

       都市拠点と周辺都市との間の移動を支えるとともに、本市の主要市街

地が形成されている都市拠点と地域拠点との間をつなぐＪＲ外房線・内

房線、国道 128 号を本市の『都市骨格軸』に位置付け、交通機能の維持・

強化を図ります。 

     ［広域連携軸］ 都市機能をつなぎ合わせる市内の主要動線 

       都市骨格軸を補完し、都市拠点、地域拠点及び周辺都市の間の移動を

支える国道 410 号及び主要地方道を『広域連携軸』に位置付け、道路機

能の更なる強化を促進します。 

 

    ③ ゾーン 

     ［市街地ゾーン］ 安全・安心に住み続けることのできる質の高い市街地 

       多くの市民が居住するとともに、行政機能や広域的な商業機能が集積

する海岸沿いの既成市街地を『市街地ゾーン』に位置付け、都市基盤の

充実を図るとともに、市民がいつまでも安全・安心に住み続けることが

できる、質の高い市街地環境の形成を推進します。 

     ［田園ゾーン］ 既存集落の維持・活性化に資する農業生産の場 

       本市の山間の平たん地に広がる農地や、そこに形成される集落地帯を

『田園ゾーン』に位置付け、農業生産の場となる農地の保全・管理を図

るとともに、既存集落の維持・活性化にも配慮した適正な土地利用誘導

を推進します。 

     ［自然環境ゾーン］ 防災や環境保全等の機能を有する自然環境が広がる

エリア 

       沿岸部や丘陵・山間部の森林、河川など、豊かな自然環境が広がる地

帯を『自然環境ゾーン』に位置付け、多様な主体による適正な保全・管
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理を図りながら、自然が有する防災機能や環境保全機能の維持を図ると

ともに、観光資源としての計画的な活用を推進します。 
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  ５ 施策の大綱 

 

    施策の大綱は、本市のまちづくりの基本理念に基づき、将来都市像の実現を

図るため、政策分野ごとに、その取り組むべき方向性を定めるものです。 

 

    基本方針１：快適で暮らしやすい交流拠点のまち 

     ＜都市基盤・都市環境に関する施策＞ 

       市民一人ひとりはもちろんのこと、県内・県外からも多くの人々が集

う交流拠点としてふさわしい都市基盤を備え、多くの人が「住んでみた

い」、「ずっと住み続けたい」と感じられる、快適で暮らしやすいまちを

目指します。 

       そのため、計画的な土地利用のもと、より一層魅力ある市街地の創出

とともに、定住の基盤となる優良な住宅・宅地、上下水道の整備を図り

ます。また、国県道の整備促進による高速道路ＩＣへのアクセスの改善、

幹線市道の整備による市内道路交通の更なる円滑化を図るとともに、鉄

道やバス、タクシーなどの適切な組合せによる市内公共交通網の充実等

を進めます。 

       【基本施策】 

        １－１ 市街地の整備 

        １－２ 居住環境の充実 

        １－３ 道路網の整備 

        １－４ 公共交通網の充実 

        １－５ 上下水道の整備 

 

    基本方針２：環境と調和した安心・安全のまち 

     ＜環境保全、生活環境、防災・防犯等に関する施策＞ 

       人と自然との共生を基調として、将来にわたって安心・安全に暮らし

続けることが可能な、安らぎに満ちた環境の創出を図ります。 

       そのため、自然環境・景観の保全・活用と市民のいこいの場となる緑

地空間の確保を図るとともに、地域の生活環境はもとより、地球環境に
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も配慮した取組みを進めます。また、近年において発生した自然災害の

尊い教訓を踏まえ、地域のリスク・マネジメントの強化をハード・ソフ

トの両面から積極的かつ継続的に図るとともに、交通事故や犯罪がなく、

豊かな消費生活を送ることができる安全なまちづくりを目指します。 

       【基本施策】 

        ２－１ 環境施策の推進 

        ２－２ 公園・緑地の整備 

        ２－３ 環境衛生対策の充実 

        ２－４ 消防・防災対策の充実 

        ２－５ 交通安全・防犯対策の充実 

        ２－６ 消費者対策の充実 

 

    基本方針３：活気あふれ人が集う産業のまち 

     ＜産業振興に関する施策＞ 

       全国的な知名度と集客力を持つ自然・歴史資源や観光名所はもとより、

健康福祉やスポーツの関連施設など、本市が持つ全ての資源や特性をよ

り積極的に活かし、短期滞在のみならず、中長期かつ複数回の滞在によ

り地域の魅力をより一層広く、深く感じ、心と体をリフレッシュするこ

とができる、通年型リゾートとしての振興を図ります。 

       また、交流人口の増加を、本市の基幹的産業である医療産業や商工業

などの活性化、さらには第１次産業の持続的発展に効果的に結び付けて

いくため、雇用の大きな受け皿となっている医療・福祉産業の振興はも

とより、商店街におけるにぎわいの創出、企業立地と雇用の促進などに

積極的に取り組むとともに、第１次産業においては、より多くの付加価

値を生み出す経営への転換、担い手の育成、農地の効率的な利用等を進

めます。 

       【基本施策】 

        ３－１ 農林業の振興 

        ３－２ 水産業の振興 

        ３－３ 商工業の振興 
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        ３－４ 観光・リゾートの振興 

        ３－５ 医療・福祉産業の振興 

        ３－６ 雇用対策の推進 

 

    基本方針４：ともに学び未来を育む教育文化のまち 

     ＜教育文化等に関する施策＞ 

       小中一貫教育や国際教育、さらには学校外での学習機会の提供も含め

た、地域の特性に合わせた子どもの教育はもとより、生涯を通して誰も

が学び、スポーツ・レクリエーション活動に取り組むことのできる環境

づくりを進めます。また、数多くの歴史文化資源と大学教育関連施設を

有する本市の特色を活かし、地元への郷土愛にあふれ、かつグローバル

な感性を備えた人材の育成を図り、一人ひとりが心豊かで創造力にあふ

れ、学習や活動の成果を、多様な主体との連携のもと、生きがいを持っ

て活かしていくことができるまちづくりを進めます。 

       【基本施策】 

        ４－１ 学校教育の充実 

        ４－２ 生涯学習の充実 

        ４－３ 青少年の健全育成 

        ４－４ 文化の振興 

        ４－５ スポーツの振興 

        ４－６ 国際交流・地域間交流の推進 

 

    基本方針５：一人ひとりがいきいきとした健康福祉のまち 

     ＜保健福祉に関する施策＞ 

       市民一人ひとりが、地域の中で、生涯を通して健康で自立した生活を

送り続けることができる環境の創出を図り、健康長寿のまちの実現を目

指します。 

       そのため、高齢者や障害者はもとより、地域で生活する全ての人が、

自らの健康に責任を持ちつつも、地域の中で支えあい、必要なときに保

健・医療・福祉サービスの提供が受けられる「自助・共助・公助」のバ
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ランスがとれたまちづくりを進めます。 

       また、若い世代が安心して子どもを生み、ゆとりを持って健やかに育

てながら、自らも地域の中で活躍し続けることができる子育て環境づく

りを進めます。 

       【基本施策】 

        ５－１ 保健・医療の充実 

        ５－２ 地域福祉の充実 

        ５－３ 子育て支援の充実 

        ５－４ 高齢者施策の充実 

        ５－５ 障害者施策の充実 

        ５－６ 社会保障の充実 

 

    基本方針６：みんなが主役となる協働・自立のまち 

     ＜地域コミュニティ、協働によるまちづくり等に関する施策＞ 

       地域に関わるあらゆる人・組織が、互いに連携を図りつつ、自ら主役

となって行動する、オール鴨川体制による「協働・自立」のまちづくり

を進めます。 

       そのため、地域コミュニティの結び付きの更なる強化を図るとともに、

より多くの主体の参加によるまちづくりを積極的に進めるため、必要と

なる支援・意識啓発・情報提供などの充実を図ります。 

       また、行政においては、限られた経営資源の有効活用はもとより、生

み出される成果の最大化を図るため、組織横断型の事業執行体制の整備

や資源配分の選択・集中をはじめとするマネジメントの強化を計画的に

進めます。 

       【基本施策】 

        ６－１ 地域コミュニティの維持・強化の促進 

        ６－２ 多様な主体の連携による協働のまちづくりの推進 

        ６－３ 男女共同参画社会の形成 

        ６－４ 効率的な自治体経営の推進 
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 第６節 鴨川市第３次５か年計画 

 

  １ 序論 

 

   (１) ５か年計画策定の趣旨 

 

      第２次鴨川市基本構想に示す将来都市像やまちづくりの目標を具現化

するため、今後５年間に実施する施策及び事業等を体系的に示すとともに、

主要な課題を明らかにし、重点的に実施すべき事業等を示すため、この計

画を策定するものとします。 

 

   (２) ５か年計画の名称 

 

      この基本計画の名称は、「鴨川市第３次５か年計画」とします。 

 

   (３) ５か年計画の期間 

 

      この基本計画の期間は、平成 28 年度から令和２年度までの５年間とし

ます。 

   (４) ５か年計画の施策体系 

 

     基本方針１：快適で暮らしやすい交流拠点のまち 

         １－１ 市街地の整備 

         １－２ 居住環境の充実 

         １－３ 道路網の整備 

         １－４ 公共交通網の充実 

         １－５ 上下水道の整備 

 

     基本方針２：環境と調和した安心・安全のまち 

         ２－１ 環境施策の推進 
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         ２－２ 公園・緑地の整備 

         ２－３ 環境衛生対策の充実 

         ２－４ 消防・防災対策の充実 

         ２－５ 交通安全・防犯対策の充実 

         ２－６ 消費者対策の充 

 

     基本方針３：活気あふれ人が集う産業のまち 

         ３－１ 農林業の振興 

         ３－２ 水産業の振興 

         ３－３ 商工業の振興 

         ３－４ 観光・リゾートの振興 

         ３－５ 医療・福祉産業の振興 

         ３－６ 雇用対策の推進 

 

     基本方針４：ともに学び未来を育む教育文化のまち 

         ４－１ 学校教育の充実 

         ４－２ 生涯学習の充実 

         ４－３ 青少年の健全育成 

         ４－４ 文化の振興 

         ４－５ スポーツの振興 

         ４－６ 国際交流・地域間交流の推進 

 

     基本方針５：一人ひとりがいきいきとした健康福祉のまち 

         ５－１ 保健・医療の充実 

         ５－２ 地域福祉の充実 

         ５－３ 子育て支援の充実 

         ５－４ 高齢者施策の充実 

         ５－５ 障害者施策の充実 

         ５－６ 社会保障の充実 
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     基本方針６：みんなが主役となる協働・自立のまち 

         ６－１ 地域コミュニティの維持・強化の促進 

         ６－２ 多様な主体の連携による協働のまちづくりの推進 

         ６－３ 男女共同参画社会の形成 

         ６－４ 効率的な自治体経営の推進 

 

   (５) ５か年計画の管理 

 

      この基本計画及び実施計画に位置付けた施策・事業については、ＰＤＣ

Ａサイクルの考え方に基づき進行管理を行います。 

      具体的には、基本計画【Ｐｌａｎ（計画）】に位置付け推進している施

策【Ｄｏ（実行）】に対して、計画期間の最終年度における評価指標の達

成状況を把握・検証【Ｃｈｅｃｋ（評価・検証）】し、次期基本計画を策

定する際に施策の見直し・改善【Ａｃｔｉｏｎ（見直し）】を図るととも

に、実施計画【Ｐｌａｎ（計画）】に位置付け実施をしている事業【Ｄｏ

（実行）】に対しては、毎年、活動指標に対する達成状況を把握し、これ

を検証【Ｃｈｅｃｋ（評価・検証）】した上で、この検証結果に基づいて、

次期実施計画を策定する際に事務事業の見直し・改善【Ａｃｔｉｏｎ（見

直し）】を図ることとします。また、検証の結果は公表して市民への周知

を図ります。 

      なお、実施状況の検証結果や社会経済情勢の急激な変化等によって基本

計画等の内容に変更を加える必要が生じた場合は、計画期間中であっても、

所要の改訂を行うものとします。 
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  ２ 重点戦略 

 

   (１) 基本的な考え方 

 

    ① 位置付け 

      この重点戦略は、人口減少や雇用の場の不足の克服といった本市の最重

要課題への対策を図るため設定するもので、本基本計画における組織横断

的な取組みとして、目的を同じくする「鴨川市まち・ひと・しごと創生総

合戦略」と一体的に推進します。 

      鴨川市人口ビジョンにおける人口の将来推計及び人口減少に伴い生ず

る事象、影響等の分析を広く市民の共通認識とし、また、目指すべき将来

の方向を前提として、「しごと」が「ひと」を呼び、「ひと」が「しごと」

を呼び込む好循環を確立するとともに、その好循環を支える「まち」の活

力を創造することを基本認識とします。 

      ［目指すべき将来の方向］ 

       ○ 移住・定住の促進 

       ○ 若い世代の結婚・子育て等に関する希望の実現 

       ○ 時代にあった地域づくりの推進 

      このため、地域の特色や地域資源を活かした施策を展開するとともに、

特に、充実した保健・医療・福祉環境と観光資源の集積とを本市の強みと

して認識し、この強みを活かして「健やかさ」と「交流」にあふれる鴨川

市を創造するための施策の重点的な実施を図るものとします。 

 

    ② 構成 

      この重点戦略は、しごとづくり、ひとの流れ、結婚・出産・子育て、地

域づくりの４つを戦略の柱とし、この柱に即した基本目標と施策の方向、

重点的に推進すべき横断的な施策と基本的な施策とで構成します。なお、

基本目標と具体的な施策については、数値目標または客観的な指標を示す

ものとします。 
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   (２) 施策・プロジェクト 

 

    ① しごとづくり ～ 鴨川市での安定した雇用を創出する 

     ア 基本目標 

項目 目標値（令和２年度） 

雇用創出数（累計） 300 人 

人口に占める就業者の割合 

（15歳以上） 

５％増 

（平成 22年 54.5％） 

市内企業の付加価値額 720 百万円増 

（平成 24年 41,645 百万円） 

 

     イ 施策の方向 

       就労時期を迎えた若者たちが、この地域で安定した「しごと」に就く

ことができること、また、田舎暮らしを志向する人々が移住をした際に、

生業として就ける「しごと」があること、そして若者たちが、結婚、出

産、子育てといった希望を実現させるためにも、その基盤として、安定

した雇用、収入が得られるとともに、ゆとりのある生活環境を創造でき

ることが重要です。 

       このため、本市が首都圏に近く、県内でも有数の観光地であること、

加えて全国レベルの医療機関を中心とした医療、福祉施設が集積し、こ

うした産業分野へ人材を輩出する教育機関、すなわち、城西国際大学観

光学部、亀田医療大学、亀田医療技術専門学校が立地し、県立長狭高校

においては医療福祉コースが設置されていることを本市の稀有な強み

と認識し、こうした産業自体の強化に向けた取組みを進めるとともに、

様々な分野の産業にこれらの効果を波及させ、市内産業全般の底上げを

図ることにより、本市全般の「しごと」づくりと充実した労働環境の創

出を目指します。 

       また、農林水産業については、農商工連携や６次産業化、ブランド化

のほか、農地の集積や後継者の確保のための取組みを進めます。 

       さらに、産業競争力の強化を図るため、交通アクセスの整備を進める
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とともに、富を集積し、域内の循環を促進するため、エネルギーを含む

地産地消などの戦略的な取組みを進めます。 

       そして、新たなひとの流れを生み出すことにより、そこから派生する

地域消費の押し上げや雇用の創出など、新たな産業の育成、誘致による、

しごとづくりを進めます。 

 

     ウ 重点施策 

      (ア) 健康福祉産業の拡大 

         日本は世界最長の平均寿命や高い保健医療水準を達成してきた

一方、食生活をはじめとするライフスタイルの変化等を背景に、生

活習慣病が顕在化してきており、健康増進や予防医療、介護、生活

支援サービス等の重要性が高まっています。また、急速な少子高齢

化の進展により、子育て世代や高齢者を取り巻く生活環境も大きく

変化している中で、安全・安心に生活できる支援への需要も増加し

ていくことが見込まれます。 

         今後は、医療・福祉サービス業をはじめ、食料品加工などの製造

業、農林水産物や温泉などの地域資源を活かした観光関連サービス

業への波及やスポーツ分野などとの融合による新たな産業の創出

も見込まれることから、本市の充実した医療・福祉環境を活かし、

関連産業分野の拡大・成長を図ります。 

         展開の方向１ メディカル・ヘルスツーリズムの創出 

          ・ 医療・健康の要素を取り入れたグリーンツーリズムやブル

ーツーリズム、スポーツツーリズムを含め、多様なメディカ

ル・ヘルスツーリズムを展開します。 

         展開の方向２ 地域食材を活用した健康産業の創出 

          ・ 地元産品を使った健康食の提供など、食の面からの健康づ

くりとともに、地産地消の推進を図ります。 

         展開の方向３ 医療・福祉関連産業の振興 

          ・ ＩｏＴ等の情報技術の活用と医療・福祉関連設備整備を促

進するとともに、関連する企業等の誘致を図ります。 
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         展開の方向４ 医療・福祉人材の育成 

          ・ 医療・福祉関係事業所への就職希望者や学生などを修学資

金の貸付などにより支援するとともに、観光サービス業など

他産業との連携を図り、医療・福祉関連の幅広い事業を支え

る多様な人材を育成します。 

 

      (イ) 農林水産・商工・観光業の連携促進 

         農林水産業と食品製造業や食品卸売・小売業、飲食業、観光サー

ビス業等の連携を促進し、経営資源の相互依存・共有を進めること

で、消費者のニーズを踏まえた商品開発力の獲得を促し、地域ブラ

ンドの育成や、地域固有の特産品等を活用した新たな商品開発等を

促進するとともに、こうした商品を活かした観光交流の促進により

新たな付加価値を生み出すなど、産業規模の拡大を図り、雇用の促

進を図ります。 

         展開の方向１ 地元ブランド・商品開発 

          ・ 農林水産物の高付加価値化とブランド化に向けた取組みを

支援するとともに、６次産業化を目指す農林水産事業者に対

して第２次、第３次産業関連団体等との連携を支援します。 

         展開の方向２ 魅力ある体験型観光メニューの開発 

          ・ グリーンツーリズム、ブルーツーリズム及びヘルスツーリ

ズム等における魅力ある体験型観光メニューの開発を促進

し、多様なツーリズムを推進します。 

         展開の方向３ 交流拠点のにぎわいづくり 

          ・ 総合交流ターミナル「みんなみの里」や道の駅「鴨川オー

シャンパーク」等の交流拠点における機能強化を図ります。 

 

     エ 基本的な施策と指標 

      (ア) 地域の強みを活かした“しごと”づくりと、充実した労働環境の

創出 

         【重要業績評価指標（ＫＰＩ）】 
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項目 基準値 

（基準年次） 

目標値 

（令和２年度） 

市内事業所数（製造業、卸

売・小売業） 

527 件 

（平成 24年２月） 

553 件 

市の魅力を「保健・医療・

福祉が充実した都市」と考

える市民の割合（まちづく

りアンケート調査） 

32.5％ 

（平成 25年度） 

増加 

ふるさとハローワークの紹

介による就職者数（延べ数、

累計） 

626 人 

（平成 26年度） 

3,255 人 

         ○ 企業立地等の促進 

           企業立地等の促進 

           医療・福祉関連企業等の誘致 

         ○ 医療・福祉関連施設整備の促進 

           高齢者保健・福祉・介護関連施設整備の充実 

           市立国保病院の充実 

         ○ 中小企業等の経営支援及び起業環境の整備 

           中小企業等の経営支援及び起業環境の整備 

         ○ 雇用対策の強化 

           求人情報コーナーの機能強化 

           若年者等の就職活動への支援 

 

      (イ) 農商工連携等による農林水産業の振興と後継者の確保 

         【重要業績評価指標（ＫＰＩ）】 

項目 基準値 

（基準年次） 

目標値 

（令和２年度） 

農商工連携等により開発され

た商品数（累計） 

－ ３件 
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みんなみの里、鴨川オーシャ

ンパーク入込客数 

660 千人 

（平成 26年度） 

868 千人 

認定新規就農者数（累計） － ５人 

新規就漁者数（累計） － ５人 

有害鳥獣による年間農作物被

害額 

10,900 千円 

（平成 26年度） 

6,435 千円 

         ○ 農商工連携の促進／農林水産物の高付加価値化と販売促進 

           一次産品の高付加価値化と販売促進 

           総合交流ターミナルの機能強化 

           オーシャンパークの充実 

         ○ 耕畜連携の促進 

           耕畜連携への助成 

         ○ 後継者の育成・確保 

           新規就農者の確保 

           漁業の担い手の育成 

         ○ 有害鳥獣対策の強化 

           有害鳥獣対策の強化 

 

      (ウ) 交通アクセスの整備 

         【重要業績評価指標（ＫＰＩ）】 

項目 基準値 

（基準年次） 

目標値 

（令和２年度） 

「国・県道など幹線道路網

の整備促進」に不満を持つ

市民の割合（まちづくりア

ンケート調査） 

47.4％ 

（平成 25年度） 

33.2％ 

「鉄道の利用しやすさ」に

不満を持つ市民の割合（ま

ちづくりアンケート調査） 

54.1％ 

（平成 25年度） 

減少 

（改善） 
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「高速バスの利用しやす

さ」に不満を持つ市民の割

合（まちづくりアンケート

調査） 

25.7％ 

（平成 25年度） 

減少 

（改善） 

         ○ 国・県道の整備促進 

           国・県道の整備促進 

         ○ 幹線市道の整備 

           幹線市道の整備 

         ○ 鉄道及び高速バスの利便性向上の促進 

           ＪＲ外房線・内房線の利便性向上の促進 

           高速バスの利便性向上の促進 

         ○ パーク・アンド・ライド環境の整備 

           パーク・アンド・ライド環境の整備 

 

      (エ) 富の集積と域内循環のための戦略的な施策の展開 

         【重要業績評価指標（ＫＰＩ）】 

項目 基準値 

（基準年次） 

目標値 

（令和２年度） 

ふるさと納税額 2,790 千円 

（平成 26年度） 

50,000 千円 

住宅用省エネルギー等設備の

申請基数（累計） 

34 件 

（平成 26年度） 

175 件 

         ○ ふるさと納税の推進 

           ふるさと納税の推進 

         ○ 自立分散型エネルギーの導入の促進 

           住宅用省エネルギー等設備の設置促進 

 

      (オ) 新たな産業の育成、誘致 

         【重要業績評価指標（ＫＰＩ）】 
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項目 基準値 

（基準年次） 

目標値 

（令和２年度） 

立地企業及び事業所の増加・

拡充件数（累計） 

－ ５件 

         ○ 新たな産業の育成、誘致 

           企業立地等の促進（再掲） 

 

    ② ひとの流れ ～ 鴨川市への大きな人の流れを創る 

     ア 基本目標 

項目 目標値（令和２年度） 

転入者数 300 人累増 

転出者数 200 人累減 

観光入込客数（重点戦略分） 280 千人増 

 

     イ 施策の方向 

       本市への移住・定住を促進するため、定年帰農やＵＪＩターンを促進

する「ふるさと回帰支援センター」や就業支援を行う「ふるさとハロー

ワーク」を通じ、移住希望者向けの情報提供を進めるとともに、転入者

の住宅取得などを支援します。 

       また、本市周辺地域における看護師を確保するための修学資金貸付制

度の運用を行うとともに、大学等教育機関及び地元企業等との連携強化

を促進し、地域を支える人材の育成・確保、定着を図ります。 

       さらに、本市の豊かな自然環境や充実した医療・福祉環境を活かし、

東京圏や近隣を含めた高齢者の移住環境を整備することにより、健康な

時から介護・医療が必要となった時にも移転することなく安心して暮ら

し続けることができるシニア・コミュニティ、「日本版ＣＣＲＣ」につ

いて、鴨川版の構想を検討し、元気な高齢者の移住を促進します。 

       観光・交流については、鴨川ならではの旅行商品の造成・販売を行う

ため、地域と旅行者や旅行会社などの市場をつなぎ、観光面におけるワ

ンストップの総合窓口としての機能を担う事業体である「鴨川市観光プ
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ラットフォーム推進協議会」を本市の観光振興に向けての中核的な組織

として位置付け、情報戦略の３つの柱（商品造成、販売促進、メディア）

により誘客を促進するとともに、本市を訪れたお客様の域内消費の拡大

に向けた仕組みづくり、観光宣伝、プロモーション活動を通した地域イ

メージの確立、ブランド化を図ります。 

       また、2020 年オリンピック・パラリンピック東京大会に係る合宿誘

致などを契機としたスポーツツーリズムや、全国レベルの医療クラスタ

ーを背景とした医療観光の推進、そして、前原・横渚海岸を中心とした

海浜エリアの再整備の検討など、新たな観光交流資源の創出や、地域産

業の振興に向けた取組みを進めます。 

 

     ウ 重点施策 

      (ア) 高齢者の移住促進（鴨川版ＣＣＲＣ構想の推進） 

         東京圏をはじめとする地域の高齢者が、自らの希望に応じて鴨川

市に移り住み、地域社会において健康でアクティブな生活を送ると

ともに、医療介護が必要な時には継続的なケアを受けることができ

るような環境づくりを進めます。 

         また、市内外の健康長寿を志向する高齢者等のニーズに応えるた

め、豊かな自然と充実した医療・福祉など、本市の特色と強みを活

かし、誰もが快適で過ごしやすい住環境と新たな社会システムを創

出するとともに、高齢者福祉・介護事業を含む健康福祉産業の振興

を図り、ひいては雇用の創出と若年者の流入、地域経済の振興にも

資するため、官民一体となって「高いＱＯＬを実現する社会」、す

なわちプラチナ・コミュニティの構築を目指します。 

         展開の方向１ 鴨川版ＣＣＲＣ構想等の策定 

          ・ 国で検討が進められている「『生涯活躍のまち』構想（日

本版ＣＣＲＣ構想）」を踏まえ、本市における構想等を策定

し、官民一体となって推進します。 

         展開の方向２ 高齢者の移住・居住支援 

          ・ ふるさと回帰支援センターにおいて移住に関するワンスト
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ップ相談の実施を図るとともに、農家民泊の拡充などにより、

都市住民のお試し居住のニーズへの対応を図ります。また、

「サービス付き高齢者向け住宅」や空き家等を活用して高齢

者の居住空間を確保するとともに、地域全体で見守り等を行

う環境の整備を図ります。 

         展開の方向３ 健康づくり、生涯学習活動等の促進 

          ・ 高齢者が健康的でアクティブな生活を送ることができるよ

う、スポーツなどの健康づくり活動や生涯学習活動等のプロ

グラムづくりを進めるとともに、コミュニティ活動など、地

域社会におけるさまざまな活動への参加を促進します。 

         展開の方向４ 就労の支援 

          ・ 高齢者の起業のサポートやアドバイスを行うとともに、ふ

るさとハローワークにおいて、移住者と企業とのマッチング

をはじめ、就労に関する情報提供を行います。 

 

      (イ) 観光プラットフォームの機能強化（鴨川版ＤＭＯの形成） 

         産学民官一体となって観光振興事業を実施する組織として設立

された「鴨川市観光プラットフォーム推進協議会」について、様々

な地域資源を組み合わせた観光地の一体的なブランドづくり、ウェ

ブ・ＳＮＳ等を活用した情報発信・プロモーション、ビッグデータ

等を活用した効果的なマーケティング、戦略策定等により、地域ブ

ランドの構築や新たな地域産品の創出に資するため、観光地域づく

りの推進主体（鴨川版ＤＭＯ）としての機能強化を図ります。 

         展開の方向１ ブランディング・プロモーション活動の支援 

          ・ ブランディングやプロモーション活動を促進するため、協

議会としてのアクションプランの策定を支援するとともに、

ブランディングやプロモーション活動などに従事する人材

の育成・確保を図ります。 

         展開の方向２ 多様なツーリズムの展開と観光地域づくりの促

進 
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          ・ 地域資源を活用した多様なツーリズムの展開を促進すると

ともに、観光地としての魅力を高めるための協議会の取組み

を支援します。 

 

     エ 基本的な施策と指標 

      (ア) ＵＪＩターンの促進 

         【重要業績評価指標（ＫＰＩ）】 

項目 基準値 

（基準年次） 

目標値 

（令和２年度） 

若年層（40代以下）の移住者

数（増加分）（累計） 

－ 200 人 

熟年層・高齢者（50～70 代）

の移住者数（増加分）（累計） 

－ 100 人 

農家民泊の年間受入れ人数

（延べ数） 

982 人 

（平成 26年度） 

1,700 人 

住宅取得奨励金制度の活用に

よる転入者数（累計） 

127 人 

（平成 27年７月） 

282 人 

         ○ ふるさと回帰の促進 

           ふるさと回帰支援センターの機能強化 

           農家民泊の拡充促進 

         ○ 住宅取得等の支援 

           新規定住に伴う住宅取得の奨励 

           住宅の耐震化等の促進 

 

      (イ) 大学等教育機関及び地元企業等との連携による地域を支える人材

の育成・確保、地元定着の促進 

         【重要業績評価指標（ＫＰＩ）】 

項目 基準値 

（基準年次） 

目標値 

（令和２年度） 
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市内大学への進学者数 

（大学入学奨励金交付対象者

数） 

12 人 

（平成 27年度） 

増加 

地域おこし協力隊人数（累計） － ２人以上 

医療・福祉人材養成数（市支

援分）（累計） 

76 人 

（平成 26年度＊） 

270 人 

         ＊ 平成 23年度から 26 年度までの看護師等修学資金貸付対象者数 

         ○ 市内大学への進学の促進 

           市内大学への入学の奨励 

         ○ 地域を支える人材の育成・確保、地元定着の促進 

           過疎地域における活性化施策の総合的な推進 

           大学との連携による地域の課題解決と活性化の促進 

         ○ 医療・福祉人材の育成・確保 

           看護師等の確保 

           介護人材の確保 

 

      (ウ) 元気な高齢者の移住促進 

         【重要業績評価指標（ＫＰＩ）】 

項目 基準値 

（基準年次） 

目標値 

（令和２年度） 

鴨川版ＣＣＲＣ立地箇所数

（累計） 

－ ２箇所 

         ○ 鴨川版ＣＣＲＣ構想の推進 

           鴨川版ＣＣＲＣ構想の策定及び推進 

 

      (エ) 産学民官が一体となった戦略的・国際的な観光交流の促進 

         【重要業績評価指標（ＫＰＩ）】 

項目 基準値 

（基準年次） 

目標値 

（令和２年度） 
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中間支援組織の取扱件数（鴨

川市観光プラットフォーム推

進協議会） 

2,206 人 

（平成 26年度） 

5,000 人 

外国人宿泊者数 2,031 人 

（平成 26年） 

4,000 人 

         ○ 戦略・機能的な推進・マネジメント体制の整備（観光プラッ

トフォーム組織の機能強化（鴨川版ＤＭＯの形成）） 

           中間支援組織の機能強化 

         ○ 国際的な観光交流の促進 

           インバウンドに対応できる人材の育成 

           インバウンドの観光宣伝の充実 

         ○ 広域連携による観光誘客の推進 

           近隣市町村等との広域連携の推進 

 

      (オ) 新たな観光交流の創出 

         【重要業績評価指標（ＫＰＩ）】 

項目 基準値 

（基準年次） 

目標値 

（令和２年度） 

本市において合宿等を実施し

た全日本クラス以上またはプ

ロのスポーツ団体の年間団体

数 

３団体 

（平成 26年度） 

８団体 

総合運動施設（多目的施設を

含む）の年間利用者数 

８万人 

（平成 26年度） 

17 万人 

新たな観光・交流の創造に資

するプランの策定及び施設整

備着手件数（累計） 

－ ３件 

         ○ スポーツツーリズム 

           多目的施設の整備 

           総合運動施設の都市公園としての整備 
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           2020 年オリンピック・パラリンピック東京大会関連合宿等

の誘致 

           千葉ロッテマリーンズのキャンプ等の誘致 

         ○ メディカル・ヘルスツーリズム 

           観光振興基本計画の策定及び推進 

         ○ 新たな観光・交流資源の整備 

           前原・横渚海岸周辺・海辺の魅力づくり事業 

           市民ギャラリーの整備 

           社会教育関連施設の整備充実 

 

    ③ 結婚・出産・子育て ～ 次代を担う健やかな子どもたちを育む 

     ア 基本目標 

項目 目標値（令和２年度） 

合計特殊出生率 1.50 

結婚希望実績指標 80％ 

次に掲げるまちづくりアンケート調査

の結果 

・保育サービスの充実、施設の整備に

満足する市民の割合 

・子育て支援施策の促進に満足する市

民の割合 

・若年世代（10～40 代）の定住意向 

 

 

50％（平成 25年度 19.1％） 

 

30％（平成 25年度 16.3％） 

 

80％（平成 25年度 70.8％） 

 

     イ 施策の方向 

       結婚し、子どもを生み育てようとする若い世代の希望を実現するため、

婚活を支援する取組みを進めるとともに、妊娠・出産・子育ての切れ目

のない支援を行います。 

       また、多子世帯への支援や医療費負担の軽減などを通じて子育て世帯

の経済的安定を図るとともに、民間事業者による認定こども園等の整備

を支援し、子ども・子育て支援環境の整備を加速度的に進めます。 
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       さらに、幼保一元化、学童保育の実施に伴う就学児童の保育環境の充

実や、学校教育における小中一貫校の設置、放課後子ども教室（土曜ス

クール）の推進など、特色ある教育環境を大きな強みと認識し、引き続

き、その充実ときめ細やかな対応を図るとともに、地域に愛着を持てる

教育の推進などに取り組みます。 

 

     ウ 重点施策 

      (ア) 子育てのトータルサポート 

         核家族化や地域のつながりの希薄化等により、地域において妊産

婦やその家族を支える力が弱くなっており、妊娠、出産及び子育て

に係る妊産婦等の不安や負担が増えています。 

         そこで、結婚から妊娠・出産を経て子育て期に至るまでの切れ目

のない支援の強化を図るため、子育てに関する総合相談窓口を設置

するとともに、産前産後ケアや在宅、地域における子育て支援に向

けた体制づくりを進めます。 

         展開の方向１ 子育て総合相談窓口の設置 

          ・ 多岐にわたる出産・子育て等の相談に対してワンストップ

で対応するため、総合相談窓口を設置するとともに、保健師

や社会福祉士、医療機関、子育てサークル等との連携を図り、

多職種による相談支援体制を構築します。 

         展開の方向２ 産前・産後ケア 

          ・ 産前・産後の不安や家事等の心身の疲れを持つ母親とその

子どもを支援するため、専門スタッフによる相談、家事支援

等のサービス提供について、地域や民間企業を含めた体制づ

くりを進めます。 

         展開の方向３ 在宅子育て支援 

          ・ 保健師や社会福祉士等の専門家が在宅の母子を訪問し、育

児支援等のサポートを行います。 

         展開の方向４ 地域子育て支援 

          ・ 子育ての大先輩である地域の元気なお年寄り等による子育
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て支援を促進するとともに、支援者と母子との集いの場の形

成を図ります。 

          ・ 地域における子育て世代の交流の場づくりと主体的な活動

の促進を図ります。 

 

      (イ) 鴨川の未来創生（人財育成） 

         幼保一元化や小中一貫教育など、本市の特色ある教育環境のもと

で、未来の鴨川を担う人材である子どもたちを育成するため、本市

独自の教育の充実を図ります。 

         また、地域の協力のもとで、子どもたちが地域の魅力を発見し、

その魅力に触れることで自信と誇り、さらには自分たちのまちを元

気にしたいと想う気持ちの芽生えを促し、将来にわたる地域との絆

を醸成します。 

         展開の方向１ 特色ある教育の推進 

          ・ 地域の将来を担う優れた人材を育成するため、幼保一元化

と小中一貫教育を推進するとともに、独自の英語教育やＩＣ

Ｔ教育の充実、学力レベルに応じて子どもたちが理解しやす

い教材・コンテンツの作成など、学力向上に向けた取組みを

進めます。 

         展開の方向２ 地場産業や歴史・文化を活用したふるさと教育の

推進 

         ・ 子どもたちの地域への愛着と誇りを醸成し、ひいては鴨川

市に定着し、またはＵＪＩターンの促進に資するため、地域

との連携により、地場産業や歴史・文化に関する学習機会の

充実を図ります。 

 

     エ 基本的な施策と指標 

      (ア) 婚活、妊娠・出産・子育ての切れ目のない支援 

         【重要業績評価指標（ＫＰＩ）】 

項目 基準値 目標値 
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（基準年次） （令和２年度） 

結婚事業をきっかけとして婚

姻に至ったカップル数（累計） 

１組 

（平成 27年７月） 

15 組 

（市内に居宅を

構えた組数） 

「子どもがほしいと思う」市

民の割合（結婚・出産・子育

て等に関する市民アンケート

調査） 

85.4％ 

（平成 27年度） 

向上 

         ○ 婚活の支援 

           結婚支援の充実 

         ○ 妊娠・出産・子育ての支援 

           母子保健の推進 

           歯科保健の推進 

 

      (イ) 子ども・子育て支援環境の充実 

         【重要業績評価指標（ＫＰＩ）】 

項目 基準値 

（基準年次） 

目標値 

（令和２年度） 

認定こども園数（公立施設の

移行分を含む） 

－ ４園 

病児・病後児保育実施施設数 － １施設 

子育て短期支援事業実施施設

数 

－ １施設 

子育て支援センターの年間利

用者数（延べ数） 

6,744 人 

（平成 26年度） 

16,170 人 

学童保育を利用した児童数 206 人 

（平成 26年度） 

356 人 

障害児通所支援施設数 － １施設 

「男女の地位は平等になって 18.2％ 25.0％ 
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いる」と回答した市民の割合

（男女共同参画に関する市民

意識調査） 

（平成 27年度） 

         ○ 子ども・子育て支援環境の整備充実 

           教育・保育サービスの充実 

           子育て短期支援事業の推進 

           地域子育て支援の充実 

           養育支援訪問事業の推進 

           新たな幼保一元化の推進 

           学童保育の充実 

           障害児通所支援の推進 

         ○ 男女共同参画に関する市民啓発の推進 

           男女共同参画に関する市民啓発の推進 

 

      (ウ) 子育てに係る経済的負担の軽減 

         【重要業績評価指標（ＫＰＩ）】 

項目 基準値 

（基準年次） 

目標値 

（令和２年度） 

経済的支援の充実を子育てし

やすい環境づくりのために重

要だと思う市民の割合（結

婚・出産・子育て等に関する

市民アンケート調査） 

62.6％ 

（平成 27年度） 

減少（改善） 

         ○ 出産祝金の支給 

           出産祝金の支給 

         ○ 子ども医療費の助成 

           子ども医療費の助成の拡充 

 

      (エ) 特色ある教育の推進 

         【重要業績評価指標（ＫＰＩ）】 
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項目 基準値 

（基準年次） 

目標値 

（令和２年度） 

「お子さんは幼稚園生活を楽

しく送っている」と回答した

保護者の割合（保護者アンケ

ート） 

97.0％ 

（平成 26年度） 

100.0％ 

「お子さんは小学校または中

学校生活を楽しく送ってい

る」と回答した保護者の割合

（保護者アンケート） 

90.4％ 

（平成 26年度） 

100.0％ 

中学３年生で英語検定３級程

度の能力を有する生徒の割合

（英語の学力状況調査） 

19.4％ 

（平成 26年度） 

向上 

ＩＣＴ機器を活用した授業及

び学習時間増加数 

― 小学校 400 時間 

中学校1,000時間 

大学等との連携による生涯学

習プログラムへの年間参加者

数（延べ数） 

594 人 

（平成 26年度） 

650 人 

         ○ 新たな幼保一元化の推進 

           新たな幼保一元化の推進（再掲） 

         ○ 小中一貫教育の推進 

           小中一貫教育の推進 

         ○ 英語教育の充実 

           英語教育の充実 

         ○ 情報化に対応した教育の充実 

           情報化に対応した教育の充実 

         ○ 大学との連携による特色ある生涯学習プログラムの充実 

           大学等との連携による特色ある生涯学習プログラムの充実 

 

      (オ) 郷土への誇りと愛着の醸成（ふるさと教育の推進） 
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         【重要業績評価指標（ＫＰＩ）】 

項目 基準値 

（基準年次） 

目標値 

（令和２年度） 

放課後子ども教室（土曜スク

ール）の実施小学校区数 

６小学校区 

（平成 27年４月） 

８小学校区 

文化財関係の講座・見学会の

内容に満足した参加者の割合

（参加者アンケート） 

65％ 

（平成 26年度） 

75％ 

         ○ 学校・地域との連携 

           学校・地域等との連携（学校支援ボランティアの育成と組織

化） 

           青少年育成団体に関する活動の活性化 

         ○ 地域学習・ボランティア活動の支援 

           地域学習・ボランティア活動の支援 

         ○ 文化財保護活動の支援 

           指定文化財保護活動の支援と適正保護の推進 

           地域の歴史・文化資源の周知と有効活用 

 

    ④ 地域づくり ～ 持続可能な地域社会を構築する 

     ア 基本目標 

項目 目標値（令和２年度） 

平均寿命 延伸 

（平成 22 年 男性 79.7 歳、女性

85.8 歳） 

健康寿命 延伸 

（平成 23 年 65 歳の平均自立期間 

男性 17.20 歳、女性 20.14 歳） 

地区コミュニティ施設の充実や地域活

動の促進に満足する市民の割合（まち

40％ 

（平成 25年度 19.1％） 
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づくりアンケート調査） 

 

     イ 施策の方向 

       安心して暮らせる地域コミュニティを維持・再生するため、移住者を

含め、若い世代や元気な高齢者、市民活動団体が連携し、地域でささえ

あう体制づくりを促進します。 

       また、2020 年オリンピック・パラリンピック東京大会の合宿誘致な

どを契機として、誰もが暮らしやすいまちづくりを加速するとともに、

市民がライフステージに応じてスポーツを楽しみ、充実した医療環境の

もとで健康づくりに取り組むことのできる環境の整備を進めます。 

       さらに、高齢者が住みなれた地域で安心して持続的に暮らすことがで

きるよう、介護予防や生活支援等のサービスが在宅医療・介護サービス

として提供される在宅医療拠点の形成のための体制を構築するなど、地

域包括ケアの充実に向けた取組みを進めます。 

       そして、人口の減少等の動向に対応し、交通ネットワークの再編を進

めるとともに、公共施設及びインフラ資産等の最適化を図るため、公共

施設等の適切な維持管理を計画的に進めます。 

       特に、学校の統廃合等によって生じた学校跡地等遊休施設については、

全市的なまちづくり及び地域活性化の観点から有効に活用していくた

め、新たに生じる行政需要への対応など、多様化、高度化する市民ニー

ズ、将来のまちづくりへの備えなどを考慮し、将来を見通した活用を進

めます。 

 

     ウ 基本的な施策と指標 

      (ア) 安心して暮らすことができる地域コミュニティの維持・再生 

         【重要業績評価指標（ＫＰＩ）】 

項目 基準値 

（基準年次） 

目標値 

（令和２年度） 

自治組織への加入率 61.9％ 63.9％ 
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（平成 27年６月） 

まちづくり支援補助金を活用

した活動団体数（累計） 

28 団体 

（平成 27年５月） 

53 団体 

         ○ 防災対策の強化 

           地域における自主防災組織の育成支援 

         ○ 自治組織の維持・確保 

           自治組織への加入促進 

           新たな自治組織の立ち上げ支援 

         ○ 地域を支える人材の育成・確保、地元定着の促進（再掲） 

           過疎地域における活性化施策の総合的な推進（再掲） 

           大学との連携による地域の課題解決と活性化の促進（再掲） 

         ○ 市民提案によるまちづくりの支援 

           市民提案によるまちづくりの支援 

      (イ) 2020 年オリンピック・パラリンピック東京大会の合宿誘致などを

契機としたユニバーサルデザインによるまちづくり 

         【重要業績評価指標（ＫＰＩ）】 

項目 基準値 

（基準年次） 

目標値 

（令和２年度） 

公共施設の安全性（段差解消や

手すりの使いやすさ）に不満を

もつ市民の割合（まちづくりア

ンケート調査） 

45.3％ 

（平成 25年度） 

減少 

（改善） 

         ○ バリアフリーのまちづくりの推進 

           バリアフリーのまちづくりの推進 

      (ウ) ライフステージに応じた健康づくりの促進 

         【重要業績評価指標（ＫＰＩ）】 

項目 基準値 

（基準年次） 

目標値 

（令和２年度） 

自分が健康だと思う市民の割 40～64 歳 向上 
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合（高齢者保健福祉計画等の策

定に関する市民アンケート調

査） 

80.7％ 

前期高齢者 79.1％ 

後期高齢者 69.2％ 

（平成 26年度） 

高齢者に占める要介護認定者

の割合 

18.7％ 

（平成 27年４月） 

22.4％ 

（増加率の抑

制） 

         ○ 自主的な健康づくりの促進 

           健康づくり活動の促進 

           自主的な健康づくりの支援 

         ○ スポーツ施設の整備充実 

           多目的施設の整備（再掲） 

           総合運動施設の都市公園としての整備（再掲） 

         ○ 介護予防の推進（高齢者の社会参加の促進） 

           地域支援事業（介護予防事業）の推進 

           シルバー人材センターの活用 

      (エ) 高齢者等が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けることがで

きる環境づくり（地域包括ケアの充実） 

         【重要業績評価指標（ＫＰＩ）】 

項目 基準値 

（基準年次） 

目標値 

（令和２年度） 

コミュニティバスの年間利用

者数（延べ数） 

36,068 人 

（平成 26年度） 

41,661 人 

見守り協定を締結した事業所

数（累計） 

10 事業所 

（平成 27年３月） 

26 事業所 

福祉総合相談センター新規相

談受付件数 

880 件 

（平成 25・26 年度

平均） 

現状維持 

         ○ 生活交通の充実 

           コミュニティバスの運行 
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           公共交通の利用促進 

         ○ 総合相談体制の充実 

           総合相談体制の充実 

         ○ 在宅医療・介護の連携の促進 

           在宅医療・介護連携の推進 

           医療・福祉等関係者間における利用者支援情報ネットワーク

の整備検討 

         ○ ひとり暮らし高齢者等の支援 

           緊急通報システムの整備等 

           高齢者世帯等の安否確認 

         ○ 見守りネットワークの形成 

           見守りネットワークの形成 

      (オ) ファシリティマネジメントの強化 

         【重要業績評価指標（ＫＰＩ）】 

項目 基準値 

（基準年次） 

目標値 

（令和２年度） 

「市有財産の適正な管理」に不

満をもつ市民の割合（まちづく

りアンケート調査） 

21.5％ 

（平成 25年度） 

減少 

（改善） 

特定空き家の情報受理件数に

対する改善率 

20％ 

（平成27年６月現

在） 

30％ 

学校跡地等遊休施設（18施設）

のうち活用方策等を定めた施

設数 

－ 18 施設 

         ○ 公共施設等の総合的な管理の推進 

           公共施設等の総合的な管理の推進 

         ○ 学校跡地等遊休施設の活用 

           学校跡地等遊休施設の活用 

         ○ 空き家対策の推進 
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           空き家対策の推進 

         ○ 市立国保病院のあり方の検討 

           市立国保病院の充実（再掲） 
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  ３ 快適で暮らしやすい交流拠点のまち 

 

   (１) 市街地の整備 

 

    現状と課題 

      本市の市街地は、沿岸部を中心に住宅地や商業施設、観光施設が混在す

る形態となっています。都市化の流れは周辺地域に新しい市街地を形成す

る一方、旧市街地では、空き店舗の増加や建物の老朽化が進行しています。 

      今後は、平成 28 年に改定する都市計画マスタープランに基づき、旧市

町が一体となった都市計画のもと、社会情勢の変化や地域の実情に応じた、

総合的かつ計画的な市街地の形成を進める必要があります。 

      また、本市の都市形成の核である安房鴨川駅周辺については、本市の玄

関口であり、交通拠点であることを踏まえ、更なる利便性・安全性の向上

を図る必要があります。 

      他方、太海望洋の丘においては、本市の学術・文化・交流の拠点として、

大学関連教育研究施設の更なる拡充を促進することが必要です。 

 

    基本方針 

      地域の特性を活かし、景観にも配慮した市街地の再生と創出に向け、都

市計画マスタープランに基づき、計画的な市街地整備を推進します。その

ため、都市計画区域の再編や用途地域の見直しに向け、必要となる検討を

進めます。 

      また、安房鴨川駅については、西口広場に設置された関係設備の更新を

進め、より利便性と安全性の高い空間の形成を進めます。 

      加えて、太海望洋の丘における大学関連教育研究施設の更なる拡充を促

進し、若者が学び、交流する魅力的な市街地の整備を図ります。 

     

    施策・事業内容 

○ 良好な市街地環境の形成 
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事業名 事業内容 

都市計画区域の再編及び用途地域

の見直し検討 

 社会情勢の変化や地域の実情に柔軟に対応

し、総合的かつ計画的な都市づくりを推進する

ため、都市計画区域の再編や用途地域の見直し

に向けた検討を進めます。 

 

○ 鉄道駅周辺環境の整備 

事業名 事業内容 

安房鴨川駅西口広場の整備  本市の玄関口であり、公共交通の乗換拠点と

もなっている安房鴨川駅西口広場の利便性と

安全性の向上を図るため、照明灯の更新や防犯

カメラの設置など、関連設備の整備を進めま

す。 

 

○ 特定建築物の耐震化の促進 

事業名 事業内容 

特定建築物の耐震化の促進  不特定多数が利用する市内の大規模な建築

物などの耐震改修費を補助し、その耐震化を促

進します。 

 

○ 太海望洋の丘の拠点機能の充実 

事業名 事業内容 

大学関連教育研究施設等の整備・

拡充 

 太海望洋の丘の拠点性を強化するため、同地

に立地する大学関連教育研究施設の整備等を

促進します。 

 

   (２) 居住環境の充実 

 

    現状と課題 
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      人口減少・少子高齢化が進行する中、市民の定住と市外からの移住を促

進していく観点から、ライフスタイルや価値観の多様化に対応した居住環

境の整備が求められており、民間や関係機関との連携のもと、自然環境に

調和した良好な住宅地の形成を誘導していく必要があります。 

      また、古くからの住宅地は、道幅の狭い道路による不整形な街区が多く、

環境・景観・防災・安全などの観点で問題を抱える地区も見られるため、

都市計画マスタープランに基づき、市民が住み続けたいと思える居住環境

づくりに継続的に取り組むことが求められています。 

      一方、老朽化した市営住宅は、市営住宅長寿命化計画に基づく建物の長

寿命化と、入居者の高齢化に対応した快適な住環境の確保を計画的に進め

ていく必要があります。 

 

    基本方針 

      安全で快適な居住環境の形成のため、市街地における狭あい道路の拡幅

整備を継続的に進めるとともに、民間による宅地開発等の適切な指導を行

い、良好な住宅地の誘導を図ります。 

      また、良質な住宅ストックの形成を図るとともに、これを定住の促進へ

と結び付けていくため、既存住宅の耐震化等のための改修や転入者の新築

住宅取得に助成を行います。 

      市営住宅については、市営住宅長寿命化計画に基づき、計画的な維持管

理に努めるとともに、高齢者に配慮した居住空間の確保に努めます。 

 

    施策・事業内容 

○ 快適な居住環境の実現 

事業名 事業内容 

適正な宅地開発の誘導  関係法令・指導要綱に基づき、民間による宅

地開発の適切な指導により、良好な居住環境の

誘導を図ります。 

狭あい道路の整備  狭あい道路の拡幅整備を推進し、安全で快適
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な住環境の形成を図ります。 

 

○ 安全で快適な住まいづくりの促進 

事業名 事業内容 

住宅の耐震化等の促進  無料建築相談会を開催するとともに、木造住

宅の耐震診断や耐震改修等に助成し、住宅の安

全性と快適性の向上を図ります。 

新規定住に伴う住宅取得の奨励  本市への定住を目的として転入してきた方

の新築住宅取得に助成し、定住人口の増加と地

域の活性化を図ります。 

 

○ 市営住宅の維持管理 

事業名 事業内容 

市営住宅の維持管理  市営住宅長寿命化計画に基づき、老朽化が顕

著となっている住宅の用途廃止を進める一方、

供用を継続する住宅については、床の段差解消

を図るなど、高齢者に配慮した設備への改修を

計画的に進めます。 

 

   (３) 道路網の整備 

 

    現状と課題 

      これまで、東関東自動車道館山線や一般国道 127 号富津館山道路、首都

圏中央連絡自動車道など、本市周辺の高規格幹線道路網の整備は着実に進

められており、南房総地域への交通アクセスの向上が図られてきています。

一方で、これらと本市を結ぶ国県道については、継続的に整備が進められ

てはいるものの、千葉県が掲げる県都１時間構想や高速道路アクセス 30

分構想の早期実現のためには、関係機関に対して、より積極的な整備拡充

を求めていく必要があります。 
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      一方、市道は、平成 26 年度末時点で、総延長 744ｋｍ、改良率 31.3％、

舗装率 68.8％となっています。このうち、一般市道については、地域内で

合意形成が図られた要望に基づき、緊急性、必要性及び公益性などを勘案

した総合的な判断のもとに整備を継続していく必要があり、一般国道 128

号の慢性的な渋滞から回避するための幹線市道については、その整備を計

画的かつ着実に推進していくことが求められています。 

      また、市道に架かる橋梁 286 橋の長寿命化と、舗装・法面・トンネルな

どの老朽化対策を計画的に進めていくことも必要です。 

 

    基本方針 

      広域的な交通ネットワークと、より快適で利便性・安全性の高い道路網

の形成を図るため、県との適切な役割分担と連携のもと、市道（幹線道路・

生活道路）の整備を進めます。 

      また、既存の道路施設については、市民の生命を守り、より信頼性の高

い道路交通を確保するため、橋梁や舗装、法面等の法定点検と計画的な修

繕を進めます。 

 

    施策・事業内容 

○ 一般市道等の整備 

事業名 事業内容 

生活道路の整備  日常生活に密着した生活道路の利便性・安全

性の向上のため、地域ごとの状況と課題を踏ま

え、身近な生活道路としての市道の整備を継続

的に進めます。 

橋梁の維持管理  橋梁長寿命化修繕計画に基づき、市道に架か

る橋梁の補修等を計画的に進め、通行時の安全

確保を図ります。 

舗装及び法面等の維持管理  市道のうち、舗装や法面、盛土、擁壁等の老

朽化が進んでいる箇所について、修繕計画に基
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づき計画的に補修等を進め、その維持管理を行

います。 

 

○ 幹線道路の整備 

事業名 事業内容 

国・県道の整備促進  本市と他地域を結び、都市の骨格を形成する

主要幹線道路などの整備を促進するため、イン

ターチェンジへのアクセス向上や交差点改良、

未改良区間の整備などについて、関係市町と連

携して国や県に対する要望活動を進めます。 

幹線市道の整備  国・県道の慢性的な渋滞緩和を図り、より安

全かつ円滑な道路交通を実現するため、市道貝

渚大里線の整備を進めます。 

 

   (４) 公共交通網の充実 

 

    現状と課題 

      本市の公共交通は、ＪＲ外房線と内房線の結節点でもある安房鴨川駅周

辺を中心として放射状に形成されており、地域間の移動を担う手段として

は、鉄道が海岸沿いに運行しているほか、東京及び千葉市方面へのアクセ

ス手段である高速バス、近隣市町村との間を結ぶ急行・幹線バスが運行し

ています。市内においては、民間事業者により、路線バス及びタクシーが

運行されているほか、本市においてもコミュニティバスを運行しています。 

      公共交通機関の利用者数は、自家用車の普及などに伴って減少傾向が続

いているものの、地域の高齢化が進展していることから、その重要性は着

実に増してきています。 

      今後も、マイカーを持たない地域住民の日常的な利用はもとより、観光

面での二次交通手段の提供という観点からも、身近な公共交通の維持・確

保を図ることが必要です。 

      また、既存の公共交通の維持確保とサービス水準の充実とともに、道路
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渋滞や交通事故の発生を抑止する観点からも、公共交通機関の利用を地域

ぐるみで促していくための取組みが求められています。 

 

    基本方針 

      地域公共交通網形成計画に基づき、民・官の間における機能分担の明確

化と連携の強化を図ることを基本として、将来にわたって持続可能な公共

交通網を形成していくための取組みを進めます。 

      必要に応じて、沿線自治体等との連携を図り、民間事業者に対して各運

行路線の利便性の向上を働きかけていくとともに、コミュニティバスをは

じめとする市営サービスのより効果的な運用について継続的に研究を進

め、市内公共交通網の更なる拡充を図ります。 

      また、利用者数の減少傾向を改善し、公共交通のサービス水準を下支え

するため、地域ぐるみで利用促進に取り組むとともに、鉄道・高速バスを

はじめとする幹線交通の乗換拠点における環境整備について検討を進め

るなど、自家用車と公共交通が賢く使い分けられる環境の導出に努めます。 

 

    施策・事業内容 

○ 幹線交通の充実 

事業名 事業内容 

ＪＲ外房線・内房線の利便性向上

の促進 

 沿線自治体や関係団体との連携のもと、鉄道

事業者に対して、ダイヤ改正及び施設整備を要

請していきます。 

高速バスの利便性向上の促進  高速バス事業者に対して、ダイヤ改正や待合

設備・運行路線の改善を要請していきます。 

 

○ 生活交通の維持確保 

事業名 事業内容 

民間バス路線の利便性の維持確保  バス事業者に対して、更なる利便性の確保を

要望するとともに、関係団体と連携し、近隣市
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町村間を結ぶバス路線の確保に関して協議を

進めます。 

コミュニティバスの運行  民間のサービスを効果的に補完する市営の

公共交通として、乗り継ぎ利便性やサービス水

準に関する検討を継続的に行いつつ、コミュニ

ティバスの運行を図ります。 

大学線の運行確保  鴨川駅と太海望洋の丘に立地する各施設を

結ぶ交通手段を確保することを主な目的とし

て、太海望洋の丘用路線バスの運行確保を図り

ます。 

 

○ 地域公共交通網の維持確保・充実 

事業名 事業内容 

公共交通の利用促進  市内の公共交通サービスに関する情報の一

元化や待合空間の改善など、その利用促進に向

けた取組みを関係団体等との連携のもと進め

ます。 

地域公共交通網形成計画の推進  地域の公共交通網を持続可能なかたちで維

持・形成していくため、法定協議会等の場を活

用し、地域公共交通網形成計画の評価・推進を

図ります。 

 また、デマンド型乗合タクシー等の新たな公

共交通システムの導入についても検討を進め

ます。 

パーク・アンド・ライド環境の整

備 

 高速バスや鉄道といった幹線交通の乗換拠

点近くまで自家用車で移動し、公共交通機関に

乗り換えるような利用方法（パーク・アンド・

ライド）がより容易となるよう、その環境整備

について検討を進めます。 
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   (５) 上下水道の整備 

 

    現状と課題 

      本市の水道事業は、近年、人口の減少、生活様式の多様化、節水器具の

普及や大口需要者による自己水源の活用等により、水需要に関しては低下

の傾向にあり、平成 26 年度末の給水状況は、給水戸数 17,991 戸、給水人

口 34,511 人、加入率 99.4％で、年間総給水量は 5,435,020 ㎥となってい

ます。 

      一方、水道施設としては、５つの浄水場を中心に、南房総広域水道企業

団から受水する２つの配水場のほか、地形的な状況から多くの加圧ポンプ

所などの配水施設を擁しており、水道管の総延長も約 381ｋｍに及んでい

ます。この中には創設当時からの施設も多く、その維持管理や修繕の経費

は年々増加しています。 

      今後は、水道事業が、拡張の時代から維持管理の時代へと、大きな転換

期を迎えていることを踏まえ、将来の水需要の予測に基づき、計画的な施

設の整備と運営、さらには水道事業の健全性の確保に取り組み、持続可能

な運営基盤の確立を図ることが求められます。 

      また、本市の公共下水道は未整備であることから、生活排水を浄化し、

河川や海域の水質を保全していくための汚水処理は、主に合併処理浄化槽

により対応しており、今後も、意識啓発を図りながら、この普及拡大に努

めていく必要があります。 

      さらに、近年、台風や豪雨などの発生頻度が増している中、浸水被害が

見られる地区もあるため、この対策としての排水機能の強化が求められて

います。 

 

    基本方針 

      安全・安心な水を将来にわたって安定的に供給できるよう、水需要の予

測を踏まえ、水道事業の健全性を維持しつつ、水道施設の整備と維持管理

並びに老朽化が進んでいる施設・設備の更新を計画的に実施します。 

      また、公共用水域の水質保全と、衛生的で快適な生活環境の確保のため、
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生活排水対策として、合併処理浄化槽への転換を継続的に促進します。 

      さらに、市街地における浸水被害の解消を目指し、排水路等の適切な設

置による雨水等処理機能の維持・向上を図ります。 

 

    施策・事業内容 

○ 安全で良質な水の安定供給 

事業名 事業内容 

水源施設、浄水設備及び配水施設

等の更新 

 老朽化した浄水設備等の更新・改良を計画的

に進め、給水の安定性を確保します。 

配水管等の維持管理  既設配水管等の適正な維持管理・更新に努

め、安全で良質な水を安定的に供給します。 

適正な浄水処理の実施  水質検査計画に即し、最新の科学的知見等に

基づく水質基準等の見直しに随時対応すると

ともに、水源から給水までの水質変化に合わせ

た適正な検査と浄水処理を実施します。 

広域水道事業への出資・補助  南房総広域水道企業団への出資・補助を行

い、貯水、取水、浄水等の諸施設の効率的な運

用と長期的かつ安定的な水源の確保を図りま

す。 

 

○ 専用水道等の安全確保 

事業名 事業内容 

専用水道等の適正管理の促進  専用水道・簡易専用水道等の施設の適正な設

置及び管理を指導し、健康被害事故の未然防止

を図ります。 

 

○ 下水処理機能の充実 

事業名 事業内容 

合併処理浄化槽の設置促進  単独処理浄化槽や汲取り式から家庭用合併
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処理浄化槽への切換えに助成し、生活排水の適

正処理を促進します。 

雨水排水路の整備  近年、発生の頻度が増している豪雨等への対

策として、市内に整備された排水路の適正な維

持管理に努めるとともに、浸水被害が多くみら

れる前原・横渚地区において排水機能の強化を

図ります。 
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  ４ 環境と調和した安心・安全のまち 

 

   (１) 環境施策の推進 

 

    現状と課題 

      本市は、南房総国定公園、県立養老渓谷奥清澄自然公園、県立嶺岡山系

自然公園に指定されるとともに、海山問わず豊かな自然・景勝地に恵まれ

ていることから、これを快適で豊かな生活の源泉として、また重要な観

光・交流資源の一つとして、大切に守り育んでいく必要があり、これらの

取組みを総合的かつ計画的に進めていくことが求められます。 

      また、環境を取り巻く情勢は、東日本大震災と福島第一原子力発電所に

おける事故の影響や大陸の経済発展による大気汚染の広がり、地球温暖化

に伴うものと推察される異常気象による被害の深刻化など、大きく変化し

ています。 

      これに伴い、本市においても、安心・安全で快適な生活を確保するため、

空間放射線量など、大気・水質等の身近な生活環境に関する調査について

も、継続して取り組みつつ、更なる環境美化に向けた啓発や市民活動への

支援、加えて温室効果ガス排出量の削減にも力を入れていく必要がありま

す。 

 

    基本方針 

      環境基本計画に基づき、市民が健康で安全かつ快適な生活を営むことが

でき、持続的発展が可能な社会を構築していくことを基本として、地球温

暖化対策の推進、大気・水質をはじめとする生活環境の保全、豊かな自然

環境や景観の保護・保全などに関する取組みを進めていきます。 

      また、環境美化に関する意識啓発等にも積極的に取り組み、地域の環境

保全に関して、市民、事業者、行政が連携しながら施策を推進します。 

 

    施策・事業内容 

○ 環境施策全般の総合的な推進 
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事業名 事業内容 

環境基本計画の策定及び推進  環境の保全等に関する施策の総合的かつ計

画的な推進を図るため、新たな環境基本計画を

策定するとともに、これを推進します。 

 

○ 地球温暖化対策の推進 

事業名 事業内容 

地球温暖化対策実行計画の推進  地球温暖化対策実行計画に基づく取組みを

推進し、温室効果ガスの排出削減を図ります。 

住宅用省エネルギー等設備の設置

促進 

 太陽光発電システムや燃料電池システムを

はじめとする住宅用の省エネルギー設備に助

成し、環境負荷の軽減とエネルギーの効率的な

利用を促進します。 

エコカーの導入  温室効果ガスの排出削減効果が高く低燃費

なエコカーへの公用車の更新を計画的に進め

ます。 

 

○ 生活環境の保全施策の推進 

事業名 事業内容 

生活環境に関する調査等の実施  大気・水質・空間放射線量・自動車騒音など

生活環境の安全性・快適性に関する調査を常時

または定期的に実施し、結果等を公表します。 

ＥＭ活性液の放流等の促進  生活雑排水等を浄化し、河川をはじめとする

公共用水域の水質改善を図るため、ＥＭ活性液

の市民への配布及び河川放流を引き続き拡

大・促進します。 

 

○ 自然環境・景観の保護・保全施策の推進 

事業名 事業内容 
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不適正な土砂埋立て等の監視  土砂等の埋立てなどによる土壌汚染及び災

害発生を未然に防止し、住民生活の安全確保と

生活環境の保全を図るため、許可審査及び事業

期間中の適切な監視指導を行います。 

不法投棄監視員及び監視用カメラ

の設置 

 主要な不法投棄箇所に監視用カメラを設け

るとともに、不法投棄監視員を設置し、県警察

環境監視員との連携のもと、不法投棄の未然防

止及び指導体制の強化を図ります。 

 

○ 環境美化に関する啓発活動等の推進 

事業名 事業内容 

環境美化等に関する啓発・学習の

促進 

 市内の各小中学校を対象に、花いっぱい運動

を推進するとともに、小学生を対象に廃棄物処

理施設などについての学習の機会を提供する

など、広く環境美化等の啓発を図ります。 

環境美化活動を行う団体等の支援

育成 

 地域の自発的な美化活動やよりよい生活環

境づくりを目指した活動を支援し、関係団体の

支援・育成を図ります。 

ごみゼロ運動等の実施  市民の環境美化意識の向上と、ごみの適正処

理、再資源化に関する啓発を図るため、市内全

域を対象としたごみゼロ運動等を実施します。 

 

   (２) 公園・緑地の整備 

 

    現状と課題 

      公園や緑地は、市民のレクリエーション空間であるとともに、自然との

ふれあいを提供するなど重要な役割を担っています。 

      市内には、12 箇所の市立公園と７箇所の子どもの遊び場のほか、「モミ・

ツガのみち」など３ルートの首都圏自然歩道があります。 

      今後は、既存施設の適切な維持・管理に努めるとともに、多様化する利
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用者のニーズに合わせて、市民の生活に潤いを与える場として、さらには

観光・交流のより一層の振興を支える場として、本市の特色を活かした公

園の整備を進めていくことが求められています。 

 

    基本方針 

      生活の憩いの場としての身近な公園の適切な維持管理に努めるととも

に、スポーツ観光の拠点施設でもある総合運動施設の都市公園としての整

備に取り組み、ランニング・ウォーキングをはじめとする新たな利用者ニ

ーズへの対応と併せ、交流人口の増加にも寄与する地域資源としての機能

強化を進めます。 

      また、四季を通じて、豊かな自然とふれあうことができる首都圏自然歩

道の機能確保に引き続き努めます。 

      さらに、主要国道等の美化花壇の植栽等を実施するとともに、これを活

用したスポーツイベントを開催し、緑あふれる花のまちとしての情報発信

を行います。 

 

    施策・事業内容 

○ 公園・緑地の整備 

事業名 事業内容 

総合運動施設の都市公園としての

整備 

 総合運動施設を都市公園法に基づく都市公

園として位置付け、市民が憩い、健康の増進を

図るために、ランニング・ウォーキングをはじ

め多目的に利用できる拠点として整備を進め

ます。 

身近な公園の維持管理  レクリエーションや憩いの場として、市民が

多目的かつ身近に利用できる、市立公園や子ど

もの遊び場の維持確保を図ります。 

 

○ 首都圏自然歩道の維持管理 
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事業名 事業内容 

首都圏自然歩道の維持管理  豊かな自然にふれあいながら、四季を通じて

手軽に楽しく、安全に歩くことができる首都圏

自然歩道の巡視と維持管理を適正に実施しま

す。 

 

○ 国道等美化花壇の整備 

事業名 事業内容 

美化花壇の植栽・管理  主要国道等の花壇への花の植栽等を年間を

通して実施するとともに、これを活用したスポ

ーツイベントを開催し、花のまちとしての情報

発信を行います。 

 

   (３) 環境衛生対策の充実 

 

    現状と課題 

      本市のごみ排出量は、事業系ごみの占める割合が平成 24 年度で 36.6％

と、県平均の 26.9％と比較して高く、１人１日当たりごみ排出量を見ると、

近年は減少傾向にあるものの、全国や県の平均よりも多くなっており、今

後も、適正な分別収集とともに、資源ごみの集団回収などをより一層促進

し、ごみの減量化と再資源化を進めていく必要があります。 

      また、ごみの処理施設・収集運搬体制に目を転じると、現在、安房郡市

広域市町村圏事務組合によりごみ処理広域化事業が進められているため、

この進捗を踏まえながら、市内のごみを一括して処理している鴨川清掃セ

ンター稼働期間内における施設の維持管理と、広域処理施設稼働後に向け

た収集運搬体制の構築に並行して取り組むことが求められます。 

      一方、し尿処理については、衛生センターの基幹的設備の改良などに引

き続き取り組み、施設の長寿命化と併せて、安定的かつ経済的な処理体制

を確立することが必要です。 

      加えて、衛生的な環境を将来にわたって保全していくため、安房郡市広
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域市町村圏事務組合により運営されている火葬場施設の適正運用や狂犬

病の予防対策などについても、確実に実施していくことが求められます。 

 

    基本方針 

      分別排出の徹底やごみの減量化・資源化に努めることを基本として、中

長期的視野のもと、資源循環型社会の構築を目指します。 

      その中でも、安房郡市広域市町村圏事務組合が主体となって推進するご

み処理広域化事業に関しては、収集から処理に関する廃棄物等の流れが一

新される事業であることから、十分な検討協議に加え、市民や事業者への

周知等に取り組みます。 

      また、し尿や汚泥の安定的な収集・処理を将来にわたって確保するため、

衛生センターの基幹的設備の改良に引き続き取り組み、施設の長寿命化と

ともに環境にやさしく経済的な処理体制の整備を図ります。 

      加えて、衛生的な環境を将来にわたって保全していくため、広域的に運

用する火葬場の円滑な運営についても、確実かつ適正に維持していきます。 

 

    施策・事業内容 

○ ごみ処理体制の確立と関連する収集・処理・処分施設の整備充実 

事業名 事業内容 

一般廃棄物処理基本計画の推進  ごみ等の減量化・資源化を計画的に推進する

とともに、ごみ処理広域化の動向に合わせて計

画の見直しを実施し、循環型社会の更なる形成

を促進します。 

ごみ集積施設等の設置促進  ごみ集積場所に搬出されたごみの散乱防止

のため、集積施設の整備や鳥獣よけネットの購

入に助成します。 

ごみの広域処理の推進  安房郡市広域市町村圏事務組合によるごみ

処理広域化を推進するとともに、これに併せ

て、市内の収集運搬体制の再構築、現有職員の
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適正配置等を図ります。 

一般廃棄物最終処分場等の適正な

維持管理 

 天津小湊一般廃棄物最終処分場について、残

余容量を的確に把握し、適正な維持管理を行い

ます。 

 また、廃止されている天津小湊清掃センター

跡地の安全確保を図るため、焼却施設の煙突等

の取壊しを行います。 

ごみ収集車両の更新  ごみの収集業務を安定的に実施するため、収

集車両を計画的に更新します。 

安定焼却のための施設機能の維持

確保 

 ごみ処理広域化への移行を見据えつつ、現清

掃センターの安定稼働を図るため、計画的な補

修・修繕を行います。 

 

○ ごみの減量化、再資源化の推進 

事業名 事業内容 

ごみの排出抑制と負担の公平化  ごみ指定袋制度により、ごみ排出量の減量化

と処理費用の負担の公平化を図ります。 

資源ごみ回収の促進  地域団体などが実施する資源ごみの集団回

収活動をその実績に応じて支援し、ごみの再資

源化の促進と団体の育成を図ります。 

ごみの減量化等に関する啓発の推

進 

 ごみの減量化の更なる推進を図るため、市民

への情報提供やリサイクルマーケットの開催

等により意識啓発を行います。また、開発事業

者に対する適切な指導に努めます。 

生ごみ処理容器等の普及促進  各家庭から排出される生ごみの自家処理と

堆肥化等による再利用を促進するため、処理容

器等の購入に助成し、この普及促進を図りま

す。 

焼却灰の効率的で安全な処理  清掃センターの焼却処理から生じる焼却灰
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の再資源化を進めます。 

 

○ し尿及び浄化槽汚泥の計画収集、施設の整備及び適正な維持管理 

事業名 事業内容 

し尿収集車両の更新  し尿収集業務を安定的に実施するため、収集

車両を計画的に更新します。 

し尿処理施設の長寿命化  処理施設の長寿命化を図るため、基幹的設備

の更新等を計画的に実施します。 

 

○ 火葬場の整備充実 

事業名 事業内容 

火葬場の整備充実  安房郡市広域市町村圏事務組合により、広域

的に火葬場を運営し、その適切な維持管理を行

います。 

 

○ 公衆衛生対策の充実 

事業名 事業内容 

狂犬病予防対策の推進  県や県獣医師会との連携のもと、犬の登録を

促進するとともに、狂犬病予防注射を実施しま

す。 

 

   (４) 消防・防災対策の充実 

 

    現状と課題 

      東日本大震災の発生後、市民の防災意識の高まりとともに、事前防災や

減災に関する取組みが強く求められており、いつ発生するかわからない大

規模な自然災害に対して、平時に可能な対策を積み上げていくことが特に

必要とされています。 

      これまで本市においては、市内各地域の様々な災害に対する脆弱性を評
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価した上で、地域防災計画を改定し、これに基づく防災マップの作成・戸

別配布、津波避難ビルの指定や海抜表示看板等の設置、関係機関との連携

による治山・治水対策などの取組みを、大規模災害の発生に先立ち、優先

度をつけて推進してきました。 

      しかし、我が国がおかれた地勢的状況は、多様かつ大規模な災害の発生

を想定する必要があることから、求められる備えには限りがない一方、こ

うした施策を実施するための財源は限られています。 

      このため、中長期的な視野のもと、引き続き優先度が高い施策からの的

確な実施に努めることは当然ながら、今すぐにでも発生しうる大規模災害

に備えるため、市民が、自らの生命及び生活を守ることができるよう草の

根レベルでの地域力の向上を促す取組みを進め、これまで以上に災害に強

い地域の創造を図っていく必要があります。 

      消防・救急体制については、現在、安房郡市広域市町村圏事務組合によ

り鴨川消防署、長狭分遣所、天津小湊分遣所が設置され、常備消防と救急

業務が担われている一方、非常備消防として消防団が組織されています。 

      しかし、近年、消防団員の確保が困難になっていることから、新たな消

防団員の確保や組織の総合的な見直しを図るとともに、市や関係機関はも

ちろんのこと、平時から地域住民も含めた相互の連携を深め、自然災害や

特殊災害等の有事への対応の更なる充実を図ることが必要です。 

 

    基本方針 

      今後、南海トラフ地震等が遠くない将来に発生する可能性があることか

ら、東日本大震災など過去の災害から得られた経験を最大限に活用しつつ、

津波避難タワーの整備や防災行政無線子局の増設等をはじめとするハー

ド整備に加えて、市民の意識啓発や有事における避難等の迅速性・確実性

を向上させる住民参加型の避難訓練や防災に関する出前講習等のソフト

対策を、関係機関との連携のもと継続的に実施し、災害発生時における被

害の最小化を図ります。 

      また、災害発生直後における初期対応の充実を図るため、関係機関との

連携を平時から密にするとともに、災害用備蓄資機材等の確実な備蓄や、
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共助の基盤となる自主防災組織の育成を図ります。 

      また、広域的な消防・救急体制の更なる充実と併せて、消防団員の活動

環境の整備、消防団の持続可能なあり方の検討など、災害発生時に適切に

対応できる動員体制を確保するとともに、治山・治水対策の計画的な実施

を進め、災害に対して強靭性を持った地域づくりを推進します。 

 

    施策・事業内容 

○ 防災対策の強化 

事業名 事業内容 

総合防災訓練の実施  災害発生時における人的被害の軽減を図る

とともに、初期活動を円滑に実施するため、関

係行政機関との連携により総合防災訓練を実

施します。 

災害用非常食・資機材の備蓄  非常用食料や水、災害用資機材の整備・更新

を計画的に進めます。 

防災ラジオの整備  防災行政無線による放送内容を受信可能な

防災ラジオの普及を促進し、防災情報伝達の確

実性向上を図ります。 

防災行政無線の整備充実  防災行政無線の難聴地域の調査及び地域か

らの要望に基づき、防災行政無線子局の整備を

進めます。 

地域における自主防災組織の育成

支援 

 地域の自主防災組織が実施する取組みに対

して助成するとともに、地域ごとの防災マニュ

アル作成を支援するなど、草の根レベルからの

防災力の向上を図ります。 

防災マップの充実  防災マップに掲載される情報を最新に保つ

など、掲載情報の更なる充実に努め、地域住民

及び関係行政機関へ配布します。 

防災に関する出前講習等の実施  学校の授業やふれあいサロンなど、様々な集
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まりの機会を捉えて出向き、市民の防災意識向

上に向けた講習等を実施します。 

 

○ 高潮・津波・水害対策の推進 

事業名 事業内容 

津波避難タワーの整備  津波発生時における市民・観光客等の一時避

難場所として、小湊小学校敷地内に津波避難タ

ワーを整備します。 

津波避難訓練の実施  津波発生時においては一人ひとりの主体的

かつ迅速な避難行動が重要となるため、津波発

生に特化した避難訓練を実施します。 

海抜表示看板の更新整備  市内の電柱に海抜表示看板を更新整備し、津

波避難の目安として広く周知を図ります。 

準用河川・普通河川の整備  本市が管理する河川の改修を計画的に実施

し、台風や豪雨による河岸の浸食等の未然防止

を図ります。 

水門の維持管理  市内３箇所の水門（内浦、湊、神明）につい

て、高潮・津波の際に支障なく作動するよう適

正な維持管理を行います。 

 

○ 土砂災害対策の推進 

事業名 事業内容 

急傾斜地崩壊対策事業の促進  急傾斜地の崩壊による災害から住民の生

命・財産を保全するため、関係機関と協力して

急傾斜地崩壊対策事業の促進を図ります。 

土砂災害対策の促進  県が指定した土砂災害警戒区域において防

災講習を実施するとともに、関係機関との連携

により土砂災害に特化した避難訓練を実施し

ます。 
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治山・地すべり防止対策の促進  山地災害や地すべりによる災害を未然に防

ぐため、関係機関と協力して治山・地すべり防

止対策の充実を図ります。 

 

○ 広域的な常備消防・救急体制及び施設・設備の充実 

事業名 事業内容 

広域的な常備消防・救急体制及び

施設・設備の充実 

 安房郡市広域市町村圏事務組合により、常備

消防・救急業務を効率的に推進するとともに、

救急体制及び施設・設備の充実を図ります。 

 

○ 消防団活動の環境整備及び消防施設・設備の計画的整備 

事業名 事業内容 

消防水利の充実  防火水槽・消火栓等の消防水利を住宅地等の

変遷に合わせて新設するとともに、既存施設等

の適正な維持管理に努めます。 

消防車両等の更新  火災発生時に迅速な消火活動等が行えるよ

う、消防ポンプ車や車載ホースなどの消防用備

品の更新を計画的に行います。 

消防団協力事業所表示制度の推進  消防団活動への便宜や団員の加入促進など

に協力する事業所を消防団協力事業所として

認定し、消防団員の活動環境を整備します。 

 

   (５) 交通安全・防犯対策の充実 

 

    現状と課題 

      本市における交通事故発生件数は、近年は減少傾向にあるものの、依然

として５年前と同程度の水準となっています。また、全国的な傾向として、

高齢者が関与する事故の件数が増加しているため、今後も高齢化が進んで

いくと考えられる本市にあっても、引き続き高齢者等を対象とした交通安
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全施策の充実を図っていくことが必要です。 

      犯罪に関しては、近年、振り込め詐欺などの知的犯罪を中心に、その手

口の巧妙化や広域化が進んでいます。 

      本市の犯罪発生件数は比較的少なく、また減少傾向にあるものの、犯罪

の全国的な低年齢化・広域化から、子どもや高齢者等が被害者になる可能

性も考えられるため、家庭や学校、地域との連携のもと、規範意識・防犯

意識の向上など、犯罪を未然に防止するための環境整備に市民と関係機関

等が一体となって取り組むことが求められます。 

 

    基本方針 

      交通安全対策として、ガードレールやカーブミラーをはじめとする交通

安全施設等の危険箇所への整備を進めるとともに、交通安全意識の向上を

図るため、警察や交通安全協会、高齢者福祉団体等との連携のもと、高齢

者等の交通安全対策の充実を図るなど、交通事故の発生を未然に防止する

ための取組みを強化します。 

      また、犯罪対策として、警察や地域防犯団体等との連携のもと、防犯教

育や啓発活動を推進するとともに、防犯灯の適正配置とＬＥＤ化を進め、

市民ぐるみでの安全・安心なまちづくりを推進します。 

      さらに、適切な管理が行われていない空き家に関して、その将来的な活

用も視野に情報収集を行うとともに、生活環境に深刻な影響を及ぼすもの

については、行政指導等の必要な措置を講じます。 

 

    施策・事業内容 

○ 交通安全対策の推進 

事業名 事業内容 

交通安全施設の整備  交通危険箇所にガードレール・カーブミラー

等の交通安全施設を設置するとともに、老朽化

した施設の更新を進めます。 

通学路の安全対策  通学路の合同点検を警察や道路管理者等の
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関係機関との連携のもと実施し、子どもの登下

校の安全確保を図るとともに、通学路安全推進

会議において各対策の進捗確認等を行います。 

高齢者等の交通安全対策の推進  警察等関係機関との連携により、高齢者を対

象とした交通安全教育を推進します。 

また、自動車運転免許証を自主返納した方に対

する公共交通機関の利用に際しての優遇措置

の更なる普及促進を図ります。 

 

○ 防犯対策の推進 

事業名 事業内容 

地域防犯活動の促進  関係団体との連携により、防犯に関する講習

等を実施するとともに、市民による自主的な防

犯パトロール等の活動を促進します。 

防犯灯の設置と適正な維持管理  市内に設置された防犯灯機器の適正な更新

を実施するとともに、経済性の向上等を図るた

めＬＥＤ防犯灯の設置を進めます。 

 

○ 空き家対策の推進 

事業名 事業内容 

空き家対策の推進  適切な管理が行われていない空き家に関し

て、その将来的な活用も視野に情報収集を行う

とともに、地域住民の生活環境に深刻な影響を

及ぼすと考えられるものについては行政指導

等の必要な措置を講じます。 

 

   (６) 消費者対策の充実 

 

    現状と課題 
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      生活様式の変化に伴い、消費者ニーズが多様化する中において、インタ

ーネットの普及による電子商取引等の拡大・浸透により、消費者の購買行

動も大きく変化してきています。 

      これに伴い、国民生活センターや消費生活センターに寄せられる相談と

しては、通信販売や、インターネットを介して提供を受けるデジタルコン

テンツの契約に関する相談が増加しており、特にこれらについては、若年

層と高齢者からの相談の増加が顕著となっています。 

      また、経済のグローバル化等により原材料の海外調達が進んでいること

などから、食品をはじめとする商品やサービスの安全性についても、正確

かつ詳細にわたる商品情報や消費生活情報の提供が求められています。 

      こうした動向を踏まえ、本市でも、国・県、国民生活センター、その他

関係者と連携しながら、消費者問題の被害者の救済に向けて市民目線で取

り組むとともに、消費者事故の未然防止や、事故の再発・拡大防止のため、

消費者自らが消費生活に関する知識、情報を取得できるよう、積極的に関

係情報の周知を図る必要があります。 

 

    基本方針 

      生活していく上で欠かすことのできない消費活動において、安心・安全

な環境を整備するため、商品の品質表示等の監視体制の強化を図るととも

に、多様化する相談内容に適切に対応するため、国・県等との連携のもと、

身近な相談体制の充実を図ります。 

      また、消費者情報パンフレットの公共施設での配布や広報誌への記事掲

載、消費生活に関する無料相談などの取組みを通して、消費者被害を未然

に防止するための情報提供・啓発活動に取り組みます。 

 

    施策・事業内容 

○ 消費生活の安定と充実 

事業名 事業内容 

品質表示等の監視強化  消費生活用製品、家庭用品、電気用品などの
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品質表示等の監視を強化します。 

適正な計量の実施  商店、工場及び病院等で取引や証明等に使用

している計量器を定期的に検査します。 

 

○ 消費生活相談の充実及び情報の提供 

事業名 事業内容 

消費生活相談等の充実  市民に身近な市民相談室の業務の一環とし

て、消費生活等に関する相談を実施するととも

に、法律の専門家による無料消費生活相談を実

施します。 

消費生活情報の提供  消費者情報パンフレットの公共施設での配

布や広報誌への記事掲載等を通じて、各世帯へ

の適切な情報提供に努めます。 

ライフステージに応じた消費者教

育等の推進 

 学校や地域等、様々な場面で行われる消費者

教育・学習において、国や県、関係団体と連携

し、若年者や高齢者など年齢層に応じた啓発発

動を行います。 
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  ５ 活気あふれ人が集う産業のまち 

 

   (１) 農林業の振興 

 

    現状と課題 

      本市にとって、農業は基幹的産業のひとつであるとともに、農村の美し

い景観は、防災の観点においても重要な機能を果たしており、今後もその

持続的発展を図っていく必要があります。 

      しかし、農業を取り巻く環境は、農業従事者の高齢化と後継者不足、農

産物価格の低迷に加え、サル、シカ、イノシシ、キョン等の有害鳥獣によ

る被害の深刻化に伴う農家数の減少と耕作放棄地の増加など、厳しい状況

にあり、環太平洋パートナーシップ協定（ＴＰＰ）をはじめとする経済の

グローバル化に伴う国際動向についても、引き続き注視が求められる状況

にあります。 

      このため、経営感覚に優れた意欲ある農業従事者の確保・育成、優良農

地の保全やその利用の集積と併せて、「長狭米」や「鴨川七里」など高品

質な地元産品のブランド力の更なる強化を進めるとともに、有害鳥獣対策

にも継続的に取り組み、産業としての競争力の維持と持続的発展を図るこ

とが必要です。 

      また、一次産品の加工商品の開発による高付加価値化、農家民泊の利用

拡大などをさらに推し進め、農家の安定的な収入の確保・増加に取り組む

ことも必要です。 

      畜産業については、家畜伝染病の予防対策の確実な実施など、周辺環境

との調和を図りつつ、生産技術の効率化やコスト低減・省力化を進めると

ともに、耕畜連携による農地の有効利用と米の生産調整を図るなど、他産

業との共栄を図る取組みについても推進していくことが求められます。 

      林業については、外材の流入による価格の下落や従事者の高齢化等に伴

って、森林の荒廃が見られる状況にあります。水源のかん養や二酸化炭素

の吸収、水害や山地災害に対する防災面など、森林が提供する多様な公益

的機能を守るため、森林の適正な保全・育成が必要です。 
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      また、市人口の減少への対応という本市が抱える最重要課題を克服する

ため、美しい農村景観と大都市に近い立地を活かした、都市農村交流をこ

れまで以上に積極的に進めるとともに、ふるさと回帰支援センターの機能

強化により、農業の新たな担い手ともなり得る市外からの移住者の発掘に

努めることも必要です。 

 

    基本方針 

      農業については、農業生産基盤整備や日本型直接支払制度の活用による

営農基盤の継続的な整備により生産性の向上等を図るとともに、耕作放棄

地の解消や農家の後継者不足への対応として、有害鳥獣対策事業の強化と

併せ、地域の主要な担い手への農地の集積・集約化を進め、本市の農業の

競争力の維持・強化を図ります。 

      また、農商工連携や６次産業化を進め、本市が誇る高品質な農産物のブ

ランド力と付加価値の向上を進めるとともに、都市部小中学校の体験学習

の場などとして需要が拡大している農家民泊事業を積極的に支援し、農家

の所得向上を促進します。 

      畜産業においては、徹底した家畜衛生対策と経営支援により、安全かつ

優良な生産を支えるとともに、稲ＷＣＳ生産をはじめとする耕畜連携を積

極的に促進し、農業と畜産業の共栄を目指します。 

      林業については、森林が有する多面的機能の持続的発揮が可能となるよ

う、国・県との連携をとりながら森林の適切な保全・育成を図り、森林空

間の総合的な利用に努めます。 

      また、大山千枚田をはじめとした棚田などの景観や、地域の農的魅力を

最大限に発揮し、これを都市農村交流や本市への移住の拡大に結び付けて

いくため、みんなみの里や棚田倶楽部、ふるさと回帰支援センターといっ

た中核施設の機能強化を進めるとともに、新たな地域資源の発掘・育成を

促進します。 

 

    施策・事業内容 

○ 持続的発展が可能な営農環境の創出 
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事業名 事業内容 

人・農地プランの作成と見直し  農業従事者の高齢化や後継者不足、耕作放棄

地の増加などの「人と農地の問題」を解決する

ため、地元農家とともに「人・農地プラン」を

作成し、この定期的な見直しを行います。 

担い手への農地集積の促進  県等の関係機関との連携のもと、担い手への

農地の集積を支援し、農業経営の効率化と安定

化を促進します。 

新規就農者の確保  新規就農を志す青年等の取組みをその計画

段階から農業経営の改善、発展段階まで継続的

に支援し、農業の新たな担い手確保を進めま

す。 

農業経営体への支援  意欲ある農業経営体の経営の規模拡大や多

角化を図るため、農業経営基盤強化資金及び農

業近代化資金に対する利子補給を行います。 

植物防疫の促進  複数の農家等で行う水稲病害虫の防除事業

を支援し、斑点米、いもち病等の被害防止と水

稲の生産性向上を図ります。 

 

○ 農産物の高付加価値化と販売促進 

事業名 事業内容 

一次産品の高付加価値化と販売促

進 

 地域ブランドの確立や農商工連携、６次産業

化に取り組む団体等を専門的人材の活用等に

より支援し、一次産品の高付加価値化と販売促

進による所得の向上と地域経済の活性化を図

ります。 

 

○ 農業生産基盤の整備 

事業名 事業内容 
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ほ場整備の促進  地域との合意形成を図りつつ、県営ほ場整備

事業を促進し、生産効率と農業所得の向上を図

ります。 

用排水施設整備の促進  用水源の安定確保を図るため、県や地域との

連携により老朽化が見られるため池の改修等

を進めます。 

農道の整備  ほ場整備事業等で造成された幹線農道や集

落間連絡農道で未舗装となっている路線を計

画的に整備します。また、国・県に対して、安

房地域広域営農団地農道の整備促進を要請し

ていきます。 

 

○ 有害鳥獣対策の強化 

事業名 事業内容 

有害鳥獣対策の強化  野生のサル・シカ・イノシシ・キョンなどに

よる農作物等への被害を防止するため、銃やわ

なによる捕獲、防護柵の設置を支援します。 

 

○ 農業の多面的機能の発揮の促進 

事業名 事業内容 

日本型直接支払制度の促進  景観形成や洪水・土砂崩れの防止など農業・

農村が有する多面的機能の維持・発揮を図るた

め、地域共同による農地の保全等の活動に支援

を行います。 

 

○ 都市農村交流等の促進 

事業名 事業内容 

ふるさと回帰支援センターの機能

強化 

 移住等の希望者に対して、事前相談、不動産

に関する情報提供、就農セミナーなどの総合的
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な支援を行います。また、地域おこし協力隊の

活用を視野に入れつつ、希望者のニーズに対応

したワンストップサービスの実現を図ります。 

総合交流ターミナルの機能強化  総合交流ターミナル「みんなみの里」の機能

強化を図るため、施設周辺の新たなグランドデ

ザイン、地元農家の持続可能な経営を支援する

援農制度の導入について検討を進めます。 

地域資源総合管理施設の機能強化  大山千枚田と地域資源総合管理施設「棚田倶

楽部」を核とした新たな地域資源の発掘と総合

的な利活用に向けた地域の活動を支援し、都市

農村交流の更なる促進を図ります。 

農家民泊の拡充促進  農家民泊の利用希望者数が順調に推移して

いる状況を踏まえ、移住のきっかけともなる体

験宿泊をより一層推進するため、市外へのプロ

モーション活動に取り組むとともに、新規受入

れ農家の開業を支援し、事業の拡大を図りま

す。 

 

○ 畜産経営の安定化 

事業名 事業内容 

畜産経営体への支援  酪農ヘルパーの利用や輸入優良受精卵の活

用に助成し、畜産経営の安定化と生産性の向上

を図ります。 

耕畜連携への助成  ＷＣＳ用稲や飼料用米等生産のための農業

用機械等の購入に助成し、農地の有効利用等を

図ります。 

家畜伝染病予防対策の促進  家畜伝染病予防法に基づく検査料や各種ワ

クチン接種費を助成し、家畜伝染病発生の未然

防止を図ります。 
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○ 森林の保全と活用 

事業名 事業内容 

森林の保育管理の促進  森林の持つ多面的な機能を十分に発揮させ

るため、下刈、枝打、間伐、造林等の実施によ

り優良な森林を育成します。 

森林植生図の作成  森林の荒廃を防ぎ、森林の有する公益的機能

の発揮を促進するため、森林植生図の作成を着

実に進めます。 

林道の整備  森林経営の生産基盤となる林道の維持補修

とともに、一般車両の通行が多い併用林道につ

いては、側溝整備等の改良を計画的に進めま

す。 

 

   (２) 水産業の振興 

 

    現状と課題 

      本市は、豊かな漁場である太平洋に面していることから、まき網、定置

網、釣り漁業などの多様な沿岸・沖合漁業が盛んに行われ、多種にわたる

水産資源を海からの恵みとして享受しています。市内には、県が管理する

第３種鴨川漁港・天津漁港・小湊漁港に加え、市営の第２種江見漁港・浜

波太漁港・浜荻漁港、第１種太夫崎漁港・天面漁港の計８漁港があり、そ

れぞれ防波堤、護岸、物揚場、泊地などの計画的な整備が進められていま

す。 

      しかし、近年においては、全国的な水揚げ高の減少、漁業従事者の高齢

化、消費者ニーズの変化に伴う魚価の低迷など、厳しい問題に直面してい

ます。 

      これらの問題への対応を課題として捉え、漁業経営の持続的発展を図る

ため、生産基盤となる漁港の安定稼働の確保、漁業従事者の確保と育成、

さらには水産資源の持続的利用に向けた資源管理などに取り組むことが

求められます。 
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      また、本市の高品質な水産物の高付加価値化を図るため、そのブランド

力の更なる強化を進めるとともに、漁業従事者の生活の安定と産業として

の発展等に中心的な役割を果たしている漁業協同組合の経営基盤の安

定・強化を図ることも必要です。 

 

    基本方針 

      漁業生産の基盤となる漁港の安定稼働を図るため、市営漁港の機能保全

計画を策定し、施設の長寿命化と更新コストの平準化・縮減を進めます。 

      また、漁業の持続的発展を図るため、関係機関等との連携により新規漁

業従事者の発掘・育成に向けた取組みを進めるとともに、種苗放流等の栽

培漁業の更なる促進により、水産資源の適切な管理に努め、安定した陸揚

量の確保と商品供給を図ります。 

      さらに、漁業経営の安定性と所得の向上を実現するため、水産物の高付

加価値化と販売促進を図り、水産業の中心を担う漁業協同組合の経営基盤

の安定・強化を推進します。 

 

    施策・事業内容 

○ 水産業の持続的発展が可能な環境の創出 

事業名 事業内容 

漁業経営体への支援  漁業経営の近代化を推進するため、生産施設

等への投資に際して利子補給するとともに、漁

獲共済掛金に助成し、漁業経営の安定化を図り

ます。 

栽培漁業の促進  つくり育てる漁業を促進し、漁業経営の安定

性と持続可能性を高めるため、アワビ・サザ

エ・ハマグリの種苗放流を継続的に実施しま

す。 

漁業の担い手の育成  県やふるさと回帰支援センターとの連携に

より、就漁希望者に対する相談会の開催や移住
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に関する情報提供等を実施するとともに、職場

体験の受入れを促進します。 

 

○ 水産物の高付加価値化と販売促進 

事業名 事業内容 

一次産品の高付加価値化と販売促

進（再掲） 

 地域ブランドの確立や農商工連携、６次産業

化に取り組む団体等を専門的人材の活用等に

より支援し、一次産品の高付加価値化と販売促

進による所得の向上と地域経済の活性化を図

ります。 

 

○ 漁業生産基盤の整備 

事業名 事業内容 

県営漁港の整備促進  本市水産業の基幹漁港である鴨川漁港をは

じめ、市内３箇所にある県営漁港の整備を促進

します。 

市営漁港の整備  地元漁船が円滑に操業できるよう漁港別に

機能保全計画を策定し、市営漁港の計画的な整

備を進めます。 

 

   (３) 商工業の振興 

 

    現状と課題 

      本市の商業は、近年の車社会の進展により、一般国道 128 号や主要地方

道千葉鴨川線といった幹線道路の沿線を中心に大型店などが進出し、また、

市民による消費が東京・千葉にも流出するなど、多様な消費ニーズに応じ

て消費地の拡大が進む一方、中小小売店舗は、既存商店街の衰退や後継者

不足などの問題に直面しており、厳しい状況に置かれています。 

      しかし、地域の高齢化が進む中にあって、身近できめ細かなサービスを
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提供する地元商店などは、その必要性を増してきていることから、空き店

舗対策や経営の安定性の確保、商店街の再活性化に向けて必要な取組みを

進めるとともに、地場産品を活用した付加価値の高い商品の開発などに取

り組み、市民の地元消費と市外からの来訪客による消費の拡大を図ること

も必要です。 

      一方、工業に目を転じると、近年、製造品出荷額等こそ増加傾向にある

ものの、製造事業所数は減少の一途を辿っており、企業としての競争力と

雇用の確保のバランスが大きな課題となっています。本市においては、全

体の９割以上の事業所が従業員 29 人以下の小規模なものとなっているこ

とから、新たな企業の立地に取り組みつつ、既存の事業所に対する経営支

援、新製品・新技術の開発や事業の拡大などに対する支援を実施し、地域

における産業集積の形成と活性化を図ることが必要です。 

 

    基本方針 

      地域に身近で生活に密着したサービス・機能を提供し、重要な雇用の受

け皿ともなっている市内の中小企業・中小店舗の経営の安定化を図り、市

内において多様な消費ニーズを満たすことができる環境を創出するため、

これらの事業者による経営資金の確保を支援するとともに、農林漁業者と

の農商工連携等を進め、本市の強みである農林水産物を活かした付加価値

の高いブランド、新製品の開発と販路拡大を促進します。 

      また、企業の新規立地や既存企業の事業拡大等に支援を行うとともに、

関係機関・団体との連携のもと、経営指導や制度資金の活用、産業間交流

の促進等を図り、地域における就業機会の拡充と地域経済の更なる発展を

図ります。 

 

    施策・事業内容 

○ 指導団体の育成・強化 

事業名 事業内容 

商工会活動等の促進  市内商工業者の指導団体である鴨川市商工
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会、千葉県たばこ商業協同組合鴨川支部が実施

する事業者の経営改善や地域振興の取組みを

支援します。 

 

○ 中小商工業者の経営支援の推進 

事業名 事業内容 

商店街等活性化の支援  商店街振興組合による共同研修や商店の店

頭・空き店舗を活用した取り組み、地域商店に

よる販促活動やポイントサービス事業など、商

店街の活性化に向けた取組みを支援します。 

中小企業等の経営支援及び起業環

境の整備 

 既存中小企業の経営の健全化・安定化と、新

規起業者の資金調達コストの軽減を図るため、

資金融資に際しての利子補給等を行います。 

 

○ 企業立地と雇用の拡大の促進 

事業名 事業内容 

企業立地等の促進  企業立地促進法や本市の関連条例に基づく

奨励措置等の運用、地域経済分析システムの活

用等により、新規企業の誘致はもとより、市内

事業所の拡充や雇用の拡大を戦略的に促進し

ます。 

 

○ 農商工連携、経済交流と販路拡大の促進 

事業名 事業内容 

一次産品の高付加価値化と販売促

進（再掲） 

 地域ブランドの確立や農商工連携、６次産業

化に取り組む団体等を専門的人材の活用等に

より支援し、一次産品の高付加価値化と販売促

進による所得の向上と地域経済の活性化を図

ります。 
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物産の販路拡大の促進  物産交流協会との連携により、友好都市にお

ける物産展、アンテナショップでのイベント開

催、インターネットを利用した販売事業等を展

開し、本市物産の販路拡大を図ります。 

 

   (４) 観光・リゾートの振興 

 

    現状と課題 

      本市は、豊かな自然環境や歴史的資源、これらを活かしたレジャー施設

など数多くの観光資源を有し、首都圏に近接した観光地として発展してき

ました。 

      近年では、旅行ニーズの多様化や地域間競争の激化などもあり、旅行者

も減少傾向にあります。こうした中で、先の東日本大震災等を契機に、人々

の価値観や趣向は大きく変化し、それぞれの観光地も様々な魅力を有した

「選ばれ続ける旅行地」になるための戦略づくりを進めていくことが求め

られています。 

      本市では、観光振興基本計画（鴨川ホリスティックツーリズム）に基づ

き、自然、文化、歴史など様々なものを資源と捉え、この活用を図ってき

ましたが、今後も新たな魅力づくりに向け、更なる取組みを進める必要が

あります。 

      加えて、少子高齢化や人口減少の進展により、国内旅行市場が縮小する

中で、2020 年オリンピック・パラリンピック東京大会を絶好の機会と捉

え、外国人旅行者の誘致など、新たな客層の開拓や長期間滞在などの新た

な観光需要への対応に向けた受入れ体制の整備、人材育成などにも積極的

に取り組んでいく必要があります。 

      また、近年目覚ましい発展を遂げる情報通信ネットワークは、情報発信

の仕組みを大きく変えました。今後は、これまで活用してきたポスターや

パンフレットといった紙媒体とインターネットを効果的に活用した情報

発信を行うとともに、全市的な情報戦略として、地域イメージの確立やブ

ランディング等にも取り組んでいく必要があります。 
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    基本方針 

      戦略的な観光まちづくりに向け、新たな観光振興基本計画の策定を進め

ます。また、道の駅等をはじめとする既存の施設の一層の魅力化を図ると

ともに、街路灯の更新や観光トイレ、駐車場の整備なども継続的に実施し

ていきます。 

      新たな魅力づくりでは、海辺の魅力づくり事業への取組みのほか、メデ

ィカル・ヘルスツーリズムやプロ野球キャンプ地としての知名度や充実し

たスポーツ施設を活用したスポーツツーリズムなど、本市の強みを活かし

た新たな観光・交流資源の開発などにも取り組んでいきます。 

      また、「産学民官」連携により設置された「鴨川市観光プラットフォー

ム推進協議会」を推進組織として、｢心と身体が満たされる癒しのリゾー

ト鴨川」をコンセプトとする地域ブランディングやシステム的な情報発信

を行うとともに、旅行者の利便性の向上を図るため、観光の総合窓口とし

ての機能も充実させていきます。 

      なお、これらの推進に向けては、城西国際大学観光学部の存在は欠かす

ことができません。観光振興基本計画づくりや、人材育成、あるいは新た

な観光魅力の創造など、様々な場面で連携を深めていきます。 

 

    施策・事業内容 

○ 観光振興施策全般の総合的な推進 

事業名 事業内容 

観光振興基本計画の策定及び推進  観光振興施策の総合的かつ計画的な推進を

図るため、新たな観光振興基本計画を策定し、

これを推進します。 

 

○ 観光・交流資源の整備充実 

事業名 事業内容 

温泉事業の活性化  温泉資源を活用した宣伝事業や誘客事業な
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どへの支援を行い、宿泊客の誘致を推進しま

す。 

海岸砂浜の有効活用  ライフセーバーの雇用や監視所等の施設整

備などの海水浴場監視体制の強化を図り、安

全・安心な海水浴場の提供に努めるとともに、

海岸の新たな利活用方策を検討します。 

市営駐車場の適切な維持管理の推

進 

 ＪＲ安房小湊駅前駐車場をはじめ、市営駐車

場の適切な維持管理等を推進し、観光客等の利

便性の向上を図ります。 

観光関連施設等の整備  計画的な観光公衆トイレの整備及び適正な

維持管理、観光資源を活かしたトレッキングル

ートの整備等を推進し、観光客の利便性の向上

と観光地としての美しい景観の確保・活用、環

境美化を図ります。 

街路灯の更新整備  観光サイン・街路灯整備計画に基づき、老朽

化した街路灯の更新整備を実施し、市域の一体

性の確保や街並み景観の整備を図るとともに、

観光客も安心して過ごせる、安全・安心なまち

づくりを推進します。 

オーシャンパークの充実  道の駅に求められる休憩機能、情報発信機

能、一次産業をはじめとする地域との連携機能

などの多面的な機能を十分に意識しながら、老

朽化した施設の維持管理を着実に行うととも

に、施設の大規模改修についても方向性の検

討、事業化の推進を図ります。 

観光振興関連プロジェクトの支援  市内の民間団体等が実施する観光振興プロ

ジェクト等への支援を行い、多様な主体による

観光まちづくりを推進するとともに、一層の観

光誘客を図ります。 
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安全・安心な魅力ある海岸づくり  関係団体の連携のもと、海岸利用のルールづ

くりに取組み、年間を通じて誰もが気持ちよく

利用ができる、安全・安心で魅力ある海岸づく

りを推進します。 

前原・横渚海岸周辺・海辺の魅力

づくり事業 

 本市の新たな魅力づくり、さらには美しい海

岸を有するまちとしてのイメージとブランド

の確立に向け、フィッシャリーナから待崎川河

口周辺に至るまでを中心として、東条・前原・

横渚海岸一帯の再整備・利活用計画を策定しま

す。 

 

○ 観光イベント等の充実 

事業名 事業内容 

観光イベント等への支援  民間団体等が実施する観光イベント等への

支援を行い、多様な主体による観光まちづくり

を推進するとともに、一層の観光誘客を図りま

す。 

観光イベント等の誘致  様々な主体が実施する全国的な知名度を有

するイベント等を誘致し、一層の観光誘客を図

ります。 

 

○ 受入れ体制の強化 

事業名 事業内容 

観光団体の機能強化  観光振興に向けての中核的な組織である観

光協会の実施する観光宣伝や誘客イベント事

業に対して支援を行い、一層の観光誘客を図り

ます。 

近隣市町村等との広域連携の推進  南房総地域観光圏、外房観光連盟、富津市と

南房総地域の連携による宿泊・滞在型観光推進
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協議会など、様々な形での広域連携を推進し、

地域全体での観光誘客を推進します。 

中間支援組織の機能強化  産学民官の連携により設置された鴨川市観

光プラットフォーム推進協議会への支援を実

施し、観光の総合窓口づくりのほか、ブルーツ

ーリズムやグリーンツーリズムをはじめとし

た新たな観光プログラムの開発や販売、観光宣

伝の実施など、地域全体で観光誘客に取り組む

鴨川版ＤＭＯとしての機能を強化します。 

 

○ 地域イメージの確立及び観光関連情報のシステム的な発信 

事業名 事業内容 

情報発信力の強化（観光宣伝キャ

ンペーンへの参加） 

 観光宣伝キャンペーンへの参加や、鴨川収穫

祭等独自の誘客キャンペーンの実施により、本

市の魅力を十分に発信し、新たな観光誘客を図

ります。 

観光宣伝ツールの充実  総合パンフレットの作成やかもナビ、市ホー

ムページ等のインターネットを活用した情報

媒体の適正な活用を推進し、観光宣伝の充実を

図ります。 

フィルムコミッションの推進  映画、ドラマ等のロケ地を新たな観光コンテ

ンツと捉え、映像製作者に対するロケ地の情報

提供や撮影の誘致を積極的に行い、本市の宣伝

及び地域のイメージアップを図ります。 

ふるさと大使制度の推進  本市の有する豊かな地域資源を広く宣伝周

知し、本市のイメージアップ及び観光振興を図

るため、ふるさと大使の活用を推進します。 

 

○ インバウンドの推進 
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事業名 事業内容 

インバウンドに対応できる人材の

育成 

 城西国際大学等との連携により、インバウン

ドに対応できる人材の育成を図るとともに、地

域での活用方策を検討し、外国人旅行者の受入

れ体制の強化を図ります。 

インバウンドの観光宣伝の充実  日本への送客を行っている旅行会社をター

ゲットとした宣伝活動を行うとともに、外国の

旅行会社、メディア等を対象に、本市を紹介す

るためのファムツアーを実施し、観光宣伝の充

実を図ります。 

 

○ 千葉ロッテマリーンズのキャンプ等の誘致 

事業名 事業内容 

千葉ロッテマリーンズのキャンプ

等の誘致 

 千葉ロッテマリーンズの鴨川キャンプを引

き続き誘致し、「スポーツ観光交流都市・鴨川」

を全国へ情報発信することにより、地域の活性

化を図ります。 

 また、球団や後援会組織との連携のもと、各

種イベントや地域交流を行い、市民スポーツの

振興を図ります。 

 

   (５) 医療・福祉産業の振興 

 

    現状と課題 

      本市においては、全国的なサービス水準を誇り、市外からも多くの集客

が見られる総合病院を中核として、医療・福祉関連の事業所・専門的人材

を輩出する教育機関が集積しています。これらは、市民の健やかな暮らし

を支えるとともに、地域経済の下支えとして、また、製造業などの立地が

比較的少ない本市にあっては、雇用の受け皿としても大きな役割を果たし

ています。 
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      このように、医療・福祉関連分野は、本市にとって欠くことができない

産業として成長しており、また、国の成長戦略においてもその基幹産業化

を図るべき分野として位置付けられていることから、その中長期的な発展

を継続して図ることが必要となります。 

      今後は、他地域に比べて大きく恵まれた既存の産業集積を活かし、更な

る関連施設・事業所の誘致を図ることにより、若年層などの就職の場とな

る新たな雇用の創出や市民所得の向上をはじめとした一層の地域活性化

に結び付けていくことが期待されます。 

      また、地域内に立地する大学・専門学校等とも連携し、担い手となる専

門的人材の確保に継続して取り組むとともに、近隣市町との協働・ネット

ワークを強化し、病院施設を中心とした医療・福祉関連産業の持続的発展

と地域間競争力の強化を図ることも求められます。 

 

    基本方針 

      医療・福祉関連の既存の産業集積を活かし、これを新たな雇用の創出や

所得の向上、本市への移住の促進などに結び付けていくため、鴨川版ＣＣ

ＲＣ構想を策定し、施設立地に向けてこれを推進していきます。 

      また、今後、高齢化の進展に加えて、移住・定住関連施策の推進による

医療需要の増加も見込まれることから、将来的に不足することが見込まれ

る看護師等の専門的人材の確保を促進し、地域における質の高い医療サー

ビスの確保と、産業の中核となる病院施設等の持続的発展を図ります。 

      加えて、医療によっても選ばれ続ける地域を実現するため、近隣市町の

行政・医療福祉事業の関係者が、情報ネットワーク等の活用により利用者

支援に必要な情報を共有する仕組みづくりについても検討を進め、効率的

かつ切れ目のない、包括的な医療・福祉サービスの提供を図るなど、地域

間での競争力の強化を図ります。 

 

    施策・事業内容 

○ 医療・福祉分野における雇用・サービスの提供の場の拡充 
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事業名 事業内容 

鴨川版ＣＣＲＣ構想の策定及び推

進 

 東京圏等に居住する高齢者が、自らの希望に

応じて本市に移り住み、地域社会において健康

でアクティブな生活を送るとともに、医療介護

が必要なときには継続的なケアを受けること

ができるような地域づくりを進めます。 

医療・福祉関連企業等の誘致  医療・福祉関連分野における教育・研究機関

など、多様な企業等の誘致を図ります。 

 

○ 医療・福祉分野における人材の確保 

事業名 事業内容 

看護師等の確保  医療・福祉産業の持続的な成長と地域医療環

境の更なる充実を促進するため、将来、安房郡

市内での就職を希望する看護学生に修学資金

の貸し付けを行い、地域における看護師等の確

保を図ります。 

介護人材の確保  要介護高齢者等の増加により今後見込まれ

る介護人材の不足への対応と市内の雇用促進

を図るため、資格取得に対する補助をはじめ、

人材の確保・育成を支援します。 

 

○ 医療・福祉関連産業の地域間競争力の強化 

事業名 事業内容 

医療・福祉等関係者間における利

用者支援情報ネットワークの整備

検討 

 市民の高齢化や高齢者の転入増等への対応

を図るため、医療・福祉等に関わる病院や専門

職等をつなぐ利用者支援情報ネットワークの

整備に関する協議・調整を進め、医療・介護連

携の先進的かつ効果的な取組みとしての実現

を目指します。 
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   (６) 雇用対策の推進 

 

    現状と課題 

      我が国の雇用情勢は、国の経済対策や金融緩和などを背景とした景気回

復の兆しに合わせて緩やかに改善しつつあります。特に、安房管内におけ

る有効求人倍率については、平成 24 年度の 0.91 倍から、平成 25 年度の

0.97 倍、平成 26 年度の 1.37 倍と大きな改善を見せており、平成 26 年度

末（平成 27 年３月）時点では 1.51 倍と、全国の 1.15 倍、千葉県の 0.97

倍を大きく上回っている状況にあります。 

      しかし、安房管内を統括するハローワーク館山に寄せられる求人の５割

以上がパートであるなど、企業においては競争力の強化のため、人件費を

抑制し、非正規雇用を拡大する傾向にあります。 

      このため、国や県、近隣市町と連携を図りながら、市民のニーズに合わ

せた就職相談会の開催などにより、きめ細かい就職情報の提供に努めると

ともに、新たな企業の誘致や既存企業の事業拡大を促進し、選択できる職

種と雇用機会の拡大を図ることが求められます。 

      特に、若者の市外への流出を防ぎ、定住を促すため、若年層に焦点を当

てた取組みを強く推進するとともに、就労意欲の高い中高年者の雇用の場

の更なる確保にも努めていくことが必要です。 

 

    基本構想 

      鴨川市ふるさとハローワークを中核として、職を求める市民が、市内は

もちろんのこと、全国から寄せられる多くの就職情報の中から、その多様

なニーズに合致した情報を取得し、きめ細やかな相談が受けられる体制を

確保します。 

      また、地域において選択可能な職種と雇用機会の拡大を図るため、市外

からの新たな企業の立地とともに、市内の既存企業による事業拡大、新規

事業への進出、さらには市民の雇用を支援します。 

      加えて、少子高齢化や人口減少といった課題への対応から、若年層の就
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職を支援し、アクティブに働き続けることを希望する高齢者の就労の場を

確保するため、関係機関との連携を図りながら、特定の層を対象とした就

職相談会の開催など、就職情報のより積極的な収集・提供に努めます。 

 

    施策・事業内容 

○ 雇用相談の充実 

事業名 事業内容 

求人情報コーナーの機能強化  鴨川市ふるさとハローワークにおいて、職業

相談、職業紹介等を実施するとともに、国等と

連携した就職相談会を開催します。 

 

○ 多様なニーズに即したきめ細かな就労情報の提供 

事業名 事業内容 

若年者等の就職活動への支援  近隣市町やハローワークとの連携により、若

年層の求職者を主な対象とした就職相談会等

を開催し、都市部への人口流失の防止と市内就

職率の向上を図ります。 

シルバー人材センターの活用  高齢者の介護予防や生きがいづくりを促進

するとともに、これを地域の活力へと効果的に

結び付けていくため、シルバー人材センターに

よる高齢者への就労機会の提供を支援します。 

 

○ 企業立地と雇用の拡大の促進 

事業名 事業内容 

企業立地等の促進（再掲）  企業立地促進法や本市の関連条例に基づく

奨励措置等の運用、地域経済分析システムの活

用等により、新規企業の誘致はもとより、市内

事業所の拡充や雇用の拡大を戦略的に促進し

ます。 
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  ６ ともに学び未来を育む教育文化のまち 

 

   (１) 学校教育の充実 

 

    現状と課題 

      年少人口が減少し少子化が進行する一方、子育て・教育に対するニーズ

は多様化しています。本市においては、これまで幼保一元化や小中一貫教

育を推進し、特色ある教育環境づくりに取り組んできたところですが、今

後はさらに、保育園、幼稚園、小学校、中学校それぞれの保育・教育にお

ける子どもたちの連続した育ちを視野に入れた、より一貫した教育の推進

が求められます。 

      幼児教育においては、幼児が今をよりよく生き、望ましい未来を創り出

す基となる力をつけるための環境づくりが重要であると同時に幼児期に

ふさわしい活動を通して、育てるべきことはしっかりと育て、小学校以後

の生活や学習における自ら学ぶ意欲や判断力、表現力へとつなげていくこ

とが求められます。 

      義務教育においては、次代を担う児童生徒の心身ともに健康で調和のと

れた人間形成と、一人ひとりの個性の伸長を図ることが求められています。

そこでこれからは、基礎的・基本的な学力の確実な定着と自ら学ぶ意欲と

学び方を身に付け、変化の激しい社会に主体的に対応できる能力と創造性

の基礎を培うなど、「生きる力」を育む教育が必要です。また、いじめや

不登校への対応、障害を持つ児童生徒の適正就学や教育的支援の充実もさ

らに推進していく必要があります。 

      学校給食センターでは、幼稚園、小中学校及び安房特別支援学校鴨川分

教室の 20 施設の園児・児童・生徒及び教職員等に対し、１日約 3,000 食

の給食を提供しています。給食業務を支障なく円滑に行い、安定的に給食

を提供していくためには、施設や厨房機器の適切な維持管理を行うととも

に、老朽化した設備等を計画的に更新していくことにより、衛生管理基準

を遵守して事故やトラブルを発生させない必要があります。また、民間事

業者のノウハウや専門性を活用して、給食業務の合理化・効率化を図るた
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め、調理や配送業務等の民間委託の実施に向けた取組みを進めていく必要

があります。 

      また、市内には城西国際大学観光学部や亀田医療大学をはじめとする６

大学の大学関連教育研究施設が立地しています。こうした環境を活かして、

地域や学校、大学との連携を強化することにより、地域への有用な人材の

定着を図ることが求められています。 

 

    基本方針 

      これからの学校教育においては、０歳から 15 歳までの子どもの発達の

特性を理解し、一人ひとりの健やかな成長と豊かに生きる力を身につける

ことのできる一貫した教育（保幼小中一貫教育）の推進に重点的に取り組

みます。また、共生社会の形成に向けて、インクルーシブ教育システムの

構築に努めます。 

      幼児教育については、その後の連続した育ちを見据え、幼児期にふさわ

しい豊かな活動を多様に実践します。加えて、個に応じた指導・支援がで

きるよう、特別支援教育の充実と体制整備を進めます。 

      義務教育については、小中一貫教育を基軸に、保育園、幼稚園からの子

どもたちの連続した育ちを見据えた一貫した教育のあり方を追求します。

加えて、国際化、情報化などの課題に対応した英語教育、情報教育を一層

推進します。 

      学校給食では、成長期にある子どもたちに栄養バランスのとれた安全・

安心でおいしい給食を提供し、子どもたちの体力向上、心身の健全育成に

努めるとともに、アレルギー対策にも積極的に取り組んでいきます。 

      また、地域への有用な人材の定着を図るため、高等学校、大学及び地域

社会との連携強化を促進します。 

 

    施策・事業内容 

○ 教育施策全般の総合的な推進 

事業名 事業内容 
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教育振興計画の策定及び推進  教育の振興に関する施策の総合的かつ計画

的な推進を図るため、多様な教育分野の指針と

なる新たな教育振興計画を策定し、これを推進

します。 

 

○ 幼児教育の充実 

事業名 事業内容 

幼児教育の充実  幼稚園教育要領に基づき、家庭や小学校との

連携を図りながら、幼児一人ひとりの特性に応

じたきめ細やかな幼児教育を推進し、生きる力

の基礎を育成します。 

 

○ 義務教育の充実 

事業名 事業内容 

小中一貫教育の推進  市教育政策研究会による研究成果を踏まえ、

小中一貫教育を推進します。 

 また、小中一貫教育全国サミットに参加し、

研究・開発に取り組む自治体や学校と情報交換

を行います。 

子どもたちの学力・体力の向上  学力・学習状況調査の結果をもとに、学習指

導上の改善を図るとともに、子どもたちの学習

意欲の向上に資する取組みを推進します。ま

た、あらゆる学びの基礎となる読解力や想像

力、集中力などの向上を図り、生きる力を育て

るため、子どもたちの読書活動の推進を図りま

す。 

 加えて、メディカルチェックによるスポーツ

障害の予防やスポーツランキングの活用によ

り、子どもたちの体力の向上を図ります。 
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英語教育の充実  外国語指導助手を小中学校及び幼稚園に派

遣し、英語教育と英語活動の充実を図るととも

に、市内にある大学との連携を強化し、国際化

に対応した人材の育成と国際理解教育を推進

します。 

情報化に対応した教育の充実  パソコン教室の機器等の適切な管理・更新を

行い、ＩＣＴを活用した教育の充実を図りま

す。 

学校・地域等との連携（学校支援

ボランティアの育成と組織化） 

 学校支援ボランティアの育成と組織化を図

り、地域との連携による教育を推進します。 

いじめ防止等の対策の充実  スクールカウンセラーや関係機関と連携し、

いじめの防止、早期発見及び対処のための対策

を講ずることにより、児童生徒が健やかに成長

できる環境をつくります。 

特別支援教育の充実  特別支援教育支援員の配置や巡回相談員の

派遣等を通して、子ども一人ひとりの発達に合

わせた支援を行います。 

就学のための保護者への支援  経済的な理由により就学が困難とならない

よう援助を行い、保護者の経済的な負担軽減を

図ります。 

 

○ 教育環境の充実 

事業名 事業内容 

校舎の大規模改修  子どもたちが安全で快適に学べる教育環境

づくりを目指し、田原小学校の校舎の大規模改

修を行います。 

屋外教育環境の整備  東条小学校、西条小学校のグラウンドの排水

機能向上のための整備を行います。 

 また、老朽化に伴い、西条小学校のプール施
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設の改修を行います。 

屋内運動場の整備  天津小学校及び西条小学校の屋内運動場、安

房東中学校の武道場の大規模改修を行います。 

遠隔地児童・生徒・園児の通学・

通園支援 

 通学・通園バスの運行、通学費の補助により、

遠隔地からの通園・通学を支援します。 

学校給食の充実  厨房機器や給食配送車の計画的な更新を行

うとともに、栄養バランスやアレルギー対応に

配慮した、安全・安心でおいしい給食の提供に

努めます。 

 また、調理、配送業務等の民間委託の実施に

向けた取組みを進めます。 

 

○ 市内大学への入学の奨励 

事業名 事業内容 

市内大学への入学の奨励  市内大学への進学を促進し、地域への有用な

人材の定着を図るため、市内の大学へ入学する

市民に奨励金を交付します。 

 

   (２) 生涯学習の充実 

 

    現状と課題 

      少子高齢化や、個人の価値観、ライフスタイルの多様化が進む中、市民

一人ひとりのニーズを尊重しながら、それぞれのライフステージに応じた

学習メニューや実践できる場所を提供することが必要となっています。 

      さらに、団塊世代の大量退職により、自分の経験や知識を社会に活かす

機会を望む市民は増加すると思われます。そうした力も活用しながら、将

来にわたって、全ての市民があらゆる機会、あらゆる場所を利用して参加

することができる学習環境の整備や、事業の充実が求められています。 

      生涯学習は、一人ひとりの人生を、生きがいのある充実したものにする

だけでなく、学びを通じて人と人がつながり、交流を深めながらお互いを



- 166 - 

尊重する気持ちを醸成します。幸せと誇りを感じられる、住みよい心豊か

な生活の実現に向けたコミュニティづくりに、大きな役割を果たすことが

今後期待されます。 

      本市では、社会教育関連施設として、11 の公民館やわんぱくハウスな

どがありますが、快適な学習環境を維持するために、老朽化の進む施設に

おいては、適切な管理運営を行っていく必要があります。 

      また、本市は、城西国際大学観光学部をはじめ、６つの大学の教育研究

施設が立地するとともに、自然環境や歴史・文化遺産に恵まれているため、

こうした地域資源を活かした生涯学習の振興を図っていくことが求めら

れます。 

      図書館においては、生涯学習社会の進展等に伴う、多様化するニーズに

対応したきめ細やかなサービスの提供が求められています。 

 

    基本方針 

      家庭や地域での子どもの体験教室や職場体験学習、生活を豊かにする社

会教育活動を通じて、市民が趣味やスポーツなどに親しみ、様々な問題解

決や自己の希望の実現に向け、いきいきと学ぶことのできる「市民一人ひ

とりが輝く生涯学習のまちづくり」を進めます。 

      また、生涯学習を学ぶ市民に、一方的・固定的に学習活動を進めるので

はなく、市民同士がお互い尊重し合い、教え合い、学び合う生涯学習活動

の充実を図ります。 

      さらに、市内に関係施設がある大学との連携により、大学の持つ知的財

産を市民に還元し、学習機会の拡充を図るとともに、市民が各地域の自然

や歴史、文化などを活かし、趣味や地域学習などを通じて、お互いに交流

し、活動する魅力あるコミュニティづくりを促進します。 

      図書館においては、生涯読書推進計画に基づき、多様な市民ニーズに対

応した事業展開を図るとともに、その担い手となる人材の育成に努めます。

また、遠隔地利用者の利便性向上のため、公民館図書館分室の機能強化な

ど、学習環境の整備を図ります。 
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    施策・事業内容 

○ 多彩な学習活動の促進 

事業名 事業内容 

公民館事業の充実  子どもから高齢者までの幅広い年代の利用

を促進するため、魅力ある公民館教室の開催と

その活動の周知に取り組むとともに、サークル

活動や、多様なニーズに応じた生涯学習活動の

充実を図ります。 

大学等との連携による特色ある生

涯学習プログラムの充実 

 市内に関係施設を有する大学との連携によ

り、大学が持つ知的財産を市民に還元するた

め、講演会や実験教室、キャンパスツアーなど

を開催し、学習機会の提供を図ります。 

地域学習・ボランティア活動の支

援 

 知識や技能を有する人材を発掘し、その力を

活用するため、文化施設ボランティア及び生涯

学習人材バンクボランティアを育成し、その周

知を図るとともに活動の場を提供することに

より、地域学習を支援します。 

児童・生徒の体験活動事業の推進  地域や社会教育関係団体等と連携し、職場体

験学習などの様々な体験活動の充実を図り、子

どもの生きる力を育みます。 

家庭教育の支援  家庭教育指導員による家庭教育指導や相談

事業を実施するとともに、家庭教育学級の開催

や子育て学習会への支援などにより、家庭の教

育力の強化を図ります。 

 

○ 社会教育関連施設の整備充実 

事業名 事業内容 

社会教育関連施設の整備充実  市民が公民館を安心して利用することがで

きるよう、耐震診断の結果や老朽化の状況等を
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踏まえて、計画的に改修・修繕を行います。 

 また、老朽化した曽呂公民館を旧曽呂小学校

に移転し、生涯学習や地域活動の拠点施設とし

て、機能強化を図ります。 

 

○ 読書・学習環境の充実 

事業名 事業内容 

図書資料の充実及び学習環境の整

備 

 各年齢層に配慮した取組みの推進や図書資

料の充実を図り、きめ細やかなサービスの提供

に努めます。 

 また、「みんなでつくる図書館」をテーマに

文化施設ボランティアの育成及び活動の推進

に努め、読書人口の増加を図ります。 

 さらに、老朽化した施設の計画的な改修を行

うほか、遠隔地利用者の利便性向上に資するシ

ステムの構築など、公民館図書館分室の機能強

化を図ります。 

 

   (３) 青少年の健全育成 

 

    現状と課題 

      次代を担う青少年を取り巻く生活環境は、少子高齢化の進展や情報通信

技術の普及などにより、ますます多様化・複雑化しています。 

      特に、近年の情報化社会の進展に伴い、スマートフォン等の情報端末を

介して、いじめや犯罪被害などに巻き込まれるケースが急増しています。 

      また、少子化や核家族化による家庭環境の変化に伴い、青少年が様々な

体験や活動をする場が減っていることから、規範意識の醸成やコミュニケ

ーション能力を身につける機会が少なくなっています。 

      こうした中、青少年があらゆる生活の場において、様々な人間関係や活

動を通して、豊かな人間性を育み、健全に育成されるよう、青少年育成団
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体と学校、家庭、地域がさらに連携を深め、時代の変化に柔軟に対応した

取組みを地域全体で進めていくことが重要です。 

 

    基本方針 

      次代を担う青少年が、自らの能力や個性を十分に発揮するとともに、地

域づくりの担い手として健全に育成されるよう、学校、家庭、地域、警察

などの関係機関との連携を強化し、健全な社会環境づくりに向けた各種活

動を推進します。 

      また、青少年の健全育成を図るため、体験・交流活動や社会活動への参

加機会の拡充、さらには地域活動の強化や指導者の育成に努め、地域全体

で青少年を支え育てるための仕組みづくりを進めます。 

 

    施策と事業内容 

○ 啓発活動の推進 

事業名 事業内容 

青少年の健全育成に関する啓発の

推進 

 青少年健全育成推進大会において青少年育

成指導者研修会並びに小・中学生及び高校生に

よる青少年健全育成に関する作文等の発表会

を実施するなど、啓発・広報活動を推進するこ

とにより、青少年健全育成に関する意識の高揚

を図ります。 

 

○ 青少年育成団体活動の活性化及び地域との連携強化 

事業名 事業内容 

青少年育成団体に関する活動の活

性化 

 球技大会やウォークラリー大会、ジュニアリ

ーダー講習会など、青少年育成団体が連携した

事業を開催するとともに、小学生通学合宿や放

課後子ども教室（土曜スクール）の開催など、

多様な青少年活動の展開を促進します。 
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青少年育成団体と地域の連携強化  青少年育成鴨川市民会議が警察署や地域住

民などと連携しながら、非行防止パトロールを

実施し、地域が一体となって青少年の健全育成

に努めます。 

 

   (４) 文化の振興 

 

    現状と課題 

      文化・芸術は、人々に精神的な豊かさや感動を与え、真にゆとりと潤い

を実感できる心豊かな生活を実現していく上で、欠かせない重要な要素で

す。 

      また、地域の歴史・伝統は、大切に守り育て、後世に伝えていくことで、

郷土を愛する心の育成や新たな文化の創造につながります。 

      本市には、国登録文化財の「旧水田家住宅」や特別天然記念物「鯛の浦

タイ生息地」など、歴史的建造物や天然記念物、史跡、民俗芸能、伝統行

事など、数多くの貴重な文化財が存在します。 

      今後も、これらの貴重な文化財の調査・研究を進め、保全・継承を図り、

郷土を愛する心を育むとともに、文化資源として有効に活用することによ

り、地域活性化につなげていくことが求められています。 

      また、本市の文化芸術活動の拠点となる市民ギャラリーや市民会館など

の文化施設の老朽化が著しく、利用者のニーズや安全性の確保に十分応え

られなくなっているため、新たな施設の整備を図るとともに市内の各種文

化団体等と連携して、施設を訪れる人が文化・芸術に触れ親しみ新たな交

流が生まれる環境づくりを進めることが必要です。 

 

    基本方針 

      市民一人ひとりがふるさとの文化や歴史、芸術を理解し、郷土愛と誇り

を持って、心豊かな生活を送ることができるよう、貴重な文化財の保護・

保全に努め、市民の文化芸術活動を支援するとともに、多様な文化・芸術

に接する機会や活動成果の発表の場の拡充を図ります。 
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      また、文化芸術活動の拠点となる新たな市民ギャラリー、多目的施設の

整備を図るとともに、潜在的な文化資源の掘り起こしをさらに進め、これ

らの資源を有効に活用した地域活性化策を推進します。 

 

    施策・事業内容 

○ 文化・芸術の振興 

事業名 事業内容 

文化・芸術の振興  2020 年オリンピック・パラリンピック東京

大会等を貴重な機会として捉え、グローバルな

視点と多様な価値観に基づいた魅力ある展覧

会や発表会等を開催することにより、交流人口

の増加を図るとともに、市内の各文化団体等の

活動を支援し、本市固有の文化・芸術の発信と、

市民が地域の文化・芸術に触れ親しむ環境づく

りを進めます。 

 

○ 文化施設の整備充実 

事業名 事業内容 

市民ギャラリーの整備  建物が老朽化した市民ギャラリーを旧曽呂

小学校に移転し、市民の文化芸術活動を促進す

る拠点となる施設として整備します。また、

様々な人々が交流する機会を設けることに努

め、地域の文化芸術を発信する施設としての機

能強化を図ります。 

多目的施設の整備  市内での文化・スポーツの振興を図るととも

に、2020 年オリンピック・パラリンピック東

京大会関連合宿等の誘致による地域振興を図

るため、体育館としての機能と文化芸術活動の

発表の場としての機能等を併せ持つ多目的施
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設を平成 30（2018）年度中の供用開始を目指

し整備します。 

 

○ 歴史・文化の保全と活用 

事業名 事業内容 

指定文化財保護活動の支援と適正

保護の推進 

 市内に所在する文化財の適正な保護のため

に、所有者・管理者に対する活動支援や助成に

努めます。 

 また、市内の文化財の実態調査を随時実施し

ます。 

市史の編さん、史・資料調査と保

存・活用 

 本市の歴史的変遷を明らかにし、市民の地域

に対する理解と愛郷心を深めるため、古文書史

料の収集・整理、保存を進めるとともに、「あ

ゆみ」シリーズなどの市史編さん関係書籍を発

行します。 

地域の歴史・文化資源の周知と有

効活用 

 地域の歴史・文化・民俗・暮らしなどに関す

る調査研究を進め、その成果を活かした展覧会

や見学会を開催し、本市の歴史と文化を市内外

に広く周知することに努めます。 

 また、市内の文化財や文化遺産全般の価値を

明らかにし、個々の状況に即した形での有効活

用を目的とする「（仮称）文化財保護活用計画」

の策定に向けた基礎調査等を実施します。 

 

   (５) スポーツの振興 

 

    現状と課題 

      近年、スポーツ活動が持つ意義や役割は大きく変容し、単に「する人」

個人の自己実現・健康維持の手段といった枠を越え、「見る人」、「支える

人」が加わることによる、豊かな生活の実現やコミュニティの醸成など、
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まちづくりとの関わりが深くなっています。 

      本市においては、県内有数の規模を誇る総合運動施設をはじめ、社会体

育施設、学校体育施設の整備・活用により、市民スポーツの振興やスポー

ツイベント・合宿の誘致を進めてきました。 

      しかしながら、スポーツ基本法の制定により、誰もが生涯にわたり、様々

な形でスポーツに親しめる環境づくりが、これまで以上に求められており、

本市においても、市内運動施設の利便性向上や市民ニーズに対応したスポ

ーツ施策を、積極的に展開していく必要があります。 

      特に、平成 30 年度中の供用開始を目指す多目的施設の整備を進め、よ

り魅力ある総合運動施設の活用を推進していくほか、2020 年オリンピッ

ク・パラリンピック東京大会の開催に伴う関連イベントやプロスポーツ関

連合宿の誘致、競技スポーツ・ユニバーサルスポーツの普及啓発を図るな

ど、スポーツを市民福祉の向上や地域振興に結び付ける取組みが求められ

ています。 

 

    基本方針 

      市民一人ひとりが、各自の適正や技量に応じて、安全かつ自主的にスポ

ーツを楽しみ、支える環境づくりを目指し、総合運動施設や社会体育施設

などのスポーツ・レクリエーション施設の整備を計画的に進め、市民の積

極的な施設活用とスポーツイベントへの参加を促進します。 

      また、これら充実した運動施設に加え、スポーツに適した気候、豊かな

自然環境など、本市の魅力・資源を最大限に活用することで、2020 年オ

リンピック・パラリンピック東京大会のほか、プロスポーツ関連のイベン

ト・合宿誘致に努め、競技スポーツの普及と交流人口の拡大を促進し、「ス

ポーツ観光交流都市・鴨川」の発展を目指します。 

 

    施策・事業内容 

○ スポーツ施設の整備充実 

事業名 事業内容 
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多目的施設の整備（再掲）  市内での文化・スポーツの振興を図るととも

に、2020 年オリンピック・パラリンピック東

京大会関連合宿等の誘致による地域振興を図

るため、体育館としての機能と文化芸術活動の

発表の場としての機能等を併せ持つ多目的施

設を平成 30（2018）年度中の供用開始を目指

し整備します。 

総合運動施設の充実  施設利用者の増加を図るため、文化体育館、

陸上競技場、野球場を計画的に整備し、利用者

の利便性・安全性の向上に努めます。 

 また、サービスの向上と維持管理経費の節減

を図るため、指定管理者制度の導入を進めま

す。 

体育センターの整備  サッカー場やソフトボール場などへの活用

を通じた施設利用と市民スポーツの振興を図

るため、体育センターを整備します。 

総合運動施設の都市公園としての

整備（再掲） 

 総合運動施設を都市公園法に基づく都市公

園として位置付け、市民が憩い、健康の増進を

図るために、ランニング・ウォーキングをはじ

め多目的に利用できる拠点として整備を進め

ます。 

 

○ 2020 年オリンピック・パラリンピック東京大会関連合宿等の誘致 

事業名 事業内容 

2020 年オリンピック・パラリンピ

ック東京大会関連合宿等の誘致 

 2020 年オリンピック・パラリンピック東京

大会関連の合宿やイベント等の誘致を「オール

鴨川」体制で取り組み、誘致等による経済波及

効果の享受はもとより、全国レベルのスポーツ

観光交流都市を目指します。 
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 また、講演会など関連イベントの開催及び周

知にも取り組み、市民の受入れ気運の高揚を図

ります。 

 

○ 市民スポーツの振興 

事業名 事業内容 

総合型地域スポーツクラブの支援  子どもから高齢者まで、気軽にスポーツを楽

しみながら健康づくりを目指す「鴨川オーシャ

ンスポーツクラブ」の活動を継続して支援する

ことにより、市民スポーツの振興を図ります。 

 

○ 千葉ロッテマリーンズのキャンプ等の誘致 

事業名 事業内容 

千葉ロッテマリーンズのキャンプ

等の誘致（再掲） 

 千葉ロッテマリーンズの鴨川キャンプを引

き続き誘致し、「スポーツ観光交流都市・鴨川」

を全国へ情報発信することにより、地域の活性

化を図ります。 

 また、球団や後援会組織との連携のもと、各

種イベントや地域交流を行い、市民スポーツの

振興を図ります。 

 

   (６) 国際交流・地域間交流の推進 

 

    現状と課題 

      本市の国際交流については、平成５年に米国ウィスコンシン州のマニト

ワック市と国際姉妹都市提携を締結し、以降、中高生の相互派遣事業や民

間主体の小中学生の絵画交換やペンパル事業、合唱団や吹奏楽団の交流事

業など、幅広い分野での交流活動が展開されています。平成 25 年には、

国際姉妹都市提携 20 周年を迎え、これを契機とし、これまで以上に両市

の交流を推進していく必要があります。 
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      市内には、城西国際大学の留学生など、多くの外国人が在住し、異なる

文化や言語に適応しながら学び・働き・暮らし続けています。これまで、

本市では、多言語による行政・生活情報の提供や相談窓口の設置に加えて、

国際交流協会等との連携のもと、外国人の日常生活に密着した日本語教室

や防災教室の開催など、外国人が地域で暮らしていくための生活支援を行

ってきました。 

      今後も、本市で暮らす外国人が、安心して生活していくことができるま

ちづくりを目指して、多文化共生の地域づくりを推進していく必要があり

ます。 

      また、2020 年オリンピック・パラリンピック東京大会の開催を契機に、

多くの外国人の来訪が期待されるなど、一層の国際化が進むものと予想さ

れます。今後も、これまで実施してきた交流活動を継続・発展させていく

とともに、市民レベルでの多文化共生社会の実現が求められています。 

      国内の姉妹都市等については、山梨県南巨摩郡身延町、東京都荒川区、

千葉県君津市や埼玉県さいたま市と姉妹都市、友好都市等の関係にあり、

産業、消防、教育など、様々な分野での相互協力や交流活動を行っていま

す。 

      地域間交流は、地域活性化に大きな効果があると考えられることから、

農林水産資源や歴史資源をはじめとする多様な地域資源を活用しながら、

特に市民レベルでの交流や活動の輪を広げ、交流人口の増加を図っていく

ことが重要です。 

 

    基本方針 

      マニトワック市等との国際交流を推進するとともに、国際交流員や国際

交流協会等との連携のもと、在住外国人や外国人訪問客に喜ばれる多文化

共生の地域づくりを進めます。 

      また、国際交流協会等の活動を支援するとともに、その組織強化を図り

ます。 

      さらに、豊富な地域資源を活用しながら、山梨県南巨摩郡身延町、東京

都荒川区や埼玉県さいたま市をはじめとする姉妹都市、友好都市等との多
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様な交流活動を市民と一体となって推進します。 

 

    施策・事業内容 

○ 国際姉妹都市との交流の促進 

事業名 事業内容 

青少年海外派遣の推進  国際的視野、国際的感覚の豊かな人材を育成

するため、国際姉妹都市マニトワック市との中

学生・高校生の相互派遣を行います。 

民間国際交流団体等への支援  姉妹都市との一層の交流を促進するため、民

間の国際交流団体が行う活動等を支援します。 

 

○ 多文化共生の推進 

事業名 事業内容 

在住外国人の支援  外国人向けの暮らしのガイドや防災マップ

等を充実させるとともに、各種交流イベントや

防災教室の開催など、市内在住外国人が安心し

て暮らせるよう生活を支援します。 

 

○ 国際化の推進 

事業名 事業内容 

国際交流員の配置  国際交流員として外国青年を招致し、地域の

国際化の進展、語学教育の充実を図り、市民の

国際意識を醸成し、国際化を推進します。 

 

○ 国内姉妹都市等との交流の促進 

事業名 事業内容 

国内姉妹都市等との交流の促進  国内姉妹都市・友好都市等との文化的・人的

交流活動を促進し、相互の連携強化を図りま

す。 
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  ７ 一人ひとりがいきいきとした健康福祉のまち 

 

   (１) 保健・医療の充実 

 

    現状と課題 

      近年、食生活の多様化や生活環境の変化により、生活習慣病等が増加の

傾向にあります。 

      本市では、健康寿命延伸のため小児からの生活習慣病対策や、特定健

診・特定保健指導、各種がん検診の受診や食生活改善の促進、さらには健

康づくりに関する各種団体との連携に努めるとともに、高齢期を迎えても

寝たきりや認知症にならないよう介護予防事業を推進しています。 

      今後は、特定健診・各種がん検診受診率の更なる向上を図るとともに、

市民一人ひとりと地域社会での健康意識をより一層高め、生活習慣病やロ

コモティブシンドローム（運動器症候群）、メタボリックシンドロームの

予防、さらには、ソーシャルキャピタルを活用した健康づくり施策に取り

組むことが求められます。 

      医療については、本市には高度医療機能を有する大規模な民間病院をは

じめ市立国保病院などが立地し、広域的な救急医療体制が構築されていま

す。高齢化や過疎化が進む中、住み慣れた地域で安心して医療が受けられ

るよう、救急医療体制の確保や在宅医療の充実、バランスのとれた医療機

能の分化と連携などを図る必要があります。 

      なお、市立国保病院については、施設の老朽化が顕著となっているため、

内陸部における重要な医療拠点としての役割を踏まえつつ、今後のあり方

について検討を行うことが必要です。 

 

    基本方針 

      第２期健康福祉推進計画（平成 28 年度～令和２年度）に基づき、市民、

地域、行政がそれぞれの役割の中で、市民の健康意識の醸成を図るととも

に、保健・医療・福祉・教育等との連携により、妊娠・乳幼児期から高齢

期までのライフステージに応じた、一人ひとりの、さらには地域社会での
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つながりやささえあいによる健康づくりを促進します。 

      また、民間医療機関との連携による市民の健康の保持増進、地域医療環

境の充実を図るとともに、生活習慣病の予防活動と多様な主体による健康

づくりに資する社会環境の整備に取り組み、健康長寿のまちの実現を目指

します。 

      なお、市立国保病院については、地域において施設が担う役割と建物の

耐震診断の結果を踏まえ、今後のあり方を定めていきます。 

 

    施策・事業内容 

○ 健康福祉施策全般の総合的な推進 

事業名 事業内容 

健康福祉推進に関する計画の策定

及び推進 

 健康福祉関連施策の総合的かつ計画的な推

進を図るため、新たな健康福祉推進計画を策定

し、これを推進します。 

 

○ 保健サービスの充実 

事業名 事業内容 

生活習慣病対策の充実  生活習慣病の予防や、がん等の早期発見を促

進するため、特定健康診査・各種がん検診及び

保健指導等を実施するとともに、健康医療情報

の蓄積の活用等により、より効果的な健診等の

受診勧奨を進め、健診等受診率の向上を図りま

す。 

母子保健の推進  妊婦・乳幼児の健診の受診率向上を図るとと

もに、各種相談・診察・指導や母子手帳の交付

により母子保健を推進します。 

歯科保健の推進  フッ化物洗口事業の実施により、学童期から

の歯の健康づくりを促進するとともに、高齢者

を対象とした歯科口腔保健指導等を実施し、歯
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科保健を推進します。 

予防接種の促進  各種疾病の罹患・流行の防止を図るため、任

意接種を含む各種予防接種の実施及び接種率

の向上に努めます。 

自主的な健康づくりの支援  市民自らによる生活習慣の改善と健康づく

りを促進するため、健康教育・健康相談等を実

施し、健康増進に関する正しい知識の普及・啓

発を図るとともに、健康の保持増進に向けた意

欲の喚起が図られる健康マイレージ等の仕組

みづくりに取り組みます。 

 

○ 地域における健康づくり組織の育成・支援 

事業名 事業内容 

食育・栄養改善事業の推進  食生活改善推進員の養成と併せ、食育・栄養

改善事業を実施します。 

健康づくり活動の促進  地域での健康づくりを推進する団体・ボラン

ティアを育成するとともに普及啓発等の活動

支援を行います。 

 

○ 地域医療環境の充実 

事業名 事業内容 

救急・休日・夜間医療の充実  安房郡市広域市町村圏事務組合により、広域

的な救急・休日・夜間医療体制の充実に努めま

す。 

 また、２次保健医療圏を基本とする救急医療

における県の方針等に合わせ、消防・救急の適

正利用にむけた啓発を行います。 

 

○ 市立国保病院の充実 
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事業名 事業内容 

市立国保病院の充実  病院施設の老朽化が顕著となっている状況

を踏まえ、施設の耐震診断の結果も考慮した上

で、今後における病院のあり方を検討します。 

 また、この検討結果に基づいて施設・機器等

の更新整備を計画的に実施します。 

 

○ 医療・福祉分野における人材の確保 

事業名 事業内容 

看護師等の確保（再掲）  医療・福祉産業の持続的な成長と地域医療環

境の更なる充実を促進するため、将来、安房郡

市内での就職を希望する看護学生に修学資金

の貸し付けを行い、地域における看護師等の確

保を図ります。 

介護人材の確保（再掲）  要介護高齢者等の増加により今後見込まれ

る介護人材の不足への対応と市内の雇用促進

を図るため、資格取得に対する補助をはじめ、

人材の確保・育成を支援します。 

 

○ 保健・医療等に関する情報ネットワークの構築 

事業名 事業内容 

総合相談体制の充実  市内２箇所の福祉総合相談センターにおい

て、地域包括ケアの推進と保健・医療・福祉・

介護等に関する相談に対応するワンストップ

サービスを提供します。 

 

   (２) 地域福祉の充実 

 

    現状と課題 
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      我が国においては、平成 12 年の社会福祉法の改正により、「地域福祉」

という考え方が明確に打ち出されるとともに、平成 24 年度には、社会保

障制度改革推進法が制定され、「自助、共助及び公助による自立した生活

の実現」という基本的な考えが盛り込まれました。 

      本市においても、「健康福祉推進計画」に基づき、市民と行政との協働

による自助・共助・公助の役割分担のもと、地域におけるささえあいの仕

組みづくりに取り組み、これまで、福祉総合相談センターや権利擁護推進

センターの設置をはじめ、相談・支援体制の充実に努めてきました。 

      しかし、少子高齢化の進展、若者の首都圏への流失等に伴う核家族化の

進行、地域のつながりの希薄化等により、従来から機能していた相互扶助

機能が低下し、多様化する福祉ニーズ、孤独死や虐待の発生、認知症高齢

者の増大、生活困窮などへの対応が課題となっています。 

      また、その一方で、地域福祉活動の中核的役割を果たす民生委員・児童

委員、福祉ボランティア団体においては、高齢化や後継者不足等による登

録人数の減少など、この担い手の確保をはじめとする体制の強化が求めら

れています。 

      今後、子どもからお年寄りまで全ての人々が尊ばれ、年齢、性別、障害

の有無などに関わらず人権が守られ、住み慣れた地域で安心して自立した

生活が送れるよう、「自助・共助・公助」を基本に、「自立・共生・公共」

を加えた新たな考え方のもと、市民、福祉関係団体、社会福祉協議会及び

行政が協働して、更なる助け合い・ささえあいの仕組みづくりを進めるこ

とが必要です。 

 

    基本方針 

      今後、2025 年問題等をはじめ、高齢者人口及び要介護者の増加への更

なる対応が必要となることから、平成 28 年度を計画初年度とする第２期

健康福祉推進計画(平成 28 年度～令和２年度)を基本として、市民の地域福

祉に対する理解を深め、東日本大震災を尊い教訓とした、ささえあいの意

識を醸成していくため、福祉教育などを通じた意識啓発を進めます。 

      また、民生委員・児童委員、社会福祉協議会、福祉ボランティア団体を
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はじめとした多様な活動主体による支援機能が有効に発揮できるよう、保

健・医療・福祉・介護が連携し、ささえあいのある地域づくりと、地域包

括ケアシステムの一層の充実に努め、地域福祉を総合的かつ計画的に推進

します。 

      さらに、社会福祉協議会を通じて、福祉関係団体や福祉ボランティア団

体等の自主的な活動を支援するとともに、市民が福祉活動に参加しやすい

仕組みづくりを進め、ボランティア等の地域福祉の担い手の確保・充実を

図ります。 

 

    施策・事業内容 

○ ふれあい・ささえあいのネットワークの形成 

事業名 事業内容 

福祉サービスの利用の促進  一人暮らし高齢者やひとり親世帯、生活に困

窮する世帯などの身近な相談役であり、関係機

関へのパイプ役である民生委員・児童委員の活

動を支援し、必要かつ適切な福祉サービスの選

択・利用ができる環境づくりを促進します。 

福祉団体等の育成・支援  ふれあい・ささえあいの地域づくりを進める

ため、地域福祉活動の中核的役割を担う社会福

祉協議会の活動を支援し、交流の場の確保、ボ

ランティアの養成、福祉団体・人材の育成を促

進します。 

見守りネットワークの形成  民間事業所等との見守りネットワーク事業

協定の締結により、地域における見守り体制の

強化を図るとともに、買い物などの日常生活の

支援、避難行動要支援者の避難支援体制の整備

を進めます。 

虐待防止対策の強化  虐待防止対策委員会等を中心に、虐待の予

防、早期発見と対応、再発防止に向けた取組み
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を関係機関等との連携により進めるとともに、

虐待防止に向けたキャンペーンを実施し、意識

の醸成を図ります。 

権利擁護の推進  認知症高齢者や障害者などの権利や財産を

守るため、社会福祉協議会との連携により、成

年後見制度及び日常生活自立支援事業の利用

を促進します。 

総合相談体制の充実（再掲）  市内２箇所の福祉総合相談センターにおい

て、地域包括ケアの推進と保健・医療・福祉・

介護等に関する相談に対応するワンストップ

サービスを提供します。 

 

   (３) 子育て支援の充実 

 

    現状と課題 

      少子化や核家族化、ライフスタイルの多様化、晩婚・晩産化が進み、子

どもや子育てを取り巻く環境が著しく変化している中、平成 24 年８月に

成立した子ども・子育て関連３法に基づいて、平成 27 年４月から「子ど

も・子育て支援新制度」がスタートしました。 

      本市では、子ども・子育て支援法に基づく子ども・子育て支援事業計画

を平成 27 年３月に策定し、幼少期の教育、保育、子育て支援の総合的な

推進を図っています。今後も、保護者が子育てについての第一義的責任を

有するという認識のもとに、市民・地域・企業・市行政機関が協働し地域

全体で子育てを支え、地域社会の中で子どもが健やかに成長できる環境づ

くりを進めるとともに、希望する人数の子どもを持てるよう、生まれる前

から 18 歳までの切れ目のない相談支援体制の充実を図り、安心して子ど

もを生み育てる基盤づくりを推進していく必要があります。 

      本市独自に取り組んだ幼保一元化により、平成 27 年４月からは全ての

４、５歳児が全ての幼稚園で教育を受けることができ、預かり保育を利用

できる環境が整いました。幼保一元化が一部実施に留まっている東条地区
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では、民間が設置する認定こども園が平成 28 年４月に開園することによ

り、身近な教育・保育の場を確保することが可能になります。 

      今後も保護者の就労形態の多様化等による保育ニーズにきめ細かく対

応するため、延長保育、預かり保育に加え病児・病後児保育など保育サー

ビスの充実を図る必要があります。 

      子育て総合支援センターでは、ファミリー・サポート事業や、子育てに

関する相談や情報提供の充実と交流の促進に努めていますが、今後は地域

で子育てを支える体制づくりを一層推進していくことが求められます。 

      学童保育は、平成 27 年４月から市内全地区の児童を対象に実施される

ようになりましたが、運営団体への更なる支援が必要です。 

      深刻な社会問題となっている児童虐待等への対策については、家庭相談

員による相談・指導を行うとともに、要保護児童対策地域協議会において

関係機関との連携を図りながら、その予防や相談・対応に努めています。 

      ひとり親家庭等については、経済的安定と自立した生活の確立のための

一層の支援が必要です。 

 

    基本方針 

      子ども・子育て支援事業計画に基づき、子育て家庭を地域でささえあい、

見守りながら、子どもの健やかな成長を支援していくための取組みを総合

的に進めます。このため、保育サービスの充実や教育・保育の環境整備、

身近な地域での子育て支援の充実、多様な子育て家庭への経済的支援など、

多面的な取組みを推進します。 

      また、子育てに対する負担感や不安の解消のための相談・対応の充実を

図ります。 

      学童保育では、運営団体へ補助金を交付するとともに、設備運営基準に

基づく支援に取り組みます。 

 

    施策・事業内容 

○ 子ども・子育て支援施策全般の総合的な推進 
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事業名 事業内容 

子ども・子育て支援事業計画の策

定及び推進 

 子ども・子育て支援施策の総合的かつ計画的

な推進を図るため、新たな子ども・子育て支援

事業計画を策定し、これを推進します。 

 

○ 教育・保育サービスの充実 

事業名 事業内容 

教育・保育サービスの充実  多様な保育ニーズに対応するための環境を

整備し、一時預かりや病児保育などを実施しま

す。 

新たな幼保一元化の推進  これまで推進してきた幼保一元化の取組み

をさらに発展させ、幼稚園・保育園・認定こど

も園共通のカリキュラムを作成し、０歳から５

歳までの子どもの発達を支援します。 

また、公立の幼稚園・保育園について、民間施

設のニーズを踏まえた上で、幼保連携型認定こ

ども園への移行を実施します。 

 

○ 地域子育て支援の充実 

事業名 事業内容 

地域子育て支援の充実  子育てに関する支援を総合的に行うことに

より、子育て環境の整備と児童の健やかな育成

を図ります。 

学童保育の充実  留守家庭児童の健全育成と事故防止を図る

ため、学童クラブを運営する団体に補助金を交

付するほか、運営支援を行います。 

家庭児童相談の実施  家庭における適正な児童養育と家庭児童福

祉向上を図るため、関係機関と連携を図りなが

ら相談指導を行います。 
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児童虐待防止対策の推進  要保護児童対策地域協議会や、虐待防止対策

委員会の活動等により、児童虐待防止の啓発活

動や、児童虐待の早期発見・早期対応に努めま

す。 

ひとり親家庭等の支援  ひとり親家庭等の生活の安定と自立促進の

ため、医療費等の助成や相談支援、職業訓練等

を通じた就業支援を実施します。 

養育支援訪問事業の推進  養育支援が特に必要な家庭を訪問し、養育に

関する指導・助言等を行うことにより、当該家

庭の適切な養育の実施を確保します。 

子育て短期支援事業の推進  保護者の仕事や疾病等の理由により、家庭に

おいて養育を受けることが一時的に困難とな

った児童について、適切な施設において、必要

な保護を行います。 

 

○ 子育て家庭への経済的な支援の推進 

事業名 事業内容 

子ども医療費の助成の拡充  子育て世帯の経済的負担を軽減するため、対

象年齢を拡充した上で、子どもの医療費を助成

します。 

出産祝金の支給  すでに２児を養育し、第３子以降を出産・養

育する父母に対して、出産祝金を支給します。 

児童扶養手当の支給  ひとり親家庭等の生活の安定と自立を支援

するため、児童扶養手当の適正な支給に努めま

す。 

 

   (４) 高齢者施策の充実 

 

    現状と課題 
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      少子高齢化の急速な進行、生活形態の多様化等により高齢者を取り巻く

状況は大きく変化しています。 

      本市においても、ひとり暮らし高齢者や認知症高齢者等が増加している

ことから、高齢者の社会的孤立や虐待等に対応した地域ぐるみの見守り事

業や地域包括ケアシステムの更なる充実が求められています。 

      一方で、介護などを必要とせず、豊かな知恵や経験を持つ、いわゆる「ア

クティブシニア」層の増加も見込まれることから、関係団体等との連携に

より、意欲や能力のある高齢者が、まちづくりの担い手として生きがいを

持って活躍できる環境づくりをより一層促進していくことが求められま

す。 

      介護保険制度については、高齢者の暮らしを支える制度として定着して

きましたが、要介護認定者数と保険給付費は年々増加しています。また、

団塊の世代が 75 歳以上になる 2025 年には、医療や介護の需要がさらに

増加することが見込まれています。 

      このため、地域における高齢者の生活支援や介護予防対策を進めるとと

もに、引き続き介護保険制度の運営の健全性を確保していくことが求めら

れます。また、介護サービスの需要の増加に適切に対応できるよう、介護

人材の確保と定着を図ることも必要です。 

 

    基本方針 

      全ての高齢者が住み慣れた地域でいきいきと安心して暮らし続けられ

るよう、地域包括支援センター・福祉総合相談センターを中核機関として、

市民・行政・関係機関等の連携を強化し、地域包括ケア体制の更なる充実

を図ります。 

      介護保険においては、制度の円滑な運営のため、サービス従事者の質の

向上、介護人材の確保と育成支援及び給付の適正化に努めるとともに、介

護保険利用者が適切で質の高いサービスを安心して利用することができ

る地域密着型サービスの充実と、介護予防事業に取り組みます。 

      また、本市におけるひとり暮らし高齢者の増加に対応するため、社会福

祉協議会との連携による見守り体制の強化を進め、社会的孤立や不安の解
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消に努めるとともに、必要に応じたサービスを受けることができる仕組み

のより一層の充実を図ります。 

      さらに、高齢者の生きがいのある生活づくりを促進するため、老人クラ

ブやシルバー人材センター等との連携により、就労や地域活動、ボランテ

ィア活動など地域貢献と活躍の場の提供に努め、高齢者の社会参加と交流

を促進します。 

 

    施策・事業内容 

○ 高齢者福祉等施策全般の総合的な推進 

事業名 事業内容 

高齢者保健福祉計画・介護保険事

業計画の策定及び推進 

 高齢者福祉等の施策の総合的かつ計画的な

推進を図るため、高齢者保健福祉計画・介護保

険事業計画を策定し、これを推進します。 

 

○ 介護保険事業の円滑な運営・推進 

事業名 事業内容 

介護保険事業の運営  介護保険事業計画に基づき介護保険サービ

スを適正かつ円滑に運営します。 

地域支援事業（介護予防事業）の

推進 

 介護予防・日常生活支援総合事業を中心に、

生活支援の充実、高齢者の社会参加・ささえあ

い体制づくり、介護予防を推進し、関係者間の

意識の共有と自立支援に取り組みます。 

介護予防の推進  介護予防が必要な市民に対して、福祉総合相

談センター（地域包括支援センター）において

予防プランを作成するとともに、訪問型・通所

型など適切なサービスの組み合わせによる介

護予防ケアマネジメントを実施し、要介護者の

増加防止を図ります。 

認知症高齢者の支援  認知症サポーターや認知症地域支援推進員
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との連携により、認知症高齢者の権利擁護をは

じめ、認知症高齢者本人とその家族に対して必

要な支援を行います。 

在宅医療・介護連携の推進  在宅医療や介護の専門職、地域の関係者によ

る協働・連携の体制を強化し、真に包括的なケ

アを実施するため、地域住民からの相談に対応

する窓口を設置するとともに、関係者による意

見交換会の開催等を実施します。 

総合相談体制の充実（再掲）  市内２箇所の福祉総合相談センターにおい

て、地域包括ケアの推進と保健・医療・福祉・

介護等に関する相談に対応するワンストップ

サービスを提供します。 

 

○ 高齢者保健・福祉・介護関連施設整備の充実 

事業名 事業内容 

高齢者保健・福祉・介護関連施設

整備の充実 

 地域に密着する介護保険施設や介護予防拠

点施設等の円滑運営のため、地域密着サービス

を提供する施設に消防設備等を整備します。 

 

○ ひとり暮らし高齢者の支援 

事業名 事業内容 

緊急通報システムの整備等  急病等の緊急事態への対応等を図るため、ひ

とり暮らしの高齢者世帯等への緊急通報シス

テムの整備拡充を進めます。 

高齢者世帯等の安否確認  高齢者世帯等の孤立を防ぎ、必要に応じて適

切な福祉サービスの利用へとつなげるため、訪

問協力員による定期的な安否確認を実施しま

す。 

配食サービスの促進  食事の調理が困難なひとり暮らし高齢者世
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帯等へ栄養面に配慮した食事を届けることに

より、栄養改善を図るとともに協力員による安

否確認を行います。 

 

○ 高齢者の生きがいづくり活動の促進 

事業名 事業内容 

老人クラブ活動の促進  地域における高齢者の社会参加を促進し、高

齢者が生きがいを持ち、互いにささえあう環境

づくりを進めるため、老人クラブが行う地域社

会活動・健康づくり事業等を支援します。 

シルバー人材センターの活用（再

掲） 

 高齢者の介護予防や生きがいづくりを促進

するとともに、これを地域の活力へと効果的に

結び付けるため、シルバー人材センターによる

高齢者への就労機会の提供を支援します。 

 

○ 敬老事業の促進 

事業名 事業内容 

敬老事業の促進  一定年齢に達した高齢者に、その長寿を祝

い、多年にわたる社会への貢献に敬意を表する

ため、敬老祝品等を贈呈します。 

 

   (５) 障害者施策の充実 

 

    現状と課題 

      国においては、障害者総合支援法や障害者差別解消法に基づき、障害者

の地域社会における共生の実現に向けて、新たな障害福祉施策を講じてい

ます。また、近年は、我が国全体の高齢化に伴い障害者本人はもとより保

護者の高齢化も進み、いわゆる「親亡き後」を見据えた障害者の生活のあ

り方が課題となっています。 
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      本市においても、これらの動向を踏まえ、障害者を取り巻く社会経済情

勢の変化などに適切に対応するため、これまで、障害者基本計画及び障害

福祉計画を策定し、福祉サービス及び保健・医療サービスの提供、相談体

制の整備、社会参加の促進など、障害者への支援を総合的に推進してきま

した。 

      しかし、障害者に占める高齢者の割合の増加や、発達障害への対応の充

実など、福祉的課題やニーズはますます多様化しているため、今後におい

ても、こうした市民のサービス需要を踏まえた障害者施策の更なる充実を

図ることが求められます。 

      また、来る 2020 年オリンピック・パラリンピック東京大会に係るキャ

ンプ合宿等の招致に向けて、人的・物的両面からの環境整備を進めること

も必要です。 

 

    基本方針 

      障害者基本計画・障害福祉計画で掲げる基本理念「手をとりあって と

もに暮らす いきいきかもがわ」の実現のため、啓発・交流活動等を通じ

て障害者に対する理解と共感を深めるとともに、障害者総合支援法を中心

とした福祉サービス等の更なる充実を進めます。 

      また、障害者の高齢化に対応するため、高齢の障害者、高齢の親を持つ

障害者に対して関係機関と連携を図りながら適切なサービス提供に努め

るとともに、障害者の社会参加と自立を支援する場である福祉作業所につ

いては、そのサービス提供体制等の更なる充実を検討します。併せて、障

害児が身近な場で療育等の支援が受けられる児童発達支援センター等の

誘致に努めます。 

      加えて、2020 年オリンピック・パラリンピック東京大会に係るキャン

プ合宿招致への取組みを契機として、バリアフリー対応施設の充実や新た

な交流の創出による市民の意識啓発活動等に努め、障害の有無に関わらず

相互理解が深い、ソーシャルインクルージョンが実現した社会を目指しま

す。 
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    施策・事業内容 

○ 障害者関連施策全般の総合的な推進 

事業名 事業内容 

障害者基本計画・障害福祉計画の

策定及び推進 

 障害者福祉施策の総合的かつ計画的な推進

を図るため、新たな障害者基本計画及び障害福

祉計画を策定するとともに、これを推進しま

す。 

 

○ 総合相談・指導体制の整備 

事業名 事業内容 

総合相談・指導体制の整備  地域活動支援センターⅠ型に精神保健福祉

士等の専門職員を配置し、医療・福祉及び地域

の社会基盤との連携強化のための調整を図る

とともに、総合的な相談支援を行います。 

 

○ 障害者を対象とした保健・医療・福祉サービスの充実 

事業名 事業内容 

福祉サービスの推進  障害者総合支援法による福祉サービスの円

滑な給付に努めるとともに、国の施策動向と地

域の実情に応じた適切なサービスの実施を図

ります。 

経済的支援の推進  障害者を経済的に支援するため、重度心身障

害者（児）の医療費を助成します。 

 

○ 障害者の社会参加の促進 

事業名 事業内容 

福祉的就労の促進  福祉作業所及び地域活動支援センターⅢ型

の運営により、障害者の一般就労に向けた創作

的活動や生産活動などの訓練機会の提供、生活
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指導等を実施します。 

地域での住まいの確保の推進  障害者の地域生活への移行を促進するため、

グループホームや知的障害者生活ホームなど

の運営を支援します。 

移動コミュニケーションの支援  障害者の社会参加を促進するため、重度心身

障害者（児）が利用した福祉タクシーの料金を

助成します。 

 

○ バリアフリーのまちづくりの推進 

事業名 事業内容 

バリアフリーのまちづくりの推進  障害者の移動や施設利用の利便性及び安全

性の向上を推進するため、市民の意識啓発に取

り組むとともに、ユニバーサルデザインの視点

に立った公共施設等のバリアフリー化を推進

します。 

 

○ 障害児の発達支援の充実 

事業名 事業内容 

障害児通所支援の推進  障害児の発達を支援するため、放課後等デイ

サービスなどの機能を提供する児童発達支援

センター等の民間事業者による立地を促進し

ます。 

 

   (６) 社会保障の充実 

 

    現状と課題 

     〔低所得者福祉〕 

      本市における生活保護の状況は、東日本大震災の影響により、被保護世

帯が一時的に増加に転じ、その後は横ばい傾向にあります。 



- 195 - 

      安房地域の有効求人倍率は改善傾向にあるものの、被保護世帯において

は、高齢者や疾病等のハンディキャップを持った世帯が多いことから、被

保護者の生活実態や適性・能力に応じて、関係機関や民生委員・児童委員

と連携を図りながら適正な保護または自立支援に努めることが求められ

ます。 

      また、突然の解雇や倒産、介護や病気による失職、災害、障害、ＤＶな

ど、様々なきっかけから生活に困窮している方の困りごとに、きめ細かい

相談支援により対応し、生活保護に至る前の段階において、経済的・社会

的自立を支援していくことも必要です。 

     〔医療保険等〕 

      本市の国民健康保険については、被保険者数は減少傾向にあります。ま

た、医療技術の高度化、疾病構造の多様化等により、医療給付費が年々増

え続けていることから、国民健康保険の財政運営は厳しい状況が続いてい

ます。 

      国においては、持続可能な医療保険制度を構築し、将来にわたり国民皆

保険を堅持することができるよう検討を進めており、今後、県と市町村に

よる共同運営への取組みが本格化することが見込まれています。 

      このため、後期高齢者医療保険と併せ、国・県の動向と社会情勢を適切

に踏まえつつ、今後も適正かつ安定的な医療保険制度の運営に努めていく

ことが必要です。 

      国民年金については、昨今の年金問題から制度について信頼が揺らいで

いる中、国における年金制度の動向を踏まえ、今後も、国民年金制度に対

する理解の促進、市民の年金受給権確保に努めることが必要です。 

 

    基本方針 

     〔低所得者福祉〕 

      様々な問題から生活困窮となっている世帯の早期支援を図るため、関係

機関や民生委員児童委員との連携のもと、地域の見守り・ささえあいの体

制の更なる充実を図るとともに、経済的・社会的な自立に結び付く相談支

援に努めます。 
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      また、生活保護行政の推進に当たっては、相談窓口において、相談者の

状況を的確に把握するとともに、被保護世帯については、日常生活や病状

等の生活環境に合わせて自立を促すなど、公平公正な制度の運用に努めま

す。 

     〔医療保険等〕 

      国民健康保険事業の運営の健全性を高めるため、被保険者の健康管理意

識の高揚と自主的な健康づくり、ジェネリック医薬品への利用の転換を促

進するともに、新たな医療制度への円滑な対応を進めます。 

      後期高齢者医療保険については、被保険者が、高齢者の特性に応じた適

正な医療を安心して受けることができ、健康の保持と生活の質の確保・向

上につながるよう、運営主体である千葉県後期高齢者医療広域連合と連携

し、現行制度の業務を円滑に進めていくとともに、医療費の適正化を図り

ます。 

      国民年金については、制度に関する市民の理解と認識を深めるとともに、

受給権の確保に資するため、積極的な周知を図ります。 

 

    施策・事業内容 

○ 低所得者に対する各種支援制度の周知及び適正運用 

事業名 事業内容 

生活相談、自立支援の充実  生活困窮者及び低所得者が活用可能な各種

福祉施策や資金貸付制度などの周知に努める

とともに、民生委員及び社会福祉協議会などと

の連携により、就労や生活全般に関する相談・

支援体制の充実を図ります。 

生活保護制度の適正運用  自立支援プログラム及び生活保護受給者等

就労自立促進事業による就労支援の充実・強化

を図るとともに、医療扶助の適正化に向け、電

子レセプトの効果的活用や後発医薬品の使用

促進による医療扶助の適正化を進めます。 
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○ 医療費の適正化と健康増進施策の充実 

事業名 事業内容 

人間ドックの利用助成  医療費適正化と健康増進のため、国民健康保

険被保険者、後期高齢者医療被保険者の短期人

間ドック受検費用の一部を助成します。 

医療費適正化対策の推進  国民健康保険医療費の適正化のため、専門の

民間業者によるレセプト点検を行います。 

 

○ 各種医療給付事業の周知及び適正運用 

事業名 事業内容 

ジェネリック医薬品の普及促進  ジェネリック医薬品への切り替えによる医

療費自己負担分等の軽減額を試算し、被保険者

へ通知するなど、更なる普及促進に取り組み、

医療費の抑制を図ります。 
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  ８ みんなが主役となる協働・自立のまち 

 

   (１) 地域コミュニティの維持・強化の促進 

 

    現状と課題 

      本市の地域コミュニティ（近隣共同社会）は、従来からの地縁関係を基

盤とした自治組織（区・町内会・隣組等）で形成されています。しかしな

がら、近年の少子高齢化に加え、核家族化、ライフスタイルの多様化など

により、自治組織における会員数が減少するなど、地域コミュニティの機

能低下が懸念されており、早急な対応が求められます。 

      一方で、地域活動の拠点として住民に親しまれている地域コミュニティ

施設は、子どもからお年寄りまでの各層の交流のほか、地域文化を育む場

でもあることから、その必要性は極めて高く、老朽化による改修やバリア

フリー化など、施設の充実を促進する必要があります。 

      なお、少子高齢化が進展する中、その要因の一つである未婚化や晩婚化

が大きな課題となっていることから、適切な結婚支援を行う必要がありま

す。 

      また、市域のコミュニティの維持・強化を図る上では、過疎地域におけ

る対策が急務であるといえます。特に、清澄・四方木地区においては高齢

化率が全市の平均を大きく上回るなど、集落機能の維持が大きな課題とな

っていることから、地域の活性化に向けた定住人口の増加対策はもとより、

自発的な活動が継続的に行われるよう、必要に応じた支援が求められます。 

 

    基本方針 

      市民が様々な活動を自主的に展開することで、人がいきいきと輝く地域

づくりを推進するため、既存の自治組織等の活性化を図るとともに、未組

織地域等における新たな組織のあり方を検討し、この組織化を進めます。

また、これらに併せ、身近な活動拠点となる地域コミュニティ施設の整備

充実のほか、自主管理及び 運営の促進を図ります。 

      結婚への支援については、結婚を希望する独身男女に出会いの機会を提
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供することに加え、結婚が成立するまでの支援を行います。 

      また、過疎地域においては、集落機能の維持、さらにはその持続的発展

に向けた住民主体の新たな取組みを積極的に支援し、地域の自立と活性化

を図ります。 

 

    施策・事業内容 

○ 自治組織の強化 

事業名 事業内容 

自治組織への加入促進  地域自治を維持・発展させるため、自治組織

未加入世帯に対し、啓発パンフレットの作成・

配布並びに訪問など加入の促進を図ります。 

新たな自治組織の立ち上げ支援  市民協働によるまちづくりの一層の推進を

図るため、自治組織が未組織となっている地

域・集合住宅等において、その組織化を促進し

ます。 

 

○ 地域コミュニティ施設の充実 

事業名 事業内容 

地域コミュニティ施設の整備支援  地域活動の促進を図るため、地区集会施設の

新築、全部改築及び補修等を行う自治組織に対

して建設費用の助成を行います。 

 

○ 結婚支援の充実 

事業名 事業内容 

結婚支援の充実  少子化対策を図るため、結婚希望者を対象と

した婚活イベントの実施など、関係団体との連

携のもと、結婚の成立に向けた様々な支援を行

います。 
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○ 過疎地域における活性化施策の総合的な推進 

事業名 事業内容 

過疎地域における活性化施策の総

合的な推進 

 清澄・四方木両地区の活性化を図るため、地

区活性化協議会を中心に、地域おこし協力隊と

の連携のもと、清澄・四方木地区活性化基本計

画に基づく取組みを推進します。 

 

   (２) 多様な主体の連携による協働のまちづくりの推進 

 

    現状と課題 

      市民と行政との協働のまちづくりを進めていくためには、市政情報がわ

かりやすく市民に周知されるとともに、市民の意見が市政に的確に反映さ

れることが必要不可欠です。 

      このため、本市では、読みやすい紙面構成と親しみやすい記事内容に配

慮した広報誌づくりや、リニューアルした市ホームページによる迅速かつ

適時性のある情報提供、インターネットによる議会中継など、広報媒体の

充実を図るとともに、市民相談室、市長への手紙、各種懇談会、パブリッ

クコメントなどを通じて市民の声の把握に努めてきました。また、附属機

関等の会議を原則公開するとともに、委員の公募等による市民参画を推進

しています。 

      今後も、これら広報・広聴の取組みや、本市の施策・事業の企画・推進

に関する市民参画の取組みを一層促進し、市民と行政との協働体制を強化

していく必要があります。 

      また、昨今の地方分権社会において、地域の自主性及び自立性を高める

ための改革が進む中、市民にとって最も身近である市の果たす役割と責任

は、これまで以上に大きくなっていることから、創意と工夫に満ちたまち

づくりを展開していくため、市民活動団体をはじめあらゆる主体が、適切

な役割分担のもとでまちづくりに参画していくことが求められます。 

 

    基本方針 
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      市民の参画と協働によるまちづくりをより一層推進するため、広報誌や

市ホームページなどの更なる充実を図るとともに、ＳＮＳや市ホームペー

ジＣＭＳなどの活用による広報・広聴機会の充実を図り、もって市民と行

政とのパートナーシップの強化を図ります。 

      また、地方分権が進展する中、社会状況の変化に伴う様々な課題を解決

するため、円滑な情報公開を推進するとともに、さまざまな機会を通じて

まちづくりに関わる情報の提供や意識啓発に努めるほか、市民をはじめＮ

ＰＯ法人などの市民活動団体、市内に立地する大学などとの連携により、

協働のまちづくりを進めます。 

 

    施策・事業内容 

○ 広報・広聴活動の推進 

事業名 事業内容 

広報誌等の充実  本市の諸施策等の普及及び啓発のため、「広

報かもがわ」を毎月２回発行します。 

 また、掲載方法の工夫などにより、誌面の充

実を図ります。 

市ホームページの充実  適時性のある市政情報などの提供を行うた

め、最新情報や旬の話題等を速やかに市ホーム

ページへ掲載します。また、ＣＭＳ機能を活用

することで、市ホームページ上での広聴活動に

努めます。 

市民相談室の設置・運営  市民からの意見、要望及び相談などに対し

て、問題解決に向けた助言を行う身近な相談窓

口として、市民相談室を運営します。 

パブリックコメント制度の活用促

進 

 市民の市政への参画の機会として、パブリッ

クコメント制度を活用し、各種政策決定、計画

策定の過程で市民から広く意見等を募り、市政

に反映させていきます。 
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○ 情報発信・交流の推進 

事業名 事業内容 

ＳＮＳ等を活用した情報発信・交

流の推進 

 電子メール、市ホームページ等により行って

いた観光情報や防災情報などの情報発信にＳ

ＮＳ等を加え、情報発信手段の多様化を図りま

す。またＳＮＳ等の特性を活かした交流を推進

します。 

 

○ 情報公開・個人情報保護の推進 

事業名 事業内容 

情報公開・個人情報保護の推進  情報公開条例に基づく市政情報の積極的な

提供とともに、個人情報保護条例に基づく個人

情報の適正な取扱いを確保します。 

 

○ 行政協力体制の整備 

事業名 事業内容 

市政協力員の設置  文書の配布や回覧のほか、市民の要望の取り

次ぎなど、地域住民と市との相互連携を図るた

め、区・町内会、隣組などから市政協力員を設

置します。 

 

○ 市民活動の支援 

事業名 事業内容 

市民提案によるまちづくりの支援  まちづくりへの市民参画を推進するため、市

民やＮＰＯ法人などの市民活動団体が、自ら企

画し、実施するまちづくり活動を支援します。 

市民活動の支援  さまざまな市民活動を支援するため、活動団

体や市民からの相談に対応するとともに、必要

な情報提供に努めます。 
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○ 民間団体による公益的活動への支援 

事業名 事業内容 

民間団体による公益的活動への支

援 

 本市における公益活動の一層の推進と活性

化を図るため、市民や事業者から寄せられた寄

附を基金に積み立て、公益的法人が実施する公

益活動を広く支援します。 

 

○ 大学との連携 

事業名 事業内容 

大学との連携による地域の課題解

決と活性化の促進 

 地域の課題解決と活性化を図るため、市内に

立地する大学と本市が連携協力し、本市の事業

や大学の研究事業などの取組みにおいて、相互

支援を行います。 

 

   (３) 男女共同参画社会の形成 

 

    現状と課題 

      国は、平成 11 年に男女共同参画社会基本法を制定し、男女共同参画社

会の実現を 21 世紀の我が国における重要課題として位置付けるとともに、

平成 26 年６月に閣議決定された「日本再興戦略改訂 2014」や「経済財政

運営と改革の基本方針（骨太の方針）」では、女性の活躍、男女の働き方

の改革などを掲げています。また、平成 27 年８月には女性活躍推進法を

制定し、今後、女性の職業生活における活躍をより一層推進し、豊かで活

力ある社会の実現を図ることとしています。 

      本市においても、「男女が互いに思いやり、いきいきと活躍できる社会」

の実現に向け、平成 21 年度に策定した男女共同参画計画に基づき、市内

の中学生を対象としたセミナーの開催や男女共同参画週間における啓発

活動を実施してきました。しかし、市民意識調査においては、男女共同参

画社会の形成の必要性について一定の認識が醸成されていることがうか
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がわれるものの、認識をしている人でも理念と現実との間にはまだまだ乖

離があることが明らかであり、男女共同参画社会の形成が十分に進んでい

るとは言い難い状況にあります。 

      このことから、今後も、男女がお互いの人権を尊重しつつ責任を分かち

合う男女共同参画社会の形成を目指し、平成 28 年度を始期とする新たな

男女共同参画計画に基づく関係施策の総合的かつ効果的な推進が求めら

れます。 

      また、ＤＶは犯罪ともなる行為をも含む重大な人権侵害であり、個人の

尊厳を害し、男女平等参画の妨げとなっていることから、配偶者・パート

ナーからの暴力を許さない社会の実現に向け、ＤＶ被害者の相談への対応

及び自立に向けた支援を行う必要があります。 

 

    基本方針  

      新たな男女共同参画計画に即し、市民一人ひとりが性別に関係なくお互

いを認め合い、尊重し、ともに助け合う男女共同参画社会の実現に向け、

啓発セミナーの開催など市民意識の醸成をはじめとした関係施策を総合

的かつ効果的に推進します。 

      また、ＤＶ被害者に対しては、被害者の立場に立った相談から自立まで

の切れ目のない支援を充実していくため、関係機関との連携による被害者

の避難の支援、一時的な避難場所の確保及び心身ケアなどに取り組んでい

きます。 

 

    施策・事業内容 

○ 男女共同参画施策の総合的な推進 

事業名 事業内容 

男女共同参画計画の策定及び推進  男女共同参画社会の実現に向けた施策の総

合的かつ計画的な推進を図るため、新たな男女

共同参画計画を策定し、これを推進します。 
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○ 男女共同参画に関する市民啓発の推進 

事業名 事業内容 

男女共同参画に関する市民啓発の

推進 

 男女共同参画に関する市民意識の醸成を図

るため、男女共同参画に関するセミナーの開催

をはじめとした啓発活動やチラシの配布など

による情報提供に努めます。 

 

○ ＤＶ被害者の相談・支援の推進 

事業名 事業内容 

ＤＶ被害者の相談・支援の推進  ＤＶ被害者等の安心・安全を確保するため、

関係機関と連携し、ＤＶに関する相談支援を実

施します。またＤＶ被害者の保護と心身ケア、

社会的自立を促す支援体制の整備を図ります。 

 

   (４) 効率的な自治体経営の推進 

 

    現状と課題 

      国からの権限移譲が大幅に進む昨今、地方公共団体においては、「自己

決定」と「自己責任」のもと、地域固有の資源と人材を有効に活用するこ

とで、地方のことは地方自らが決定し行動する「地方分権型社会」への移

行が進んでいます。一方で、個人の価値観の多様化により、画一的な行政

運営では市民ニーズに応えることが困難になってきています。 

      これらを踏まえ、本市では、平成 24 年３月に策定した経営改革指針に

基づき、適正な人事管理の推進をはじめ、行政評価、債権管理の適正化、

基金の債券運用などに取り組み、効率的、効果的な行財政運営に努めてき

ました。 

      また、合併以来措置されてきた普通交付税の特例交付は、平成 27 年度

から特例分が段階的に縮減され、令和２年度には通常どおりの交付額とな

ることから、将来にわたる財政の健全な運営を行うため、今後も行政改革

のより一層の推進に取り組むほか、新たな自主財源の確保に努めるなど、
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成果を重視した経営管理を進めていく必要があります。 

      なお、これらの取組みを進める上では、市民サービスの水準を低下させ

ることがないよう適切な経営管理を行うとともに、限られた財源・資産の

中で行政効果の最大化を図っていく必要があります。特に、学校跡地など

の遊休施設については、効率的、効果的な行財政運営はもとより、全市的

なまちづくりの視点において今後の有効な活用策を見出していく必要が

あります。 

 

    基本方針 

      安定した財政基盤の確立に向け、民間的視点による経営改革に関する指

針のもと、限られた人材、財政的資源を効果的に活用し、行政運営の効率

化をはじめ、人事評価制度の導入、公会計の整備、新たな自主財源の確保

などを積極的に進めます。 

      加えて、公共施設等の総合管理により、将来生じる改修・更新に係る投

資額を予想し、次世代に引き継ぐことができる公共施設の運営方針のあり

方を示していきます。 

      また、学校跡地をはじめとする遊休施設については、今後新たに生じる

行政需要への対応など、多様化する市民ニーズ、将来のまちづくりへの備

えなどを考慮して、中長期的な視野に立った効果的な活用を検討します。 

      さらに、市民のライフスタイルの多様化と今後一層進展する高齢化に対

応するため、マイナンバー制度の活用により、行政のサービスをより身近

に受けられる環境の整備を進めるとともに、情報セキュリティの一層の強

化を図り、情報漏えいの防止に努めます。 

 

    施策・事業内容 

○ 計画的・効率的な財政運営の推進 

事業名 事業内容 

基金の債券運用等の拡充  基金を中心に安全かつ効率的な運用を行い、

運用益の確保を図ります。 
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○ ファシリティマネジメントの推進 

事業名 事業内容 

学校跡地等遊休施設の活用  全市的なまちづくり及び地域活性化の視点

から、学校跡地等遊休施設を有効に活用する方

策を検討し、その実施を図ります。 

公共施設等の総合的な管理の推進  市内公共施設等の最適な配置を実現するた

め、公共施設等総合管理計画を策定し、長期的

な視点のもとで、公共施設の更新・統廃合、長

寿命化を推進します。 

 

○ コンビニを活用した市民サービスの向上 

事業名 事業内容 

証明書等のコンビニ交付の実施  日本全国のコンビニエンスストアで、夜間・

休日の証明書等の交付を可能とすることによ

り、市民の利便性の向上を図ります。 

 

○ ふるさと納税の推進 

事業名 事業内容 

ふるさと納税の推進  ふるさと納税の受入れ環境の更なる充実を

図り、寄附金の増収による財源確保に努めま

す。 

 また、地域の特性を活かした謝礼品の充実に

より、地域の魅力の周知と地域経済の活性化を

図ります。 

 

○ 財務諸表の作成と財務分析 

事業名 事業内容 

統一的な基準による財務諸表の作

成・活用等 

 総務省から示された「統一的な基準による地

方公会計マニュアル」に基づいた財務書類を作
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成し、財務情報の平易な開示による説明責任の

履行と、資産・債務管理や予算編成、行政評価

等への有効活用による財政の効率化・適正化を

図ります。 

 

○ 新たな財源の確保 

事業名 事業内容 

ネーミングライツの導入  公共施設等の運営、維持管理に充てる新たな

財源として、市内公共施設へのネーミングライ

ツの導入を検討します。また導入により施設等

の魅力向上や本市のＰＲを進めます。 

 

○ 人材管理の適正化の推進 

事業名 事業内容 

定員管理の適正化  安定した市民サービスを提供し、効率的かつ

効果的な行政運営を推進するため、職員の適正

配置に努めます。 

 

○ 人材育成の推進 

事業名 事業内容 

人事評価制度の導入  職員の能力開発、効率的な人材育成及び組織

の活性化を図るとともに、人事評価制度を導入

することにより、能力・実績に基づく人事管理

に努め、職員の職務に対する意欲向上、主体的

な職務遂行並びに能力開発を促進します。 

 

○ 行政改革及び健全な財政運営の推進 

事業名 事業内容 

行政改革及び健全な財政運営の推  限られた人的・財政的資源を効率的に活用す
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進 るため、行政改革に関する指針に基づく取組み

を推進します。また、財政健全化計画に基づき、

健全かつ適正な財政運営に努めます。 

 

○ 行政評価の実施 

事業名 事業内容 

行政評価の実施  本市が実施した業務の成果について評価、検

証することにより、業務の改善・効率化を図り、

行政運営の効率化及び市民サービスの向上を

促進します。 

 

○ 情報セキュリティ（安全・保護）対策の推進 

事業名 事業内容 

情報セキュリティ対策の推進  本市が保有する情報資産を、日々変化する情

報セキュリティの脅威から保護するため、職員

研修等による人的対策と、新たな脅威に対処す

るための物理的・技術的対策を継続して推進し

ます。 
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第８章 新市における千葉県事業の推進 

 

１ 千葉県の役割 

 

新市は、21 世紀の南房総地域における拠点都市の一つであり、首都圏を代表

する観光地の形成、個性ある農林水産業の展開と新産業の創出、ゆとりとうる

おいのある生活空間の整備等が期待される地域です。 

こうした中で、新市の周辺では、新市と首都圏との主要アクセスとなる館山

自動車道の全線開通や首都圏中央連絡自動車道の木更津・東金間が開通し、ま

た、茂原・館山間の外房地域には地域高規格道路の整備又は計画が進められて

います。 

また、洪水、高潮、土砂災害などの自然災害が頻発する新市の主要な地域に

おいては「まちづくり」と一体となって、河川、海岸の整備及び土砂災害対策

が進められています。これらが実現すると、新市の有する地域特性がより広範

にわたって発揮でき、また、地域特性の付加価値が一層高まることが期待でき

ます。 

千葉県は、これらを踏まえ、新市と連携しながら、道路網をはじめとする都

市基盤や農林水産業基盤などの基盤整備を中心に、新市が地域特性を活かした

魅力あるまちづくりを進めるための県事業を積極的に推進します。 



- 212 - 

２ 新市における千葉県事業 

 

新市まちづくりの中で、千葉県が行う主な事業は次のとおりです。 

 

施策 施策の項目 主要事業 

１ 新時代に

おける交流拠

点の都市 

（４）道路網の整備 ○国道の整備 

● 国道 128 号 

● 国道 410 号 

○県道の整備 

● 主要地方道千葉鴨川線 

●   〃  鴨川保田線 

●   〃  天津小湊夷隅線 

●   〃  市原天津小湊線 

●   〃  鴨川富山線 

● 一般県道天津小湊田原線 

●   〃 西江見停車場線 

２ 環境と共

生する快適で

安全な都市 

（６）消防・防災対策の充実 ○海岸保全施設の整備 

● 広場東海岸 

● 内浦海岸 

○二級河川の整備 

● 加茂川 

● 袋倉川 

● 待崎川 

○地すべり防止対策 

● 地すべり防止区域 

○治山事業 

● 保安林、山地災害危険地区 

○急傾斜地崩壊対策 

● 急傾斜地崩壊危険区域 
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３ 活力に満

ちた産業の都

市 

（１）農林業の振興 ○農業生産基盤整備 

 経営体育成基盤整備事業 

● 貝渚・大里・八色地区 

○県営ため池等整備事業 

● 根方地区 

○広域営農団地農道の整備 

 広域営農団地農道整備事業 

● 安房地区 

● 安房２期地区 

● 安房東部地区 

（２）水産業の振興 ○漁港等の整備 

（４）観光・リゾートの振興 ○第２次観光立県ちば推進基本計画に

基づく着実な観光振興施策の展開 

４ 創造性あ

ふれる教育文

化の都市 

（３）青少年の健全育成 ○鴨川青年の家の利用促進 
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第９章 公共施設の統合整備の基本的考え方 

 

公共施設の統合整備については、住民生活に急激な変化を及ぼさないよう配

慮するとともに、新市の地形的特性や地域間のバランス、財政事情、住民の意

向等に十分配慮しながら、逐次検討・整備を進めていくことを基本とします。 

保育所や幼稚園、小・中学校については、園児、児童・生徒数の将来見通し

を踏まえ、保育・教育環境への適切な配慮に努め、計画的な施設の統合・整備

を図ります。 

新たな公共施設の整備については、合併後の中・長期的な財政状況を展望し、

事業の効果や効率性について十分に検討を重ねるとともに、既存施設を可能な

限り有効に活用するなど、効率的な整備に努めるものとします。 

なお、合併に伴い支所又は出張所機能を担うこととなる施設については、住

民サービスの低下を招かないよう、ネットワークの充実など必要な機能の整備

を図ります。 
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第 10章 財政計画 

 

この財政計画は新市の財政運営の指針となるもので、令和６年度までの 20 年

間を期間として、新市としての歳入・歳出（普通会計ベース）についてこれまで

の実績と今後の推計により作成しています。 

平成 17 年度から平成 30 年度までの数値は、それぞれの年度の決算額です。 

令和元年度から令和６年度までの数値は、過去の実績を踏まえつつ、現在計画

されている事業に要する費用及びその財源などを積算し、また、鴨川市定員適正

化計画、鴨川市経営改革指針、強い鴨川づくりに向けた財政等適正化基本方針等

の取組による効果等を反映させながら、以下の条件により推計したものです。 

 

１ 項目別推計条件 

 

（１）歳入 

 

① 地方税 

現行制度を基本に、過去の決算状況と人口推計を勘案して推計しています。 

固定資産税については、評価替による影響を加味しています。 

② 地方交付税 

現行の地方交付税制度を基本に推計しています。 

③ 分担金及び負担金 

過去の決算状況を踏まえ、現状で推移するものとして推計しています。 

④ 使用料及び手数料 

過去の決算状況を踏まえ、現状で推移するものとして推計しています。 

⑤ 国庫支出金・県支出金 

過去の決算状況を踏まえながら、現時点で計画されている事業の実施に伴

う国・県の補助金、交付金等を見込み推計しています。 

⑥ 地方債 

合併特例債については、令和２年度と令和３年度に実施を予定している新

国保病院建設事業、令和４年度と令和５年度に実施を予定している鴨川市一

般廃棄物中継施設整備・運営事業等に対して発行可能残額の全額を起債する
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ことを見込んで推計しています。また、その他の地方債については、計画事

業を含む普通建設事業に対する起債を見込んで推計しています。なお、臨時

財政対策債については、今後も起債を見込み推計しています。 

 

（２）歳出 

 

① 人件費 

定員適正化計画を基本としつつ、一般職の職員の総数については一層の削

減を見込み推計しています。 

② 物件費 

過去の決算状況を踏まえながら、行財政改革等の取組による削減効果を見

込んで推計しています。 

③ 扶助費 

児童福祉費及び教育費に係るものは子どもの減少に伴う減を見込む一方、

社会福祉費、老人福祉費及び生活保護費については今後も一定の伸びを見込

んで推計しています。 

④ 公債費 

現時点までの起債に係る償還予定額に、今後発行を見込む地方債に係る元

利償還額を合算して推計しています。 

⑤ 積立金 

歳入で見込んだふるさと納税等による寄附金の金額を基金に積み立てるも

のとして推計しています。 

⑥ 繰出金 

国民健康保険、介護保険及び後期高齢者医療の各会計への繰出金について

は、現行制度を基本としながら、経費の増加を見込んで推計しています。 

⑦ 投資的経費 

現時点における計画事業費を積算するとともに、健全な財政運営に立脚し

た投資可能な普通建設事業費を見込み推計しています。 
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２ 新市財政計画 

（１）歳入 

（単位：百万円） 

区分 平成 

17 年度 

平成 

18 年度 

平成 

19 年度 

平成 

20 年度 

平成 

21 年度 

平成 

22 年度 

平成 

23 年度 

地方税 4,061 4,244 4,499 4,482 4,366 4,398 4,321 

地方譲与税 332 460 193 186 175 170 165 

交付金 734 722 630 581 575 574 538 

地方交付税 4,152 4,021 3,991 4,190 4,425 4,662 4,755 

分担金及び負担金 78 63 66 66 32 20 17 

使用料及び手数料 551 543 521 504 518 484 474 

国庫支出金 1,058 938 878 1,024 2,437 2,251 1,284 

県支出金 621 634 736 839 817 912 850 

財産収入 40 39 70 29 23 26 15 

寄附金 30 73 37 133 84 30 41 

繰入金 128 46 78 115 260 152 268 

繰越金 1,020 807 863 809 827 796 774 

諸収入 373 308 289 378 291 347 422 

地方債 1,304 2,357 610 1,927 1,693 3,088 942 

歳入合計（Ａ） 14,482 15,255 13,461 15,263 16,523 17,910 14,866 
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（単位：百万円） 

区分 平成 

24 年度 

平成 

25 年度 

平成 

26 年度 

平成 

27 年度 

平成 

28 年度 

平成 

29 年度 

平成 

30 年度 

地方税 4,327 4,361 4,368 4,304 4,344 4,357 4,353 

地方譲与税 156 149 142 149 147 147 148 

交付金 474 518 554 810 699 758 803 

地方交付税 4,736 4,821 4,810 4,858 4,602 4,418 4,493 

分担金及び負担金 21 19 16 18 22 22 27 

使用料及び手数料 470 462 458 450 814 725 668 

国庫支出金 1,229 1,564 1,606 1,660 1,770 1,729 1,680 

県支出金 773 731 807 1,204 909 902 980 

財産収入 15 32 25 19 35 28 22 

寄附金 64 92 35 106 182 235 168 

繰入金 79 47 680 297 820 823 933 

繰越金 675 910 699 493 691 639 488 

諸収入 373 367 418 464 384 420 375 

地方債 2,407 1,718 3,169 1,479 1,232 1,341 1,235 

歳入合計（Ａ） 15,799 15,791 17,787 16,311 16,651 16,554 16,373 
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（単位：百万円） 

区分 令和 

元年度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

地方税 4,150 4,090 4,010 4,006 4,004 3,959 

地方譲与税 161 161 161 161 161 161 

交付金 828 934 934 934 934 934 

地方交付税 4,639 4,744 4,820 4,836 4,762 4,748 

分担金及び負担金 35 35 35 35 35 35 

使用料及び手数料 631 631 631 631 631 631 

国庫支出金 2,161 1,407 1,426 1,570 1,468 1,654 

県支出金 1,532 901 905 928 914 919 

財産収入 15 25 25 25 25 25 

寄附金 403 550 550 550 550 550 

繰入金 1,522 1,172 822 822 772 572 

繰越金 470 191 72 61 49 31 

諸収入 401 404 404 404 404 404 

地方債 2,372 858 858 1,964 858 858 

歳入合計（Ａ） 19,320 16,103 15,653 16,927 15,567 15,481 
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（２）歳出 

（単位：百万円） 

区分 平成 

17 年度 

平成 

18 年度 

平成 

19 年度 

平成 

20 年度 

平成 

21 年度 

平成 

22 年度 

平成 

23 年度 

人件費 3,910 3,704 3,524 3,424 3,350 3,370 3,435 

物件費 1,826 1,630 1,648 1,646 1,766 2,009 1,986 

維持補修費 93 89 67 65 76 68 66 

扶助費 1,257 1,176 1,255 1,334 1,478 1,902 2,003 

補助費等 1,407 1,311 1,338 1,326 1,969 1,168 1,338 

公債費 2,019 2,000 2,142 1,977 1,890 1,879 1,844 

積立金 476 377 267 425 602 735 188 

投資及び出資金・貸付金 72 61 61 69 71 69 147 

繰出金 1,021 1,091 1,145 1,147 1,195 1,225 1,284 

投資的経費 1,593 2,954 1,205 3,023 3,330 4,711 1,901 

歳出合計（Ｂ） 13,674 14,393 12,652 14,436 15,727 17,136 14,192 

 

収支（Ａ）-（Ｂ） 808 862 809 827 796 774 674 
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（単位：百万円） 

区分 平成 

24 年度 

平成 

25 年度 

平成 

26 年度 

平成 

27 年度 

平成 

28 年度 

平成 

29 年度 

平成 

30 年度 

人件費 3,393 3,303 3,471 3,451 3,422 3,402 3,350 

物件費 1,937 2,095 2,228 2,246 2,223 2,151 2,170 

維持補修費 65 86 99 129 153 127 153 

扶助費 1,992 2,018 2,223 2,108 2,787 2,799 2,669 

補助費等 1,112 1,146 1,139 1,359 1,590 1,686 1,739 

公債費 1,735 1,833 1,923 1,877 1,661 1,700 1,839 

積立金 1,370 392 40 294 484 527 384 

投資及び出資金・貸付金 130 155 136 138 143 248 280 

繰出金 1,301 1,358 1,412 1,524 1,569 1,572 1,540 

投資的経費 1,854 2,706 4,624 2,493 1,979 1,844 1,779 

歳出合計（Ｂ） 14,889 15,092 17,295 15,619 16,011 16,056 15,903 

  

収支（Ａ）-（Ｂ） 910 699 492 692 640 488 470 
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（単位：百万円） 

区分 令和 

元年度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

人件費 3,374 3,712 3,661 3,608 3,581 3,535 

物件費 2,893 1,890 1,873 1,973 1,973 1,973 

維持補修費 203 156 148 141 133 127 

扶助費 2,696 2,854 2,885 2,917 2,951 2,986 

補助費等 2,545 1,612 1,605 1,599 1,593 1,586 

公債費 2,140 1,931 1,987 2,008 1,893 1,794 

積立金 623 655 596 590 584 575 

投資及び出資金・貸付金 208 560 165 109 99 99 

繰出金 1,563 1,576 1,589 1,602 1,615 1,629 

投資的経費 2,883 1,084 1,084 2,331 1,113 1,113 

歳出合計（Ｂ） 19,128 16,030 15,593 16,878 15,536 15,417 

  

収支（Ａ）-（Ｂ） 192 73 60 49 31 64 
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  資料 鴨川市及び天津小湊町の概況 
 

 

１ 位置と地勢、概要・・・・・・・・・・・・・・２２７ 

 

２ 沿革・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２２８ 

 

３ 人口と世帯の状況・・・・・・・・・・・・・・２３０ 

 

４ 土地利用の状況・・・・・・・・・・・・・・・２３３ 

 

５ 道路等の状況・・・・・・・・・・・・・・・・２３４ 

 

６ 産業の状況・・・・・・・・・・・・・・・・・２３５ 

 

７ ２市町の結びつきの状況・・・・・・・・・・・２４３ 

 

８ 公共サービス等の状況・・・・・・・・・・・・２４７ 

 

９ 行財政の状況・・・・・・・・・・・・・・・・２５６ 

 

10 広域行政の状況・・・・・・・・・・・・・・・２６２ 
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資料 鴨川市及び天津小湊町の概況 

 

１ 位置と地勢、概要 

 

鴨川市・天津小湊町の面積及び市役所・町役場位置 

項目 

市町名 

総面積 

（km2） 

市役所・町役場位置 

所在地 東経 北緯 

鴨 川 市 147.35 横渚 1450 140 度 6 分 8 秒 35 度 6 分 38 秒 

天 津 小 湊 町 43.95 天津 1104 140 度 9 分 27 秒 35 度 7 分 8 秒 

２ 市 町 合 計 191.30 - - - 

資料：市区町村別面積調、平成 12 年度版日本の市区町村位置情報要覧 
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２ 沿革

 

鴨川市及び天津小湊町の合併の変遷（明治 22 年～現在） 

明治 22 年合併前 

（『千葉県町村合併史』 

にある旧町村名） 

明治 22 年３月 31 日 昭和 29 年度 現 在 

朝夷郡西江見村 

朝夷郡東江見村 

朝夷郡青木村 

朝夷郡内遠野村 

朝夷郡真門の諸村（史料欠失） 

朝夷郡外堀村 

朝夷郡江見村 

(注) 昭和３年町制施

行，江見町となる。 

安房郡江見町 

（昭和 30年３月

31 日合併） 

鴨川市 

（昭和 46年３月

31 日合併） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長狭郡天面村 

長狭郡西山村 

長狭郡岡波太村 

長狭郡浜波太村 

朝夷郡吉浦村 

朝夷郡太夫崎村 

長狭郡太海村 

長狭郡星ケ畑村 

長狭郡西野尻村 

長狭郡東野尻村 

長狭郡上野村 

長狭郡仲居村 

長狭郡代野村 

長狭郡二子村 

長狭郡宮野下村 

長狭郡嶺岡東牧 

長狭郡曽呂村 

長狭郡平塚村 

長狭郡金束村 

長狭郡古畑村 

長狭郡佐野村 

長狭郡釜沼村 

長狭郡奈良林村 

長狭郡嶺岡西牧 

長狭郡大山村 安房郡長狭町 

（昭和 30年３月

31 日合併） 

 

長狭郡大幡村 

長狭郡北風原村 

長狭郡松尾寺村 

長狭郡寺門村 

長狭郡細野村 

長狭郡横尾村 

長狭郡大川面村 

長狭郡宮山村 

長狭郡仲村 

長狭郡吉尾村 

長狭郡北小町村 

長狭郡南小町村 

長狭郡成川村 

長狭郡上小原村 

長狭郡由基村 

(注) 大正４年主基村 

と改称 
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長狭郡下小原村 

長狭郡押切村（一部） 

 

 

長狭郡池田村 

長狭郡押切村（飛地を除く） 

長狭郡京田村 

長狭郡太田学村 

長狭郡竹平村 

長狭郡坂東村 

長狭郡川代村 

長狭郡太尾村 

長狭郡来秀村 

長狭郡大里村 

長狭郡田原村 安房郡鴨川町 

（昭和 29年７月

１日合併） 

 

 

 

 

 

 

 

長狭郡前原町 

長狭郡横渚村 

長狭郡貝渚村 

長狭郡磯村 

長狭郡鴨川町 

長狭郡打墨村 

長狭郡粟斗村 

長狭郡花房村 

長狭郡八色村 

長狭郡滑谷村 

長狭郡西条村 

長狭郡広場村 

長狭郡西村 

長狭郡東村（飛地を除く） 

長狭郡和泉村 

長狭郡浜荻村飛地 

長狭郡東条村 

長狭郡天津村 

長狭郡浜荻村（飛地を除く） 

長狭郡清澄村 

長狭郡東村飛地 

長狭郡天津町 

(注) 明治 29 年６月１

日に上総郡亀山村

から四方木を編入 

安房郡天津小湊

町 

（昭和 30年２月

11 日合併） 

 

長狭郡内浦村 

長狭郡小湊村 

長狭郡湊村 

(注) 昭和３年町制施

行，小湊町となる。 

資料：『千葉県町村合併史 上・下巻』昭和 32年５月３日発行（千葉県地方課） 

『天津小湊町総合計画書』平成 13年３月発行（千葉県天津小湊町） 
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（単位：人、％） 

３ 人口と世帯の状況 

 

（１）人口の状況 

 

総人口の推移 

資料：国勢調査 

 

年齢階層別人口の推移(鴨川市・天津小湊町合計) 

                                                                   （単位：人、％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）総人口には、平成２年に 24 人、平成７年に９人の年齢不詳を含む。               資料：国勢調査 

年 

市町名 
昭和60年 平成２年 平成７年 平成12年 

年平均伸び率 

S60～H２ H２～H７ H７～H12 

鴨 川 市 31,802 31,226 31,111 29,981 △ 0.36 △ 0.07 △ 0.74 

天 津 小 湊 町 9,163 8,640 8,172 7,672 △ 1.17 △ 1.11 △ 1.25 

２ 市 町 合 計 40,965 39,866 39,283 37,653 △ 0.54 △ 0.29 △ 0.84 

年 
 
項目 

昭和60年 平成２年 平成７年 平成12年 
年平均伸び率 

S60～H２ H２～H７ H７～H12 

総人口 40,965 39,866 39,283 37,653 △0.54 △0.29 △0.84 

 
年少人口 8,026 6,536 5,677 4,738 

△4.02 △2.78 △3.55 

(14歳以下) (19.6%) (16.4%) (14.5%) (12.6%) 

生産年齢人口 25,875 25,315 24,299 22,652 

△0.44 △0.82 △1.39 

(15～64歳) (63.2%) (63.5%) (61.9%) (60.2%) 

老年人口 7,064 7,991 9,298 10,263 

2.50 3.08 1.99 

(65歳以上) (17.2%) (20.0%) (23.7%) (27.3%) 
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年齢階層別人口の推移（鴨川市） 

（単位：人、％） 

年 
 

項目 
昭和60年 平成２年 平成７年 平成12年 

年平均伸び率 

S60～H２ H２～H７ H７～H12 

総人口 31,802 31,226 31,111 29,981 △0.36 △0.07 △0.74 

 

年少人口 6,227 5,037 4,410 3,741 

△4.15 △2.62 △3.24 

（14歳以下） (19.6%) (16.1%) (14.2%) (12.5%) 

生産年齢人口 19,987 19,853 19,369 18,183 

△0.13 △0.49 △1.26 

（15～64歳） (62.8%) (63.6%) (62.3%) (60.6%) 

老年人口 5,588 6,318 7,323 8,057 

2.49 3.00 1.93 

（65歳以上） (17.6%) (20.2%) (23.5%) (26.9%) 

注）総人口には、平成２年に 18 人、平成７年に９人の年齢不詳を含む。           資料：国勢調査 

 

年齢階層別人口の推移（天津小湊町） 

（単位：人、％） 

年 
 

項目 
昭和60年 平成２年 平成７年 平成12年 

年平均伸び率 

S60～H２ H２～H７ H７～H12 

総人口 9,163 8,640 8,172 7,672 △1.17 △1.11 △1.25 

 

年少人口 1,799 1,499 1,267   997 

△3.58 △3.31 △4.68 

（14歳以下） (19.6%) (17.3%) (15.5%) (13.0%) 

生産年齢人口 5,888 5,462 4,930 4,469 

△1.49 △2.03 △1.94 

（15～64歳） (64.3%) (63.2%) (60.3%) (58.3%) 

老年人口 1,476 1,673 1,975 2,206 

2.54 3.37 2.24 

（65歳以上） (16.1%) (19.4%) (24.2%) (28.8%) 

注）総人口には、平成２年に６人の年齢不詳を含む。              資料：国勢調査 
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（２）世帯の状況 

 

世帯数・一世帯当たり人数の推移 

（単位：世帯、人） 

年 

市町名・項目 
昭和60年 平成２年 平成７年 平成12年 

鴨 川 市 

世 帯 数 9,421 9,948 10,745 10,819 

一世帯当たり人数 3.38 3.14 2.90 2.77 

天津小湊町 

世 帯 数 2,759 2,752 2,772 2,744 

一世帯当たり人数 3.32 3.14 2.95 2.80 

２市町合計 

世 帯 数 12,180 12,700 13,517 13,563 

一世帯当たり人数 3.36 3.14 2.91 2.78 

資料：国勢調査 
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４ 土地利用の状況 

 

土地利用の状況 
（単位：km2、％） 

項目   

市町名 

田・畑 宅地 山林 原野 雑種地 その他 総数 

鴨川市 

28.6 7.1 41.7 12.5 1.5 55.9 147.3 

(19.4%) (4.8%) (28.3%) (8.5%) (1.0%) (37.9%) (100.0%) 

天津小湊町 

1.9 1.0 25.1 5.3 0.4 10.3 44.0 

(4.3%) (2.3%) (57.0%) (12.0%) (0.9%) (23.4%) (100.0%) 

２市町合計 

30.5 8.1 66.8 17.8 1.9 66.2 191.3 

(15.9%) (4.2%) (34.9%) (9.3%) (1.0%) (34.6%) (100.0%) 

注）端数処理の関係で構成比の合計が 100％にならない場合がある。     

資料：平成 14 年千葉県統計年鑑 

 

 

農業振興地域の状況 

（単位：km2） 

項目          市町名 鴨川市 天津小湊町 

市町面積（Ａ） 147.4 43.95 

農業振興地域 139.2 - 

 内農用地区域（Ｂ） 21.9 - 

割合（Ｂ／Ａ）（％） 14.9 - 

注）平成 14 年度                         資料：各市町 

 

都市計画区域の状況 
（単位：km2） 

項目          市町名 鴨川市 天津小湊町 

総面積 147.4 43.95 

都市計画区域面積 20.6 43.95 

当初決定年月日 昭和９年11月24日 昭和11年３月20日 

注）平成 14 年度                             資料：各市町 
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５ 道路等の状況 

 

 

道路の状況 

項目  

市町名 

区分 路線数 実延長（ｍ） 改良率（％） 舗装率（％） 

鴨 川 市 

国道 2 29,461 92.0 100.0 

県道 7 56,797 85.1 100.0 

市道 1,852 694,815 26.6 65.0 

天津小湊町 

国道 1 13,986 99.8 100.0 

県道 3 18,019 79.2 100.0 

町道 296 54,967 18.3 88.2 

注）平成15年４月１日現在                                                  資料：各市町 
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６ 産業の状況 

 

（１）就業人口 

 

就業人口の推移 

（単位：人、％） 

年 

項目 
昭和60年 平成２年 平成７年 平成12年 

年平均伸び率 

Ｓ60～Ｈ２ Ｈ２～Ｈ７ Ｈ７～Ｈ12 

総人口 40,965 39,866 39,283 37,653 △0.54 △0.29 △0.84 

就業人口総数 21,265 20,841 21,354 19,955 △0.40 0.49 △1.35 

 

第１次産業 5,090 3,839 3,385 2,978 
△5.49 △2.49 △2.53 

(23.9%) (18.4%) (15.9%) (14.9%) 

第２次産業 3,942 4,071 4,074 3,586 
0.65 0.01 △2.52 

(18.5%) （19.5%) (19.1%) (18.0%) 

第３次産業 12,206 12,922 13,893 13,362 
1.15 1.46 △0.78 

(57.4%) (62.0%) (65.1%) (67.0%) 

就業率 51.9% 52.3% 54.4% 53.0% - - - 

注）就業人口総数には、昭和60年に27人、平成７年に２人、平成12年に29人の分類不能を含む。  

資料：国勢調査 
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産業別就業人口の構成比率（市町別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

（２）農業 

農家人口・農家数 
（単位：人、戸） 

  項目 

 
 
 

市町名 

農家 
人口 

 

総農家数 
自給的 
農家 

販売 
農家 

 

専業 

農家 

兼業 

農家 

 

第１種 

兼業農家 

第２種 

兼業農家 

鴨 川 市 8,400 2,169 368 1,801 351 1,450 257 1,193 

天津小湊町 402 109 43 66 11 55 4 51 

２市町合計 8,802 2,278 411 1,867 362 1,505 261 1,244 

注）鴨川市の農家人口は総農家の常住世帯人員。                      資料：2000年世界農林業センサス 

 

鴨川市

第３次産業
66.4%

第１次産業
15.9%

第２次産業
17.5%

天津小湊町

第１次産業
11.0%

第２次産業
19.8%

第３次産業
69.2%

注）分類不能があるため構成比の合計が 100％とならない場合がある。 

資料：平成 12 年国勢調査 
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経営耕地面積 
（単位：ａ） 

項目 
市町名 

総面積 田 畑 樹園地 

鴨 川 市 171,132 150,897 18,002 2,233 

天 津 小 湊 町 4,612 3,677 527 408 

２ 市 町 合 計 175,744 154,574 18,529 2,641 

資料：2000年世界農林業センサス 

 

農業粗生産額 
（単位：千万円） 

項目 

 

市町名 

農業 

粗生産額 

耕種 

小計 米 麦類 
雑穀 

豆類 
いも類 野菜 果実 花き 

工芸 

農作物 

種苗 

苗木類 

鴨 川 市 572 435 170 0 1 5 104 6 149 0 0 

天津小湊町 20 11 5 - 0 0 6 0 0 0 0 

２市町合計 592 446 175 0 1 5 110 6 149 0 0 

 

項目 

 

市町名 

養蚕 

畜産 
加工 

農産物 小計 肉用牛 乳用牛 豚 鶏 
その他

畜産物 

鴨 川 市 - 137 13 118 2 1 2 - 

天津小湊町 - 9 X 8 - - 0 - 

２市町合計 - 146 X 126 2 1 2 - 

注）Xは、秘匿数値（１又は２の事業所に関する数値であるため、統計の秘密保護 

の立場から特に数値を秘匿したもの）    資料：平成13年生産農業所得統計 

 

（３）林業 

 

所有形態別林野面積 

項目 

市町名 

林家数（戸） 
林野面積（㎞2） 林野率 

（％） 

保安林 

（㎞2） 総数 国有林 民有林 

鴨 川 市 621 82.6 0.0 82.6 56.1 12.7 

天 津 小 湊 町 98 36.8 8.4 28.4 83.8 12.2 

２ 市 町 合 計 719 119.4 8.4 111.0 62.4 24.9 

資料：2000 年世界農林業センサス 
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（４）水産業 

 

漁業経営組織別経営体数 

 

総数 個人 

団体経営体 

会社 
漁業協同
組合 

共同経営 

鴨 川 市 204 200 2 1 1 

天津小湊町 200 195 2 1 2 

２市町合計 404 395 4 2 3 

資料：第 10 次漁業センサス 

 

海面漁業漁獲量 
（単位：ｔ） 

 
合計 

魚類 

小計 ぶり類 いわし類 さば類 あじ類 たい類 かつお類 かじき類 

鴨 川 市 9,459 9,211 2,619 1,927 1,545 1,682 9 246 5 

天 津 小 湊 町 5,534 4,007 1,721 5 785 556 330 538 72 

２ 市 町 合 計 14,993 13,218 4,340 1,932 2,330 2,238 339 784 77 

 
 えび類 貝類 いか類 うに類 海草類 その他 

鴨 川 市 31 83 119 不明 15 不明 

天 津 小 湊 町 - 53 - - 539 870 

２ 市 町 合 計 31 136 119 不明 554 不明 

資料：千葉農林水産統計年報（平成 13 年） 

 

漁獲物水揚高 

 

  数量（t） 金額（百万円） 

鴨 川 市 8,269  2,391 

天 津 小 湊 町 3,217  1,725 

２ 市 町 合 計 11,486  4,116 

資料：千葉農林水産統計年報（平成 13 年） 
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（５）工業 

事業所数、従業者数、製造品出荷額等の推移 

（単位：事業所、人、百万円） 

          年 

市町名・項目 
平成９年 平成 10 年 平成 11 年 平成 12 年 平成 13 年 

鴨 川 市 

事 業 所 数 54 65 60 62 59 

従 業 者 数 1,262 1,327 1,256 1,289 1,122 

製造品出荷額等 26,932 23,232 21,997 20,536 21,152 

天津小湊町 

事 業 所 数 25 27 22 19 19 

従 業 者 数 250 260 245 215 207 

製造品出荷額等 2,534 2,595 2,126 1,868 1,910 

２市町合計 

事 業 所 数 79 92 82 81 78 

従 業 者 数 1,512 1,587 1,501 1,504 1,329 

製造品出荷額等 29,466 25,827 24,123 22,404 23,062 

 資料：工業統計調査 
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産業中分類別製造品出荷額等 

（単位：百万円） 

        市町名
項目 

鴨川市 天津小湊町 ２市町合計 

食料品 4,394 1,595 5,989 

飲料・飼料・たばこ 703 X 703 

衣服・その他繊維 X - 0 

木材・木製品 461 X 461 

パルプ・紙・紙加工品 X - X 

出版・印刷・同関連 157 - 157 

化学工業 X - X 

石油製品・石炭製品 X - X 

プラスチック製品 X X X 

なめし革・同製品・毛皮 X - X 

窯業・土石製品 825 - 825 

金属製品 X - X 

一般機械器具 X - X 

電気機械器具 X - X 

輸送用機械器具 X X X 

その他 X - X 

総数 21,152 1,910 23,062 

注）Xは、秘匿数値（１又は２の事業所に関する数値であるため、統計の秘密保護の立場から特に数値を 

秘匿したもの）。- は、該当がないもの。0 は単位未満の数値。    資料：平成13年工業統計調査 
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（６）商業 

 

商店数、従業者数、年間販売額の推移 

（単位：店、人、百万円） 

年 

市町名・項目 
昭和63年 平成３年 平成６年 平成９年 平成11年 

鴨 川 市 

商店数 623 637 634 597 584 

従業者数 2,815 2,946 3,032 3,181 3,457 

年間販売額 54,704 68,738 74,635 80,579 71,826 

天津小湊町 

商店数 227 233 215 209 205 

従業者数 705 692 656 630 688 

年間販売額 9,876 11,821 12,083 11,051 10,819 

２市町合計 

商店数 850 870 849 806 789 

従業者数 3,520 3,638 3,688 3,811 4,145 

年間販売額 64,580 80,559 86,718 91,630 82,645 

資料：商業統計調査 
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（７）主なイベント 

主なイベントの状況 

 鴨川市 天津小湊町 

１月 

漁船の乗初め 

磯村の大黒様 

初詣（清澄寺） 

初詣（誕生寺） 

町内リレー競争大会 

鯛供養 

２月 
長狭街道駅伝 清澄寺節分会 

誕生寺誕生会 

３月 
西野尻の大黒様（西地区） 

畑の祭り 

 

４月 

鏡忍寺の開山式 

諏訪神社の春市 

吉保八幡神社の春市 

 

５月  南房総ミニバスケット大会 

６月 
ふるさといきいき SeaFesta（前原海岸） 

牛洗いの行事（代地区） 

 

７月 

広場の祭り 

海開き（市内海水浴場） 

北風原の羯鼓舞 

太海地区の祭り 

観光納涼花火大会（前原海岸） 

海開き（町内海水浴場） 

あじさいハイキング 

小湊地区祭礼 

天津地区祭礼（須賀神社） 

８月 

夜の歩行者天国（新町通り） 

大山地区の祭り 

浜荻地区祭礼（貴船神社） 

天津納涼花火大会 

サマーフェスタ in 天津小湊 

四方木地区納涼会 

小湊すもう大会 

小湊納涼花火大会 

９月 

鴨川地区の合同祭 

田原地区の祭り 

吉尾地区の祭り 

吉保八幡神社の流鏑馬（仲地区） 

 

10 月 

主基地区の祭り 

曽呂地区の祭り 

江見地区の祭り 

天面・太夫崎・吉浦の祭り 

東条地区の祭り 

西条地区の祭り 

男金神社の普利雨祭（和泉地区） 

神明神社祭礼（天津神明神社） 

体育の日記念行事軽スポーツの集い 

11 月 

 鯛リンピック 

文化の日記念行事 

誕生寺御会式 

12 月 
鏡忍寺の御会式 除夜の鐘（清澄寺） 

除夜の鐘（誕生寺） 

資料：各市町 
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７ ２市町の結びつきの状況 

 

（１）通勤の状況 

 

平成 12 年の国勢調査結果から、鴨川市・天津小湊町の住民がどこに通勤して

いるか（通勤流動）についてみると、自市町での行動を中心に鴨川市・天津小

湊町で就業している人が８割を超えています。 

 
通勤の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：平成 12 年国勢調査 

鴨川市 
83.2% 

13,249 人 

天津小湊町 
61.2% 

2,469 人 

23.6% 
953 人 

 

2.7% 
430 人 

その他 
14.1% 

2,239 人 

その他 
15.2% 
615 人 

23.6%

83.2%

61.2%

14.1%

2.7%

15.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

天津小湊町

鴨川市

鴨川市

天津小湊町

２市町以外

15,918人

4,037人
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（２）通学の状況 

 

２市町の 15 歳以上の住民がどこに通学しているか（通学流動）についてみる

と、自市町に通学している住民がそれぞれおよそ６割となっています。 

 

通学の状況 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

資料：平成 12 年国勢調査 

鴨川市 
59.3% 
862 人 

天津小湊町 
57.9% 
765 人 

13.0% 
172 人 

 

0.3% 
4 人 

 

その他 
40.4% 
588 人 

 

その他 
29.1% 
384 人 

 

13.0%

59.3%

57.9%

0.3% 40.4%

29.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

天津小湊町

鴨川市

鴨川市

天津小湊町

２市町以外

1,454人

1,321人



- 245 - 

（３）買物の状況（買回品） 

 

２市町の購買動向（買回品）をみると、鴨川市で購買している住民がそれぞ

れ７割を超えています。 

 

買物の状況（買回品） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：平成 13 年千葉県の商圏 

4.0% 

4.5% 

76.6% 

0.1% 

4.9% 

4.2% 

6.8% 

10.4% 

5.2% 

73.4% 

その他県内 

4.6% 5.0% 

その他県外 

76.6%

73.4%

5.2%

6.8% 10.4%

4.0%

0.1%

4.5%

4.9%

4.6%

5.0%

4.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

天津小湊町

鴨川市

鴨川市 天津小湊町 安房ブロック 君津ブロック その他県内 その他県外
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（４）買物の状況（最寄品） 

 

２市町の購買動向（最寄品）をみると、鴨川市で購買している住民がそれぞ

れおよそ９割を占めています。 

 

買物の状況（最寄品） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：平成 13 年千葉県の商圏 

0.2% 

1.2% 

85.3% 

0.0% 

0.0% 

0.2% 

4.3% 

1.1% 

12.6% 

93.9% 

その他県内 

0.8% 0.7% 

その他県外 

85.3%

93.9%

0.0%

12.6%

4.3%

1.2%
0.0%

1.1%

0.7%

0.8%

0.2%

0.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

天津小湊町

鴨川市

鴨川市 天津小湊町 安房ブロック 君津ブロック その他県内 その他県外
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８ 公共サービス等の状況 

 

（１）教育・文化・福祉施設等 

 

① 学校教育 

 

幼稚園の状況 

単位・市町名 

項目 
単位 鴨川市 天津小湊町 ２市町合計 

公立 

幼 稚 園 数 園 10 2 12 

学 級 数 学級 16 3 19 

園 児 数 人 247 53 300 

私立 

幼 稚 園 数 園 1 - 1 

学 級 数 学級 3 - 3 

園 児 数 人 37 - 37 

計 

幼 稚 園 数 園 11 2 13 

学 級 数 学級 19 3 22 

園 児 数 人 284 53 337 

                            資料：学校基本調査（平成 14 年５月１日） 

 

 

小学校の状況 

単位・市町名 

項目 
単位 鴨川市 天津小湊町 ２市町合計 

学 校 数 校 10 2 12 

学
級
数 

通 常 の 学 級 学級 68 14 82 

特 殊 学 級 学級 13 4 17 

複 式 学 級 学級 2 - 2 

計 学級 83 18 101 

児 童 数 

（ ）内特殊学級在席児童数 

人 

人 

1,499 

(31) 

322 

(9) 

1,821 

(40) 

教 職 員 数 人 149 33 182 

1 学 級 当 た り 児 童 数 人 18.1 17.9 18.0 

                            資料：学校基本調査（平成 14 年５月１日） 
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中学校の状況 

単位・市町名 

項目 
単位 鴨川市 天津小湊町 ２市町合計 

学 校 数 校 3 2 5 

学
級
数 

通 常 の 学 級 学級 25 9 34 

特 殊 学 級 学級 4 3 7 

複 式 学 級 学級 - - - 

計 学級 29 12 41 

生 徒 数 

（ ）内特殊学級在席生徒数 

人 

人 

823 

(7) 

210 

(5) 

1,033 

(12) 

教 職 員 数 人 68 32 100 

1 学 級 当 た り 生 徒 数 人 28.4 17.5 25.2 

                            資料：学校基本調査（平成 14 年５月１日） 

 

 

② 生涯学習・文化・スポーツ・交流 

 

主な生涯学習・文化・スポーツ施設の状況（か所数） 

項目 

市町名 

市民会館・ 

文化会館等 
公民館 図書館 体育館 プール 陸上競技場 野球場 

鴨 川 市 1 10 1 2 1 1 2 

天津小湊町 0 1 0 0 0 0 0 

２市町合計 1 11 1 2 1 1 2 

注）平成15年４月１日現在。鴨川市の体育館には、一戦場公園の体育館は含めていない。 

                                資料：各市町 

 

 
 

図書館の状況 

項目 

 

市町名 

名称 

人口（人） 

（平成12年国

勢調査） 

蔵書数（冊） 
年間利用者数 

（人） 

１人当たり 

冊数 

利用率 

（利用者÷人口） 

鴨 川 市 
鴨 川 市 立 
図 書 館 

29,981 68,518 49,019 2.29 1.64% 

天津小湊町 
天津小湊町立
公民館図書館 

7,672 4,304 410 0.56 0.05% 

注）平成 14 年度                                  資料：各市町 
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姉妹都市等の状況 

市町名 
項目 

鴨川市 天津小湊町 

姉 妹 都 市 マニトワック市（アメリカ） 身延町（山梨県） 

友好都市等 
三亜市（中国） 

荒川区（東京都） 
君津市（千葉県） 

資料：各市町 

 

 

③ 高齢者福祉・介護 

 

高齢化の状況（２市町合計） 
（単位：人、％） 

項目 

年 
総人口 

高齢者数 
（65 歳以上） 

高齢化率 

昭和 60 年 40,965 7,064 17.2 

平成２年 39,866 7,991 20.0 

平成７年 39,283 9,298 23.7 

平成 12 年 37,653 10,263 27.3 

資料：国勢調査 

 

主な高齢者関連施設の状況（か所数） 
市町名・区分

項目  
鴨川市 天津小湊町 

公 民・法人 公 民・法人 

在宅介護支援センター 1 2     

養護老人ホーム 1       

介護老人福祉施設   1     

デイサービスセンター   3   1 

訪問看護ステーション 1 3     

介護老人保健施設   1     

介護療養型医療施設 1 3     

軽費老人ホーム   1     

有料老人ホーム   1     

老人福祉センター 1       

老人憩いの家 2       

保健センター 1   1   

注）平成 15 年４月１日現在                              資料：各市町 
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介護保険の年額保険料（第１号被保険者） 

（単位：円） 

市町名 

項目 
鴨川市 天津小湊町 

①住民税世帯非課税で老齢福祉年金受給者、生活保護の受給者 

（基準額×0.5） 
18,200 18,600 

②世帯全員が住民税非課税の人 

（基準額×0.75） 
27,300 27,900 

③本人が住民税非課税の人 

（基準額） 
36,400 37,200 

④住民税課税の人 

（合計所得金額250万円未満） 
45,500 46,500 

⑤同上（合計所得金額250万円以上） 

（基準額×1.5） 
54,600 55,800 

注）平成 15 年４月１日現在                                                          資料：各市町 

 

 

要介護認定の状況 

（単位：人） 

項目 

市町名・区分 
要支援 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 

鴨 川 市 

第1号被保険者 177 289 156 99 128 110 

第2号被保険者 6 7 8 7 1 8 

総 計 183 296 164 106 129 118 

天 津 小 湊 町 

第1号被保険者 31 70 50 43 30 23 

第2号被保険者 - 2 1 1 1 1 

総 計 31 72 51 44 31 24 

注）平成 15 年４月１日現在 資料：各市町 
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④ 障害者福祉 

 

 

主な障害者福祉施策の実施状況 

 市町名
項目 

鴨川市 天津小湊町 

日常生活用具の給付・貸与 ○ ○ 

身体障害者ホームヘルパー派遣 ○ ○ 

障害者短期入所事業 ○ ○ 

身体障害者デイサービス ○ ○ 

入浴サービス ○ ○ 

身体障害者等運転免許取得費助成   ○ 

障害者団体補助 ○ ○ 

障害者スポーツ大会の開催   ○ 

福祉タクシー ○   

補装具の交付（修理） ○ ○ 

心身障害児（者）ホームヘルパー派遣 ○ ○ 

精神障害者ホームヘルパー派遣 ○   

難病患者等ホームヘルパー派遣 ○   

注）平成15年４月１日現在                                                         資料：各市町 

 

 

障害者関連施設の状況 

市町名
項目 

鴨川市 天津小湊町 

身体障害者 

関連施設 

しあわせの里 
  

  

  

  

  

  

  

嶺岡園 

知的障害者 

関連施設 

らんまん 

鴨川ひかり学園 

仁泉の里（生活ホーム） 

飯田ホーム（生活ホーム） 

身体障害者・知的

障害者関連施設 
鴨川市福祉作業所 

注）平成15年４月１日現在                                                         資料：各市町 
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⑤ 児童福祉・子育て支援 

 

保育所等の状況 

市町名 

項目 
鴨川市 天津小湊町 ２市町合計 

認可保育所（か所数） 10  2  12  

定員（人） 640  165  805  

就学前児童数（人） 1,428  301  1,729  

入所児童数（人） 399  104  503  

入所希望児童数（人） 399  104  503  

就学前児童数に対する入所

児童数の割合（％） 
27.9 34.6 29.1 

入所希望児童数に対する入

所児童数の割合（％） 
100.0 100.0 100.0 

 資料：平成15年度市町村保育状況調査 

 

⑥ 医療 

医療施設・医師数の状況 

（単位：か所、人） 

項目 

 

 

 

市町名 

医療施設総数 人口10万人当たり 

医師数 
歯科 

医師数 

人口10万人当たり 

 
病院 診療所 

歯科 

診療所 
病院・診療所 

歯科 

診療所 
医師数 

歯科 

医師数 

鴨 川 市 36 6 17 13 75.8 42.9 202 40 666.1 131.9 

天津小湊町 4 0 2 2 26.2 26.2 2 2 26.2 26.2 

注）平成 15 年４月１日現在                                                         資料：各市町 
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救急指定病院の状況 
項目 

市町名 
施設名 診療科目 経営主体 

鴨 川 市 

鴨川市立国保病院 内科、小児科、外科、歯科、整形外科 市 

東条病院 

内科、消化器科、循環器科、外科、呼吸器科、

放射線科、小児科、整形外科、泌尿器科、皮

膚科、リハビリテーション科、神経内科 

医療法人 

亀田総合病院 

内科、小児科、外科、歯科、整形外科、眼科、

呼吸器科、消化器科、循環器科、耳鼻咽喉科、

泌尿器科、皮膚科、脳神経外科、神経内科、

形成外科、麻酔科、呼吸器外科、心臓血管外

科、小児外科、放射線科、産科、婦人科、精

神科、美容外科、心療内科、矯正歯科、歯科

口腔外科、小児歯科、リウマチ科、リハビリ

テーション科、アレルギー科 

医療法人 

天津小湊町    

注）平成 15 年４月１日現在                                                         資料：各市町 
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（２）生活環境施設等 

 

① ごみ処理 

 

ごみ処理の状況 

項目 

 

市町名 

計画処理区
域内人口
（人） 

処理人口 
（人） 

年間 
総排出量 
（ｔ） 

１人当たり

の排出量 

（ｔ） 

ごみ年間 
総収集量 

（ｔ） 

埋立処理量 

（ｔ） 
その他 
（ｔ） 

鴨 川 市 30,403 30,403 13,731 0.452 8,942 585 0 

天津小湊町 7,724 7,724 4,828 0.625 3,504 597 1,324 

２市町合計 38,127 38,127 18,559 0.486 12,446 1,182 1,324 

注）平成 14 年度。ただし、鴨川市の数値は、平成 13 年度の数値であり、鴨川市直営分と鴨川市和田町 

環境衛生組合（鴨川区域）分の合計。また、直営、委託収集分のみで許可業者、直接搬入分は含まな 

い。委託は鴨川市和田町環境衛生組合のみ。                    資料：各市町 

 

 

② 水道 

 

水道の状況 

 （単位：人、か所、％） 

項目 

 

 

 

市町名 

行政区域内 

人口 

（Ａ） 

上水道 簡易水道 合計 普及率 

Ｂ／Ａ 

×100 

（％） 
か所数 

現在給水

人口 
か所数 

現在給水

人口 
か所数 

現在給水

人口（Ｂ） 

鴨 川 市 30,719 5 28,615 - - 5 28,615 93.2 

天 津 小 湊 町 7,410 3  7,069 1  79  4  7,148 96.5 

２ 市 町 合 計 38,129 8  35,684 1  79  9  35,763 93.8 

注）平成14年度                                 資料：各市町 
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（３）主な市町税 

 

 

市町民税（個人） 

市町名 

項目 
鴨川市 天津小湊町 

均等割 2,000円 2,000円 

課
税
標
準 

200万円以下の金額 3％ 3％ 

200万円を超える金額 8％ 8％ 

700万円を超える金額 10％ 10％ 

 

市町民税（法人） 

市町名 

項目 
鴨川市 天津小湊町 

資

本

金

等

の

金

額

・

従

業

員

数 

1千万円超 

1億円以下 

50人以下 130,000円 130,000円 

50人超 150,000円 150,000円 

1億円超 

10億円以下 

50人以下 160,000円 160,000円 

50人超 400,000円 400,000円 

10億円超 

50億円以下 

50人以下 410,000円 410,000円 

50人超 1,750,000円 1,750,000円 

50億円超 
50人以下 410,000円 410,000円 

50人超 3,000,000円 3,000,000円 

上記に掲げる

以外の法人等 

50人以下 50,000円 50,000円 

50人超 120,000円 120,000円 

法人税割 12.3％ 12.3％ 

 

固定資産税 

市町名 

項目 
鴨川市 天津小湊町 

固定資産税率 固定資産財課税標準額×1.4％ 固定資産財課税標準額×1.4％ 

 

入湯税 

市町名 

項目 
鴨川市 天津小湊町 

入湯税 １人１日150円 １人１日150円 

 

資料：各市町 
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９ 行財政の状況 

 

（１）行政組織・機構 

 

① 行政機構 

 

鴨川市行政機構図（概要） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）平成 15 年４月１日現在                         資料：鴨川市 

市長

助役

秘書課

企画係

経済振興係

統計係

国際交流係

合併推進室

企画振興課

総務課

市民課

収入役 会計課

秘書係

広報広聴係

職員係

庶務係

情報管理係

行政管理室

財政課 財政係

契約管財係

市民係

出張所

保険年金課 年金係

保険係

税務課 市民税係

固定資産税係

保険税係

収納係

環境課 環境保全係

廃棄物対策係

美化推進係

清掃センター

消防防災課

農林水産課 農業政策係

農業振興係

水産振興係

農水土木係

消防防災係

都市建設課 管理係

土木係

都市計画係

商工観光課 商工係

観光係

オーシャンパー

商工係

観光係

オーシャンパーク

庶務係

営業係

売店係

釣堀係

農場係

オーシャンパーク係

医局

薬局

事務局

看護局

訪問看護ステーション

太海ﾌﾗﾜｰ

　　磯釣ｾﾝﾀｰ

国保病院

福祉事務所長

管理係

保健予防係

長寿係

介護保険係

在宅介護支援センター

健康管理課

出納係

庶務係

生活指導係

保護係

障害福祉係

児童係

社会係

福祉センター

福祉作業所

老人いこいの家

福祉課

養護老人ホーム

市民会館 管理係

議会

教育委員会

水道事業管理者水道局

業務課

工務課

庶務係

業務係

計画係

工務係

浄水係

議会事務局 庶務係

議事係

教育長 管理係

学務係

社会教育係

文化振興室

施設管理係

スポーツ振興係

高校総体準備室

庶務係

配送係

給食係

小学校

中学校

幼稚園

図書館

公民館

体育センター

青少年研修センター

選挙管理委員会

監査委員

農業委員会

学校教育課

庶務係

庶務係

庶務係

農地農政係
固定資産評価審査委員会

生涯学習課

スポーツ振興課

学校給食センター

選挙管理委員会事務局

監査委員事務局

農業委員会事務局
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天津小湊町行政機構図（概要） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）平成 15 年４月１日現在                       資料：天津小湊町 

町長

総務課

企画観光課

議会

総務係

財政係

消防防災係

選挙係

出張所

コミュニティセンター

なんでも相談係

電子行政係

商工係

観光係

企画係

広報統計係

高度情報処理係

市町村合併対策係
税務課 町民税係

固定資産税係

諸税係

収納係

出納係

教育委員会 教育長 学校教育係

庶務係

給食センター

生涯学習係

中央公民館

ふるさとシアター

わんぱくハウス

文書室

収納室

住民福祉課

住民係

国民年金係

福祉係

保育所係

ひかり保育所

天津保育所

浜荻派遣

介護保険係

高齢者福祉係

地域福祉センター

ほのぼの荘

保健環境課

保健衛生係

国民健康保険料係

環境衛生係

老人保健係

衛生センター

健康管理センター

産業建設課

農業係

林業係

水産係

管理係

建設係

都市計画係

清澄簡易水道 庶務係

浄水場係

水道課

庶務係

業務係

工務係

浄水場係

学校整備対策課

助役

収入役 出納係

事務局

選挙管理委員会

監査委員

農業委員会

固定資産評価審査委員会

事務局

事務局

事務局
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② 職員数 

 

 

部門別職員の状況 
（単位：人） 

市町名 
項目 

鴨川市 天津小湊町 ２市町合計 

一
般
行
政 

議会 6 2 8 

総務 89 27 116 

税務 19 9 28 

農林水産 18 3 21 

商工 8 2 10 

土木 17 5 22 

民生 99 25 124 

衛生 49 15 64 

小計 305 88 393 

特
別 

行
政 

教育 71 24 95 

小計 71 24 95 

公
営
企
業
等 

病院 51 - 51 

水道 18 8 26 

その他 25 3 28 

小計 94 11 105 

総計 470 123 593 

職員１人当たりの人口 64.5 62.0 64.0 

住基人口 
（平成15年３月31日現在） 

30,327 7,627 37,954 

注）平成 15 年４月１日現在                 資料：各市町 

 

 

 

（２）議会 

 

議員の状況 

（単位：人） 

項目 
市町名 

議員数 地 方 自 治 法 に 
定 め る 定 数 現員数 条例定数 

鴨 川 市 22 22 26 

天 津 小 湊 町 16 16 18 

２ 市 町 合 計 38 38 44 

注）平成 15 年４月１日現在                 資料：各市町 
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（３）財政の状況 

 

① 主要な財政指標等の状況 
 

主な財政指標 

市町名 

財政指標 
鴨川市 天津小湊町 

財政力指数 0.523 0.353 

経常収支比率 （％） 91.9 92.9 

実質収支比率 （％） 4.6 7.7 

公債費負担比率 （％） 17.8 17.7 

起債制限比率 （％） 14.5 14.2 

注）平成 14 年度                        資料：各市町 

 

（備考） 

財政力指数 

財政力の強弱を示す指数で、これが「１」を超えると普通交付税の不交付団体と

なります。 

経常収支比率 

経常一般財源等のうち、どの程度が経常的な経費に充てられているかをみるこ

とにより、財政構造の弾力性を判断する指標です。一般的には、都市では 75％、

町村では 70％程度が妥当と考えられています。 

実質収支比率 

財政運営の状況を判断する指標で、財政規模に対する実質収支の割合をみるも

のです。一般的には３～５％が望ましいと考えられています。 

公債費負担比率 

公債費（地方債の元金及び利子の償還金。繰上償還等を含む。）に充てられた一

般財源が、一般財源の総額に対してどの程度の割合となっているかを示す指標で

す。一般的には、15％が警戒ライン、20％が危険ラインとされています。 

起債制限比率 

地方債の発行を制限するための指標です。20％を超えると起債が制限されます。 
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地方債現在高の推移(普通会計) 

（単位：千円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 平成９年度 平成10年度 平成11年度 平成12年度 平成13年度 平成14年度 

鴨 川 市 14,567,779 14,578,940 13,952,824 13,326,670 13,646,609 13,781,107 

天津小湊町 3,604,117 3,470,246 3,292,570 3,073,690 3,243,067 3,104,911 

２市町合計 18,171,896 18,049,186 17,245,394 16,400,360 16,889,676 16,886,018 

資料：地方財政状況調査 

 

積立金現在高の推移(普通会計) 

（単位：千円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 平成９年度 平成10年度 平成11年度 平成12年度 平成13年度 平成14年度 

鴨 川 市 714,884  911,652  1,099,628  973,814  1,048,894  737,983 

天津小湊町 456,042  474,212  559,858  577,875  458,388  336,545 

２市町合計 1,170,926  1,385,864  1,659,486  1,551,689  1,507,282  1,074,528 

資料：地方財政状況調査 
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② 決算規模の推移 

 

 

歳入総額の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        資料：地方財政状況調査表 

 

科目別歳入決算額（２市町合計） 

       資料：地方財政状況調査 

0

3,000,000

6,000,000

9,000,000

12,000,000

15,000,000

18,000,000

平成9年度 平成10年度 平成11年度 平成12年度 平成13年度 平成14年度

千円

鴨川市

天津小湊町

２市町合計

地方税

28.1%

地方交付税

29.3%

地方債

10.6%

その他

19.9%

国・県支出金

12.1%

総計
14年度決算
15,327,952
（千円）
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10 広域行政の状況 

 

主な一部事務組合等の状況 

名称 設立年月日 構成団体名 共同処理する事務 
事務所 

所在地 

長 狭 地 区 
衛 生 組 合 

昭和46年３月31日 鴨川市、天津小湊町 
○し尿収集処理 
○浄化槽清掃 

鴨川市 

安 房 郡 市 
広域市町村

圏事務組合 

昭和45年９月10日 

館山市、鴨川市、富浦町、

富山町、鋸南町、三芳村、

白浜町、千倉町、丸山町、

和田町、天津小湊町 

○市町村圏計画の策定 
○粗大ごみ処理 
○火葬場 
○消防 
○市町村職員の共同研修 
○市町村職員の統一採用試験 
○特別養護老人ホーム等の費用

の一部助成 
○地域救急医療 

館山市 

鴨川市和田

町環境衛生

組 合 

昭和46年３月31日 鴨川市、和田町 ○ごみ処理 鴨川市 

南房総広域 
水道企業団 

平成２年８月１日 

館山市、勝浦市、鴨川市、

大多喜町、夷隅町、御宿

町、大原町、岬町、富浦

町、富山町、鋸南町、三

芳村、白浜町、千倉町、

丸山町、和田町、天津小

湊町 

○水道用水供給事業 勝浦市 

注）平成 15 年４月１日現在                                資料：各市町 

 

主な機関の共同設置の状況 

名称 設置年月日 構成団体名 担当する事務 
事務所 

所在地 

安房郡外房地区 

介護認定審査会 
平成11年10月１日 

千倉町、白浜町、丸山町、

和田町、天津小湊町 
○介護認定審査会の設置 千倉町 

注）平成 15 年４月１日現在                              資料：天津小湊町 

 


